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宅地建物取引業免許申請の手引

新規・ 更新・ 変更届等

◆申請に当たっ ての注意事項

■　 こ の手引は、 宅地建物取引業免許申請や変更届等の宅地建物取引業法に基づく 手続に係る基準や申請・ 届出

時に必要な書類等についてまと めたも のですので、 免許申請書類等の作成は、 こ の説明書を よく お読みの上行っ

てく ださ い。 電話によるお問合せは、 こ の説明書をよく 読んで、 なお分から ない場合に限るよう お願いし ます。

　 　 また、 副本は免許申請書に記載し た事項に変更のあっ た場合、 変更届等を 提出する際の参考と なり ますので、

免許を 受けた後も 大切に保管し ておいてく ださ い。

■　 受付時に申請内容等について色々お聞き し ますので、 免許申請書類等の提出は、 内容を 十分説明でき る方が

行っ てく ださ い。 なお、 こ の申請書類を 提出でき る方は、 個人申請の場合は申請者本人、 法人申請の場合は役員、

従業者等又は申請者から 委任を 受けた行政書士（ その補助者を 含む。） 等の方です。

■　 申請書類に記入漏れや添付書類の不足があっ た場合、 提出書類を受け付けでき ないこ と があり ます。

■　 一度受け付けし た申請を取り 下げる場合でも 、 原則と し て手数料は返却でき ません。

■　 提出書類や添付書類に虚偽や不正があっ た場合には、 法律により 処罰さ れる 場合があり ますので注意し てく

ださ い。

■　 免許更新の申請は、 免許の有効期間満了の日の9 0 日前から 3 0 日前までの間に手続を し なければなり ません

　 　（ 1 0 ページ等参照）。

■　 変更届出事項がある場合は、 変更が生じ た日から 3 0 日以内に変更届出書を 提出し なけれ

ばなり ません（ 3 9 ページ等参照）。

■　「 申請の手引」 の内容は変更になる場合も あり ますので、 住宅政策本部のW e b サイ ト

　 　（ h ttp s : //w w w . j u u ta k u s e is a k u .m e tr o . to k y o . l g . j p /s in s e i/4 9 1 m e n k y o 00 .

　 　 h tm ） も 併せて御覧く ださ い。

◆主な変更内容

住宅政策本部 民間住宅部 不動産業課

■　 宅地建物取引業法施行規則の改正によ り 、 令和７ 年４ 月１ 日以降の受付において、 役員と 政令で定める使用

人（ 専任の宅地建物取引士は除く ） の「 略歴書」 の記載事項から 住所・ 電話番号・ 生年月日が削除さ れます。

こ れに伴い、 該当者は新たに「 代表者等の連絡先に関する調書」 を提出する必要があり ます。

■　 宅地建物取引業法の改正により 、 令和６ 年５ 月2 5 日以降は国土交通大臣への免許申請等の都道府県経由事務

が廃止さ れまし た。 大臣免許業者については、 直接、 関東地方整備局等へ免許申請書等を 提出願います。

■　 令和７ 年１ 月６ 日から 、 国土交通省手続業務一貫処理システム（ e M L IT） を 利用し て電子申請が可能になり

まし た。 東京都における宅地建物取引業免許申請に関する 以下の手続については電子申請も 受け付けており ま

すので、 詳し く は住宅政策本部のW e b サイ ト を 御確認く ださ い。

　 宅地建物取引業免許申請（ 新規・ 更新、 免許換え）・ 変更届出・ 宅地建物取引業者免許証書換え交付申請・ 宅地

建物取引業者免許証再交付申請・ 営業保証金供託済届出・ 廃業等届出

https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/sinsei/491menkyo00.
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◆免許を受けら れない者（ 宅地建物取引業法（ 以下「 業法」 と いう 。） 第５ 条）

　 免許を 受けよ う と する 方が、 次の表に掲げる いわゆる 「 欠格事由」 の一つに該当する 場合又は免許申請書

若し く はその添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があり 、 若し く は重要な事実の記載が欠けてい

る 場合は、 免許の申請を し ても 当該免許の付与を拒否さ れます。

区

　 分
主　 　 た　 　 る　 　 欠　 　 格　 　 事　 　 由

条　 　 　 　 　 　 項

業法第５ 条第１ 項

申 請 者 役

　 員

法

　 定

代
理
人

政

　 令

使
用
人法人 個人

５
年
間
免
許
を
受
け
ら
れ
な
い
場
合

免許不正取得、 情状が特に重い不正不当行為又は業務停止

処分違反を し て免許を取り 消さ れた場合

第２ 号及び第11号

から 第13号ま で
× × × × ×

免許不正取得、 情状が特に重い不正不当行為又は業務停止

処分違反を し た疑いがある と し て免許取消処分の聴聞の公

示をさ れた後、 廃業等の届出を 行った場合

第３ 号、 第４ 号

及び第11号から

第13号ま で

× × × × ×

★･禁錮以上の刑又は宅地建物取引業法違反等によ り 罰金の

刑に処せら れた場合

※･業法第５ 条第１ 項第５ 号及び第６ 号は、 下記※④を参照

第５ 号、 第６ 号

及び第11号から

第13号ま で

× × × × ×

暴力団の構成員等である 場合 第７ 号 × × × × ×

免許の申請前５ 年以内に宅地建物取引業に関し て不正又は

著し く 不当な行為を し た場合

第８ 号及び第11号

から 第13号ま で
× × × × ×

そ

　 の

　 他

破産手続の開始の決定を 受けて復権を 得ない場合
第１ 号及び第11号

から 第13号ま で
× × × × ×

宅地建物取引業に関し 不正又は不誠実な行為を する おそれ

が明ら かな場合

第９ 号及び第11号

から 第13号ま で
× × × × ×

心身の故障によ り 宅地建物取引業を適正に営むこ と ができ

ない場合
第10号 × × × × ×

事務所に専任の宅地建物取引士を 設置し ていない場合 第15号 × × — — —

（ 注） ①×印に該当する と き には、 免許は受けら れま せん。

　 　  ②･「 役員」 には、 ど のよ う な役名であっても 法人に対し て業務を執行する 権限を 有する 方と 同等以上の支

配力を有する と 認めら れる 方を 含みま す。

　 　  ③「 法定代理人」 と は、営業に関し 成年者と 同一の能力を有し ない未成年者の親権者又は後見人をいいま す。

　  ※④★業法第５ 条第１ 項第５ 号（ 要約）

　 　 　  ･　「 禁錮以上の刑に処せら れ、 その刑の執行を 終わり 、 又は執行を 受ける こ と がなく なっ た日から ５ 年

を 経過し ない者」

　 　 　  ★業法第５ 条第１ 項第６ 号（ 要約）

　 　 　  ･　「 宅地建物取引業法若し く は暴力団員によ る 不当な 行為の防止等に関する 法律の規定（ 同法第32条の

３ 第７ 項及び第32条の11第１ 項の規定を 除く 。 第18条第１ 項第７ 号及び第52条第７ 号ハにおいて 同じ 。）

に違反し たこ と によ り 、又は刑法第204条（ 傷害）、第206条（ 現場助勢）、第208条（ 暴行）、第208条の２ （ 凶

器準備集合及び結集）、 第222条（ 脅迫） 若し く は第24７条（ 背任） の罪若し く は暴力行為等処罰に関する

法律の罪を 犯し た こ と によ り 、 罰金の刑に処せら れ、 その刑の執行を 終わり 、 又は執行を 受ける こ と が

なく なった日から ５ 年を 経過し ない者」
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宅地建物取引業の免許のあら ま し

〔 １ 〕

１ 　 免許制度の概要

■　 宅地建物取引業と は

　 　 宅地建物取引業（ 以下「 宅建業」 と いう 。） と は、 宅地又は建物について次に掲げる 行為を 業と し て行う も

のをいいま す。

　 ①　 宅地又は建物について自ら 売買又は交換する こ と 。

　 ②　 宅地又は建物について他人が売買、 交換又は貸借する につき 、 その代理若し く は媒介する こ と 。

　 　 　 すなわち、 免許を 要する 宅建業と は、 不特定多数の人を 相手方と し て、 宅地又は建物に関し て下表の○

印の行為を反復又は継続し て行い、 社会通念上事業の遂行と みる こ と ができ る 程度のも のをいいま す。

区　 　 　 分 自 己 物 件 他 人 の 物 件 の 代 理 他 人 の 物 件 の 媒 介

売　 　 　 買 ○ ○ ○

交　 　 　 換 ○ ○ ○

貸　 　 　 借 × ○ ○

■　 免許の区分

　 ■　 宅建業を 営も う と する 方は、 業法の規定によ り 、 国土交通大臣又は都道府県知事の免許を 受ける こ と が

必要です。

　 ■　 国土交通大臣の免許は、 二つ以上の都道府県の区域内に事務所を 設置し てその事業を 営も う と する 場合

であり 、 都道府県知事免許は、 一つの都道府県の区域内に事務所を 設置し てその事業を 営も う と する 場合

です。

　 ■　 宅建業の免許は、 個人又は法人が受ける こ と ができ ま す。 個人の免許は、 いう ま でも な く 個人が宅建業

を 営むためのも のであ り 、 法人の免許は、 株式会社、 協同組合、 公益法人等の会社法その他の法律によ っ

て法人格を有する も のが宅建業を 営むためのも のです。

　 　 　 こ の免許を 区分し て表にする と 、 次のよ う になり ま す。

免　 許　 権　 者

二つ以上の都道府県に事務

所を設置

一つの都道府県に 事務所を

設置

個　 人 法　 人 個　 人 法　 人

国土交通大臣 ○ ○ — —

都道府県知事 — — ○ ○
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２ 　 免許を 受けるための要件、 審査等

　 　 宅建業の免許を 受ける には、 次のよ う な「 要件、 審査等」 があり ま す。 免許申請者は、 こ の要件等を 確認

の上、 申請し てく ださ い。

■　 免許申請者

　 ■　 宅建業の免許申請は、 個人又は法人のいずれでも でき る こ と になっ ていま すが、 申請者の商号又は名称が、

「 法律によ っ て使用を 禁止さ れている 場合」 等、 次のよ う な例の場合は、 その商号等を 用いて申請する と 商

号又は名称の変更をお願いする 場合があり ま すので、 十分留意し てく ださ い。

　 　【 商号及び名称についての制限の例】

　 　 ･◇法令上、 その商号及び名称の使用が禁止さ れている も の

　 　 ･◇地方公共団体又は公的機関の名称と 紛ら わし いも の　 　「 ○○公社、 ○○協会」 等

　 　 ･◇指定流通機構の名称と 紛ら わし いも の　 　「 ○○流通機構、 ○○流通センタ ー

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ･ ○○不動産センター、○○住宅センター、○○情報センター」 等

　 　 ･◇個人業者の場合　 　「 ○○○不動産部」 の「 部」 等法人と 誤認さ れる おそれがある も の

　 　 ･◇変体仮名又は符号等で判読し にく いも の

　 ■　 履歴事項全部証明書の目的欄に宅建業を 営む旨の記載を 法務局で行ってく ださ い（ 記載例と し ては、「 宅

地建物取引業」 や「 不動産の売買、媒介」 など です。「 不動産業」 のよ う にあいま いなも のは認めら れま せん）。

■　 免許の有効期間

　 ■　 宅建業の免許は、 厳密な審査を 経て一定の資格を 有する と 認めら れる 者のみに与え ら れま す。 こ の一定

の基準に合致し ている 状況は、 時間の経過によ り 変動する 性質のも のですので、 基準に適合し なく なっ た

こ と が判明し た場合には、 免許取消し 等の処分の措置がと ら れま す。

　 ■　 し たがって、 定期的に免許資格要件に合致する か否かを 判断する こ と が必要になり ま す。 こ のため、「 免

許の有効期間は、 ５ 年と する 。」（ 業法第３ 条第２ 項） こ と と し 、 有効期間の満了後、 引き 続き 宅建業を 営

も う と する 方は、 その有効期間が満了する 日の90日前から 30日前ま での間に免許の更新手続を する こ と が

必要です。

　 　 　 なお、 こ の手続を 怠っ た場合は、 免許が失効と なり 、 更新の手続を し ないで宅建業を 営むと 、 業法第12

条違反（ 無免許事業等の禁止） によ り 罰則が科さ れま す。

―･3･―

◆免許年月日が令和６ 年６ 月１ ０ 日の場合の例
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■　 免許の要件

　 ■･　 宅建業の免許を 受ける には、 一定の要件があり ま す。 免許を 受けよ う と する 方が１ ページの表にある よ

う な「 欠格事由」 に該当する 場合は、 免許の申請を し て も 拒否さ れま す。 し たがっ て、 免許の申請を する

場合は、 こ の「 欠格事由」 に該当し ている か否かの確認を 十分する こ と が必要です。 ま た、 免許を 受けた

後も 、 こ の「 欠格事由」 に該当する こ と と な っ た場合には、 その免許は取り 消さ れる こ と になり ま すので

注意し てく ださ い。

■　 免許要件等の審査

　 １ ページの「 免許を 受けら れない者」 のほか、「 事務所の形態」、「 専任の宅地建物取引士（ 以下「 専任の取引士」

と いう 。）」 等の免許要件等の審査は、 おおむね次のと おり です。

　 免許制度において事務所は重要な意味を 持っ ていま す。 事務所の所在が免許権者を 定める 要素と なっ てお

り 、 ま た、 事務所には専任の取引士の設置が義務付けら れていま す。

　 さ ら に、 事務所の数に応じ て営業保証金を 供託し なければなり ま せん。

　 こ のよ う に事務所は重要な意味を 持っ ている ので、 業法第３ 条第１ 項において事務所と は「 本店、 支店そ

の他の政令で定める も のをいう 。」 と 規定し 、 その明確化を 図っ ていま す。 政令では次の二つを 業法上の事務

所と し て定めていま す。

１ 　 本店又は支店

　 ①　 宅地建物取引業者（ 以下「 宅建業者」 と いう 。） が商人の場合

　 　 ○　 本店又は支店と し て履歴事項全部証明書に登記さ れたも の

【 留意点】

　 ◇･　 本店で宅建業を行わなく ても 、 支店で宅建業を 営むと 、 本店も 宅建業の「 事務所」 と なり 、 こ の場合、

本店にも 営業保証金の供託及び専任の取引士の設置が必要と なり ま す。

　 　 ･　 本店である から には、 具体の宅建業を 行わなく ても 、 支店で行う 宅建業について、 何ら かの中枢管理

的な統轄機能を果たし ている から です。

　 ◇･　 支店の登記があっ ても 、 こ の支店において宅建業を 行わない場合は、「 事務所」 と し ては取り 扱いま せ

ん。

　 ②　 宅建業者が商人以外の者である 場合

　 　 ○･　 協同組合（ 農業協同組合及び生活協同組合） や公益法人等商人でない業者については、個々の法律で、

「 主たる 事務所」 又は「 従たる 事務所」 と し て取り 扱われる も のを いいま す。

２ 　 前記１ の本店又は支店のほか、「 継続的に業務を 行う こ と ができ る施設を有する場所」 で、 宅建業に係る

契約を 締結する 権限を有する 使用人を 置く も の

　 ◇･　 こ のよ う な場所は、実体上は支店に類似する も のと 言える ので、支店と し ての名称を付し ていなく ても 、

従たる 事務所と し て取り 扱われま す。

　 　 　【 例】 ○○営業所、 ○○店、 ○○出張所、 ○○事務所など

　 ◇･　「 継続的に業務を 行う こ と ができ る 施設を 有する 場所」 と は、 物理的にも 社会通念上事務所と 認識さ れ

る 程度の形態を 備えている こ と が必要と 考えら れ、 テン ト 張り の案内所など 、 移動の容易な施設等は事

務所と し ては認めら れま せん。 ま た、 事務所内には、 対面可能な応接セッ ト （ 執務場所と 明確に区別さ

れている こ と ）、 従事する 人数分の机・ 椅子を 含む執務場所、 固定電話（ 開通済） の設置が必要です。

《 宅地建物取引業者の事務所の範囲》

■　 事務所について

―･4･―



　 一般的な解釈と し ては、 物理的にも 宅建業の業務を 継続的に行える 機能を 持ち、 社会通念上も 事務所と し

て認識さ れる 程度の独立し た形態を 備えている こ と が必要です。 ま た、 事務所と し て使用する 権原を 有し て

いる こ と が必要です。

　 こ のた め、 一般の戸建て住宅又はマン ショ ン 等の集合住宅の一室（ 一部） を 事務所と し て使用する こ と 、

一つの事務所を 他の法人等と 使用する こ と 、 仮設の建築物を 事務所と する こ と 等は原則と し て認めており ま

せん。

　 下の例に当てはま ら ない事務所については、 平面図等を 御持参の上、 担当窓口にお問合せく ださ い。

《 事務所の形態について》

◆･　 住宅の出入口以外の事務所専用の出入口がある こ と 。 事務所専用の出入口がない場合は、 玄関から 事務所

に他の部屋を 通ら ずに行ける こ と （ 他の部屋にも 事務所を 通ら ずに行ける ）。

◆　 他の部屋と は壁で間仕切り さ れている こ と 。

◆　 内部が事務所と し ての形態を整えており 、 事務所の用途だけに使用し ている こ と 。･

※･　 入口から 事務所ま での経路が分かる 写真と 、 事務所である 旨の表示（ 商号、 名称） のある 写真を 、 場所を

変えて何枚か撮っ てく ださ い。 ま た、 写真には番号を 付け、 間取り 図等にその番号と 撮影し た 方向を 矢印で

記入し てく ださ い（ 36ページ参照）。

※　 事務所の位置を確認する ため住宅全体の「 間取り 図」 を必ず添付し てく ださ い。

■　 住宅の一部を 事務所と する場合 　 ※事前に連絡の上、 相談が必要です。

○（ 可の例） ▼事務所専用出入口
／

／

玄　 関

  ▽

居　 　 室 事 務 所

台　 　 　 所

×（ 不可の例）

事務所

玄関

居　 室

居　 室

台　 所

◆　 Ａ 社、 Ｂ 社と も に出入口が別にあり 、 双方の事務所の専用部分を 通る こ と なく 出入り ができ る こ と 。

◆･　 Ａ 社、 Ｂ 社間は、 高さ 180cm 以上のパーテーシ ョ ン な ど 不透明かつ固定式の間仕切り があ り 、 相互に独立

し ている こ と 。

※･　 入口（ エレ ベータ ー） から 事務所ま での経路が分かる 写真並びに出入口が別である こ と 及び間仕切り さ れ

ている こ と が確認でき る 写真を 添付し てく ださ い。 ま た、 写真には番号を 付け、 間取り 図等にその番号と 撮

影し た方向を 矢印で記入し てく ださ い（ 36ページ参照）。

※･　 事務所の位置を 確認する ため、 フ ロ アー全体が分かる 「 平面図」 を 必ず添付し てく ださ い。 ま た、 各社の

専用部分・ 共用部分を マーカー等で着色し て明示し 、 各社の名称を 記入し てく ださ い（ 36ページ参照）。

※･　 共用部分に業務用の共用物（ 例えば、 共用のオフ ィ ス 機器や他の法人等の商品など ） を 置く こ と は、 原則

認めら れま せん。

■　 一つの事務所を 他の法人等と 使用し ている場合 　 ※事前に連絡の上、 相談が必要です。

○（ 可の例）

入口 ⇨  ／
（ エレ ベータ ー）

共通の出入口▼

／

A 社・ B 社両方の

商号等の表記が必要

▼
／

▼
／

共　 通　 の　 通　 路

A 社専用出入口 B社専用出入口

Ａ 　 社 B　 社

×（ 不可の例）

共通の出入口▼
／

▼／

▼ ／

共用部

書
棚

Ａ 　 社 B　 社

☎
A 社若し く はB 社又は共用の

執務スペースがあり 、独立性を 欠いている。
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◆　 専任の取引士の「 専任性」 と は

　 □　 次のよ う に、「 常勤性」 と 「 専従性」 の二つの要件を充たさ なければなり ま せん。

①宅建業を 営む事務所の通常の勤務時間に常勤し 、 ②専ら 当該事務所に係る 宅建業の業務に従事する こ と

が必要です。

　 □　「 専任」 に当たら ない例

①当該事務所の勤務時間内に、 他の法人の代表取締役、 代表者若し く は常勤の役員と し て 業務に従事し て

いる 、 他の個人業を 営んでいる 、 又は、 会社員、 公務員のよ う に他の職業に従事し ている 場合、 ②通常の

勤務時間に、 当該事務所に勤務する こ と ができ ない状態にある 場合、 ③社会通念上、 通常の通勤が可能で

ある と みなせない場所に住んでいる 場合等は、 専任の取引士に就任する こ と はでき ま せん。

　 □　 申請会社の監査役が、 当該申請会社の専任の取引士を兼務する こ と はでき ま せん。

　 □　 専任の取引士が定休日など 宅建業者の通常の勤務時間外に副業し よ う と する 場合は、 事前に専任性を 確

認する ための資料（ 誓約書及び当該事務所において専任の取引士と し て業務に従事し ている こ と （ 専従性）

の分かる 公的書類（ 健康保険証等の写し ）） の提出が必要です。 ただし 、 ①副業が他の法令に反する 場合、

②当該事務所への通常の通勤に支障を 来すおそれがある 場合、③同業他社に従事者と し て勤務する 場合（ 利

益相反の懸念が生じ 、 宅建業の秩序が乱れる おそれがある ため）、 ④社会通念上、 副業が宅建業の業務に支

障を 来すおそれがある 場合等は、 専任の取引士が副業する こ と は認めら れま せん。

　 □　 テ レ ワ ーク を 活用する 場合であっ ても 、 専任の取引士の「 常勤性」 と 「 専従性」 の二つの要件は従来か

ら 変更はあ り ま せん。 こ のため、 専任の取引士がテレ ワ ーク を 行う 際には、 当該事務所に常勤し ている 場

合と 同様に業務が行える 環境である こ と 、 社会通念上、 当該事務所に通勤可能な距離であ る こ と が求めら

れま す。 ま た、 テ レ ワ ーク を 実施し ていたこ と が分かる 勤怠管理の情報やテレ ワ ーク を 実施し た日に作業

を し たこ と や勤怠管理者等と 連絡を 取っ たこ と が分かる メ ールや書類等、 テレ ワ ーク の実施状況が客観的

に分かる 資料等の整備が必要です。

◆　 専任の取引士の設置

　 □･　 業法は、 免許制度に加えて、 宅建業者に宅地建物の取引に関する 専門家と し ての役割を 十分に果たさ せ

る ため、 その事務所等に一定数以上の成年者である 専任の取引士を 設置する こ と を 義務付けていま す。

　 □･　 こ の「 一定数」 は、国土交通省令で定めら れており 、一つの事務所において「 業務に従事する 者」（ 24ペー

ジを 参照） ５ 名に１ 名以上の割合と し 、 業法第50条第２ 項で定める 案内所等については少なく と も １ 名以

上の専任の取引士の設置を義務付けていま す。

　 □　 専任の取引士の数が不足し た場合は、 ２ 週間以内に補充等必要な措置をと ら なければなり ま せん。

■　 専任の取引士

◆　 宅地建物取引士と は

　 □･　 宅地建物取引士（ 以下「 取引士」 と いう 。） は、 宅地建物取引士資格試験に合格後、 取引士資格登録を し 、

取引士証の交付を 受けている 方を いいま す（ 取引士証の有効期間は５ 年間です。 取引士証の有効期限が切

れている 場合は、 取引士と し て認めら れま せん。）。

　 □･　 取引士には、 事務所ご と に専任の状態で設置し なければなら ない専任の取引士と 、 それ以外の一般の取

引士と があ り ま す。 ど ち ら も 、 重要事項説明等取引士と し て の業務内容は同じ ですが、 専任の取引士は、

業務に従事する 状態が事務所ごと に「 専任」 でなければなり ま せん。

（ 合格者） （ 登録者） （ 取引士）

試験合格 登録を

受ける

取引士証の

交付を 受ける

■　 政令第２ 条の２ で定める使用人

　 □･　 業法第４ 条第１ 項第２ 号等の政令で定める 使用人（ 以下「 政令使用人」 と いう 。） と は、 単なる 社員、 従

業員のこ と ではなく 、 その事務所の代表者で、「 契約を締結する 権限を有する 使用人」 と なっ ていま す。

　 □･　 免許申請者である 代表取締役が常勤する 場合は、 別の方を 政令使用人と し て設置する 必要はあり ま せん

が、 常勤でき ない本店、 支店等の場合は、 政令使用人を設置する 必要があり ま す。
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■　 ①取引士の変更登録申請提出先

東京都で登録を し ている 方 住宅政策本部･民間住宅部不動産業課･免許担当（ ②番窓口）（ 都庁第二本庁舎３ 階）

他道府県で登録を し ている 方 各道府県の担当課にお問合せく ださ い（ 69ページ参照）。

■　 ②取引士の変更登録申請の方法　 様式は住宅政策本部のW ebサイ ト から ダウン ロード でき ます。

申　 請　 者 必　 要　 な　 も 　 の 提　 出　 書　 類

本 人 宅地建物取引士証

「 宅地建物取引士資格登録簿変

更登録申請書」（ ２ 部） と 下表

「 ③変更登録申請に 必要な 書

類」 に記載の書類（ １ 部）

代理人の来庁

に よ る 申 請

本人から の委任状（ 任意様式）、 代理人の身分を 証明でき る

も の（ 運転免許証等）、 宅地建物取引士証のコ ピ ー（ 氏名・

住所変更の時は、 宅地建物取引士証原本）

郵 送 に よ る

申 請

※

【 送り 先と 同封するも の】（ 東京都登録の場合）

〒163− 8001　 新宿区西新宿２ − ８ − １

東京都住宅政策本部民間住宅部不動産業課免許担当（ 登録）

返信用封筒（ 普通郵便分の切手を 貼り 、 宛先を 記入） と 宅

地建物取引士証のコ ピ ーを 同封のこ と 。

※･　 郵送によ る 申請の場合で、 取引士証の書換えを 伴う と き は、 書換え交付申請書と 取引士証を 同封し 、 簡易

書留にて送付し てく ださ い（ 返信用封筒にも 簡易書留分の切手を 貼付し てく ださ い。）。

■　 ③取引士の変更登録申請に必要な書類　（ 下記（ 注） の書類は発行日から ３ か月以内の原本を添付し てく ださ い。）

変 更の 種 類 必　 　 要　 　 な　 　 書　 　 類　 　（ 各１ 部）

氏 名
戸籍抄本（ 注） 又は戸籍謄本（ 注）（ 変更年月日記載のも ので、旧姓・ 新姓のつながり が分かる も の）、

顔写真１ 枚（ 縦３ cm ×横2.4cm のカラ ー写真でポラ ロ イ ド 不可、 顔の大き さ 約２ cm 、 無背景）

住 所 住民票（ マイ ナンバーの記載がないも の） （ 注）（ 申請者本人の分）

本 籍 戸籍抄本（ 注） 又は戸籍謄本（ 注）

勤 務 先
入社　 　 入社証明書等（ 入社日記入）、退職　 　 退職証明書等（ 退職日記入）、出向　 　 出向証明書

（ 出向日記入）、出向解除　 　 出向解除証明書（ 出向解除日記入）※代表者印を必ず押印する こ と 。

商号（ 名称）

又は免許換え
必要な書類については、 担当窓口にお問合せく ださ い（ ７0ページ参照）。

■　 専任の取引士本人が新規免許申請の前にやっ ておく こ と

　 □･　 新規免許申請の際、 専任の取引士は、「 取引士資格登録簿」 に勤務先名が登録さ れていない状態である こ

と が必要です。

　 ※･　 東京都登録以外の方が、 申請前１ か月以内に他の道府県に変更登録を し た時は、 免許申請の際、 変更登

録申請が受理さ れたこ と を確認でき る 控え又は写し を御持参く ださ い。

◆　 取引士資格登録簿登録事項の変更登録申請

　 □･　 取引士の資格登録者は、 氏名、 住所、 本籍、 宅建業者の勤務先（ 商号の変更がなく 、 かつ、 同一法人内

で勤務先を 変更を し た場合、 変更手続は不要です。） 等の登録事項に変更が生じ た場合は、 遅滞なく 変更登

録申請をし なければなり ま せん。

　 　 　 会社等が行う 専任の取引士等に関する 就任、 退任等の変更届は、 宅建業者と し て免許を 受けた大臣又は

知事に届け出る も のですので、 その届出によ り 、 取引士（ 個人） の資格登録簿の内容が自動的に変更さ れ

る こ と はあり ません。 別途、 以下の取引士の変更登録申請が必要です。
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2 2

１ 　 免許申請手続（ フ ローチャート ）

◆新規免許申請の場合

書類の作成

免 許 申 請

※記入要領等は15ページ以降
　 を参照

○欠格事由等の審査、

　 事務所調査等

審　 　 　 　 査

免　 　 　 　 許

届  　 　 出

営 　 　 業 　 　 開 　 　 始

免 許 証 交 付

不足書類の
追加提出等

免 許 申 請

※　 書類は、 東京都住宅政策本部のW e b サイ ト から ダウンロ ード ができ ます。 また、

法定様式を 購入さ れる方は用紙販売所（ 49ページ参照）で購入する こ と も でき ます。

書類は11ページの一覧表に従っ て作成し てく ださ い。

※　 不動産業課「 免許担当」（ ③番窓口） へ持参し 申請し てく ださ い。

　 免許申請後、 免許さ れる までの間に、 申請内容（ 代表者、 役員、 専任の取引士、 事務所、 政令

使用人の要否等） に変更が生じ た場合は、 申請を取り 下げていただく こ と と なり ます。

※手数料３ 万３ 千円（ 現金を持参し てく ださ い。）

シール見本

受付後、 不動産業課の「 手数料収納機」 でシールを購入し てく ださ い。

（ 普通郵便はがき で申請者の事務所本店宛てに通知し ま す。）

※　 審査の期間は書類受付後、 補正期間を含め

　 　 約30日～60日です。

※　 審査等の詳細は２ ページから ７ ページま でを 参照のこ と 。

※　 審査において、 補正事項があっ た場合、 補正が完了する ま では免許を受ける

　 こ と ができ ま せん。

※　 審査の結果、 拒否さ れる 場合があり ま す。

※２ ※４

営 業 保 証
金 の 供 託

（ 12ページ参照）

（ 38ページ参照）

※１

※３

（ 13ページ参照）

保 証 協 会
へ の 加 入

※１ 　 12ページ及び13ページ参照。 こ の手続は免許日から ３ か月

以内に全て完了し てく ださ い。 期間内に手続がなさ れない場

合、 免許取消し になる 場合があり ま す。

※２ 　 免許通知はがき 等を御持参の上、 不動産業課免許担当（ ③

番窓口） へおいでく ださ い。

※３ 　 保証協会への加入手続は約２ か月かかり ま す。 申込みは、

早めに行ってく ださ い。

※４ 　 保証協会に加入し た方は、 免許通知はがき 及び弁済業務保

証金分担金納付書（ 協会の領収印のある も の。原本及び写し ）

を 御持参の上、 不動産業課免許担当（ ③番窓口） へおいでく

ださ い。

※　 62ページ（ 免許を 受けた後の義務） を必ず確認し 履行し てく

ださ い。

※　 取引士は、免許を受けた後「 勤務先（ 業者名）及び免許証番号」

の登録をし てく ださ い（ 詳細は13ページ参照のこ と 。）。

（ 書類の不足等により 、受け付けできない場合があり ます。）

東京都知事免許の申請等

〔 ２ 〕東

京

都

知

事

免

許
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（ 　 　 　 　 　 ）

◆更新免許申請の場合

■　 免許の有効期間満了の日の90日前から 30日前までの間に免許更新の申請が受け付けさ れるこ と が必要です。

■　 39ページ以降の変更届出事項がある 場合は、 変更が生じ た日から 30日以内に変更届出書を 提出し なければ

　 なり ません。 届出が漏れている場合、更新申請はでき ません。

■　 更新免許申請手続の際の留意事項については、 10ページを 参照し てく ださ い。

■　 郵送によ る申請については55～57ページを参照し てく ださ い。

◆変更事項がある かないか

※　 更新免許申請の前に、 変更事項の有無に

　 ついて必ず確認し てく ださ い。

◆変更事項がない

免　 許　 申　 請 不足書類の追加提出等

書 類 の 作 成
※記入要領等は15ページ

　 以降を 参照

◆変更事項がある

変更届出書の作成
※届出書類等については

  39ページ以降を 参照

※　 書類は、 東京都住宅政策本部のW e b サイ ト か

ら ダウン ロ ード ができ ま す。 ま た、 法定様式を

購入さ れる 方は用紙販売所で購入する こ と も で

き ます。

※　 免許通知はがき 等を持参の上、 不動産業課免許証交付場

所（ ④番カウ ンタ ー） へおいでく ださ い。

※　 免許日が過ぎても 更新通知はがき が届かない場合は、 お

問合せく ださ い。

※　 原則と し て、現免許証の期限が満了する 直前に通知し ま す。

　（ 法定期限内の受付であっ て も 、 補正等の状況によ り 、 は

がき での通知が期限後と なる 場合があり ま す。）

書類は11ページの一覧表に従っ て作成し てく ださ い。

※　 不動産業課  免許担当  （ ⑤番窓口） へ持参し 申請し てく ださ い。

※手数料３ 万３ 千円（ 現金を持参し てく ださ い。）
受付後、 不動産業課の「 手数料収納機」 でシールを購入し てく ださ い。

（ シール見本は８ ページを参照）

○欠格事由等の審査、 事務所調査等
免　 許　 申　 請

審　 　 　 　 　 　 　 査

免　 　 　 許

免　 　 許　 　 証　 　 交　 　 付

※　 審査等の詳細は２ ページから ７ ページま でを 参照のこ と 。

※　 審査において、 補正事項があった場合、 補正が完了する ま では

　 免許さ れま せん。

※　 審査の結果、 拒否さ れる 場合があり ま す。

普通郵便はがき で申請者の
事務所本店宛てに通知し ま す。

（ 書類の不足等によ り 、受け付けでき ない場合があり ます。）
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■　 免許申請書類作成に当たっ ての留意事項

◆　 留意事項

　 □　 11ページの「 ■免許申請に必要な書類」 一覧表に従って書類をそろえま す。

　 □　 書類には「 法定様式」 に書き 込むも のと 、 別途用意する 書類（ 添付する 書類） があり ま す。

　 □　 各書類作成の説明及び記入例は、 15ページ以降を参照し てく ださ い。

　 □　 別途用意する 書類（ 添付する 書類） については、 下記の点に注意し てく ださ い。

　 　 ※　 官公庁が発行する 証明書類等は、 申請受付日現在で発行から ３ か月以内の原本に限り ます。

　 　 ※　 代表者、 役員等で専任の取引士を 兼ねている 方の「 略歴書」 は１ 枚で構いません。

　 　 ※　 法人の現在事項全部証明書では受け付けでき ません。 履歴事項全部証明書が必要です。

　 □･　 書類は11ページの一覧表に掲載さ れている 順にそろ え、 左側に二つ穴を 開け、 ひも でと じ て提出し てく

ださ い（ ホッ チキス は不可）。

　 □･　 書き 間違えた箇所は横線で消し て、 正し い事項を記載し てく ださ い（ 鉛筆、 消える ボールペン、 修正液・

修正テープは使用不可）。

　 □･　 更新免許申請又は免許換え申請の場合で、 従前の免許を 受けている 内容に変更があり 、 所要の変更の届

出がなさ れていないと き は、 こ れら の申請は受け付けでき ない場合があり ますので御注意く ださ い。

　 □　 免許申請書は閲覧に供さ れます。 不要な個人情報等（ 例えば、 略歴書の学歴や戸籍住所の記入、 事務所

写真への顧客情報の写り 込みなど） は記載し ないよう 御注意く ださ い。

◆　 作成する 部数

　 □　 正本１ 部、 副本１ 部の合計２ 部（ 副本は、 受付後控えと し て申請者にお返し し ま す。）

　 　 ※　 副本については、 証明書類・ 写真を 含めコ ピ ーで構いま せん。

■　 免許の更新申請手続について

　 ･　 宅建業の免許は、有効期間が５ 年と 規定さ れており 、こ の期間満了の翌日に免許が失効になり ま す。し たがっ

て、 宅建業を 引き 続き 営も う と する 方は、 その有効期間が満了する 日の90日前から 30日前ま での間に免許の

更新申請を 行う こ と が必要です。免許の更新申請の手続は、おおむね新規免許申請と 同様ですが、記載に当たっ

ては、 不備がないか十分に確認し た上で行っ てく ださ い。 万が一、 重大な不備や虚偽によ り 、 業法違反が認

めら れた場合は、 免許の拒否だけでな く 、 その違反内容に応じ た行政処分の対象と なり ま すので注意が必要

です。

◆　 更新免許申請手続の際の留意事項

　 □･　 現に営んでいる 宅建業の営業実態や実績がある か。 長期間にわたり 営業実績がない等の問題がある 場合

には、 今後の事業計画でど のよ う な営業を予定し ている のか。

　 □･　 事務所、 代表者、 役員、 政令使用人、 専任の取引士等に関し て、 必要な変更の届出等の手続が漏れなく

行われている か。

　 □　 取引士の資格登録に関し て、 必要な変更届の手続が漏れなく 行われている か。

　 □･　 代表者、 役員、 政令使用人、 専任の取引士等に関し て、 現在の免許申請時以降、 いわゆる 「 欠格事由」

に該当する こ と と なっ ている 方はいないか。

　 □･　 事務所に関し て、 永続性のある 権原に基づき 設置さ れて いる か。 ま た、 その独立性、 必要な業務を 継続

的に行える 機能等が確保さ れている か。

　 □　 営業保証金は、 業法等の規定ど おり 必要な額が供託さ れている か。
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東 京 都 知 事 免 許
（ 新規（ 免許換えを含む。）・ 更新）

東

京

都

知

事

免

許

申

請

に

必

要

な

書

類

・

一

覧

新規は③番窓口
更新は⑤番窓口
で受付

■　 免許申請に必要な書類

（ 注）１ 　 １ 〜 19の書類の他、 審査の上で、 別に書類の提出が必要と なる こ と があり ま す。

　 　 ２ 　 ■の番号の書類は「 法定様式」 です。東京都住宅政策本部のW ebサイ ト「 申請様式」から ダウ ンロ ード が

でき ま す。 ま た、様式を 購入さ れる 方は用紙販売所（ 49ページ参照）で購入する こ と も でき ま す。

　 　 ※　 免許換えの場合は、 14ページも 参照し てく ださ い（ 供託書の写し 等が必要です。）。

◆　 作成する 部数

　 □　 正本１ 部、 副本１ 部の合計２ 部

　 　 ※　 副本は、 受付後、 控えと し て申請者にお返し し ま す。

　 　 ※　 副本は、 証明書類・ 写真を含めコ ピ ーで構いま せん。

　 　 ※　 成年被後見人又は被保佐人に該当し 、 身分証明書及び登記さ れていないこ と の証明書が提出でき な い

場合は、 宅地建物取引業を 適正に営む能力を 有する 旨を 記載し た 医師の診断書が必要と なり ま すので、

事前に不動産業課免許担当ま でお問合せく ださ い。
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順　 序 書 　 　 類 　 　 の 　 　 名 　 　 称
書類の要否 説　 明

記入例
ページ法　 人 個　 人

１ 免許申請書（ 第一面〜第五面）（ 様式第１ 号） ○ ○ 　 16〜

２
相談役及び顧問、 ５ ％以上の株主・ 出資者等の名簿

『 添付書類 ⑹』（ 第一面、 第二面）【 法人申請のみ】
○ × 20

３
身分証明書の原本（ 代表取締役、 取締役、 監査役、 代表執行役、 執行役、

政令使用人、 会計参与、 相談役、 顧問の全員について必要）
○ ○ 20

４

登記さ れていないこ と の証明書の原本（ 代表取締役、 取締役、 監査役、

代表執行役、 執行役、 政令使用人、 会計参与、 相談役、 顧問の全員につ

いて必要）

○ ○ 20

５ 代表者の住民票の原本（ マイ ナン バーの記載がないも の）【 個人申請のみ】 × ○ 20

６ 代表者等の連絡先に関する調書『 添付書類 ⑼』 ○ ○ 21

７
略歴書（ 代表取締役、 取締役、 監査役、 代表執行役、 執行役、 専任の取引士、

政令使用人、 会計参与、 相談役、 顧問の全員について必要）『 添付書類 ⑶・ ⑻』
○ ○ 　 22〜

８ 専任の宅地建物取引士設置証明書『 添付書類 ⑷』 ○ ○ 23

９ 宅地建物取引業に従事する者の名簿『 添付書類 ⑽』 ○ ○ 　 24〜

10 専任の宅地建物取引士の顔写真貼付用紙（ 顔写真を添付） ○ ○ 　 26〜

11
法人の履歴事項全部証明書の原本【 法人申請のみ】

（ 現在事項全部証明書では受け付けでき ません。）
○ × 26

12 宅地建物取引業経歴書『 添付書類 ⑴』（ 第一面、 第二面） ○ ○ 　 27〜

13
決算書の写し （ 表紙、 貸借対照表及び損益計算書）【 法人申請のみ】

※納税証明書と 同期のも の　 ※新設法人は「 開始貸借対照表」 を 作成・ 添付する。
○ × 30

14 資産の状況を 示す書面『 添付書類 ⑸』【 個人申請のみ】 × ○ 31

15
納税証明書の原本（ 税務署発行。 その１ ）

※申請直前１ か年分　 ※新設法人は添付不要

○

（ 法人税）
○ 32

16 誓約書『 添付書類 ⑵』 ○ ○ 32

17 事務所を 使用する 権原に関する書面『 添付書類 ⑺』 ○ ○ 　 32〜

18 事務所付近の地図《 案内図》 ○ ○ 34

19 事務所の写真（ 間取図・ 平面図等を 添付し てく ださ い。） ○ ○ 　 34〜

書類はこ の順にそろ え、 左側に二つ穴を開け、 ひも でと じ て提出し てく ださ い。



営
業
保
証
金
の
供
託

２ 　 新規免許を 受けた後の手続

■　 営業保証金の供託

■　 業法では、 宅地建物の取引が公正かつ安全に行われる よ う 多く の規制を し ていま すが、 それでも 事故が

発生する こ と があり ま す。 こ れら の取引によ っ て生じ た債務について弁済を 一定範囲で担保する ための措

置と し て、 あら かじ め国の機関である 最寄り の「 供託所」（ 下表の「 供託所一覧」 参照） に法定の「 営業保

証金」 を 供託する こ と によ り 、 取引を し た者は、 取引によ り 生じ た損害に相当する 金銭の還付を 受ける こ

と ができ る こ と と し ていま す。

■　 宅建業の営業を開始する ためには、 新規免許を 受けた（ 東京都から 免許通知のはがき が届いた） 後、「 営

業保証金」 を 供託し 、 その供託物受入れの記載のある 供託書の写し を 添付（ 供託書の原本も 提示する 。） し

て、 東京都知事に所定の届出をし なければなり ま せん。

■　 こ の届出後でないと 、 営業を開始する こ と はでき ま せん。 届出を し ないで営業し た場合は、 懲役若し く

は罰金又はその両方に処せら れる こ と があり ま すので御注意く ださ い。

◇　 免許通知のはがき が届き ま し たら 、 本店（ 主たる 事務所） の所在地を 管轄する 供託所へ法定の営業保証金

を 供託し 、 ①免許通知のはがき ②供託書の原本と 写し １ 通③営業保証金供託済届出書（ ２ 通） に必要事項を

記入の上、 東京都知事に届け出し 、 免許証を 受領し てく ださ い（ 免許通知のはがき にも 手続方法は記載さ れ

ていま す。）。

◇　 なお、 供託に際し 供託所に持参する も のは、 供託物（ 現金か法令で定める 有価証券）、 供託者の印鑑、 免許

通知のはがき 等ですが、 供託手続の詳細については下記供託所にお問合せく ださ い。

◇　 ま た、 こ の全ての手続を 免許日から ３ か月以内に完了し なければなり ま せん。 期日を 経過し ま すと 免許を

取り 消さ れる 場合があり ま す。

　 ※　 こ の「 営業保証金供託済届出書」 の作成については、 38ページを 参照し てく ださ い。

◇　 免許失効後、新たに免許を 取得し た場合、その新たな免許についての営業保証金を供託し なければなり ま せん。

《 供託所一覧》

◆　 供託額

　 　 主たる 事務所（ 本店）　 　  １ ,０ ０ ０ 万円

　 　 従たる 事務所（ 支店等）　 　 　 ５ ０ ０ 万円（ ただし １ 店につき ）

　 　 ※　 な お、 営業保証金は現金のほか、 国債証券、 地方債証券等法令で定める 有価証券又は振替国債によ る

供託も 可能です（ 国債証券及び振替国債については65ページ参照）。
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供　 　 託　 　 所 所　 　 在　 　 地 電　 話　 番　 号

東京法務局供託課

（ 23 区 内 管 轄）

千代田区九段南１ − １ − 15

　 　 九段第２ 合同庁舎５ 階
０ ３ − ５ ２ １ ３ − １ ２ ３ ４（ 代表）

東京法務局 府中支局 府中市新町２ − 44 ０ ４ ２ − ３ ３ ５ − ４ ７ ５ ３（ 代表）

東京法務局 西多摩支局 福生市南田園３ − 61− ３ ０ ４ ２ − ５ ５ １ − ０ ３ ６ ０（ 代表）

東京法務局 八王子支局
八王子市明神町４ − 21− ２

　 八王子地方合同庁舎２ 階
０ ４ ２ − ６ ３ １ − １ ３ ７ ７（ 代表）



■　 保証協会に加入する場合

■　 宅地建物取引業保証協会は国土交通大臣から 指定を 受けた公益社団法人で、宅建業に関し て、苦情の解決、

従事者に対する 研修、 取引によ り 生じ た債権の弁済等の業務を 行っ ていま す。 宅地建物の取引によ っ て債

権が生じ た方は、 同保証協会の認証を 得て、 営業保証金相当額の範囲内において弁済を 受けら れる よ う に

なっ ていま す。

■　 弁済業務保証金分担金を 支払い、保証協会に加入すれば、前記の営業保証金を供託する 必要はあり ま せん。

◇　 現在、 宅地建物取引業保証協会は、 下記の二つが指定さ れていま すが、 こ の保証協会にはいずれか一方に

し か加入でき ま せん。

◇　 保証協会への加入は、 保証協会の社員になり 得る 資格、 会費等の規定も あり 、 入会審査等に日数を 要し ま

すので、 加入を 御希望の方は、 でき る だけ早く 直接下記ま でお問合せく ださ い。

（ 公社） 全国宅地建物取引業保証協会　 東京本部 （ 公社） 不 動 産 保 証 協 会 　 東 京 都 本 部

　 　 千代田区富士見２ − ２ − ４

　 　 　 東京都宅建会館（ ☎　 03−3264−5831）

　 　 千代田区平河町１ − ８ − 13

　 　 　 全日東京会館（ ☎　 03−3261−1010（ 代））

◆　 弁済業務保証金分担金の納付額

　 　 主たる 事務所（ 本店）　 　 　 　 60万円

　 　 従たる 事務所（ 支店等）　 　 　 30万円（ ただし １ 店につき ）

　 　 ※　 なお、 加入の際は、 加入金等が必要と なり ま すので、 併せて直接保証協会へお問合せく ださ い。

■　 取引士の「 勤務先」 等の変更登録申請
　 ★　 取引士の方は、「 勤務先（ 業者名）」 及び「 免許証番号」 を、 資格登録を し ている 都道府県知事に変更登

録申請し なければなり ま せん（ ７ ページ「 取引士資格登録簿登録事項の変更登録申請」 参照）。

　 　 ※　 専任の取引士の方は、 免許を 取得し た後、 必ず「 勤務先（ 業者名）」 及び「 免許証番号」 の変更登録申

請を各自で行っ てく ださ い。

　 ★　 東京都で資格登録を し ている 方は、「 宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書（ 様式第七号）」 で申請

し てく ださ い。 その際に必要な書類は次のと おり です（ ７ ページを 参照のこ と 。）。

　 　 ○　 宅地建物取引士証

　 　 ○　 入社証明書（ 入社日が記載さ れており 、 代表者印のあ る も の。）　 ※代表者の場合や、 免許換え申請、

個人から 法人・ 法人から 個人への申請をし た場合は、 添付不要です。

　 　 ※　 なお、 こ の申請は原則と し て本人が行っ てく ださ い（ 問合せ先電話番号は　 03− 5320− 5063）。

　 ★　 東京都以外で資格登録を し て いる 方は、 資格登録を し ている 各道府県知事に申請し て く ださ い。 な お、

必要書類等詳細は、 各道府県の担当課にお問合せく ださ い（ 各道府県問合せ先は69ページに掲載）。

■　「 標識の掲示等」 の義務
　 宅建業者は免許取得後、 業法で次のよ う なこ と を守る 必要があり ま す。

・「 証明書の携帯等」 の義務

・「 帳簿の備付け」 の義務

・「 標識（ 業者票及び報酬額表） の掲示等」 の義務

詳細については62ページを参照し てく ださ い。
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３ 　 免許換えの申請手続

□　 免許換えと は、 事務所の移転・ 廃止・ 新設等に

伴っ て、 東京都知事免許 他道府県知事免許・

国土交通大臣免許に免許が換わる こ と を いいま す。

□　 免許証番号は、 新し い番号と なり ま す（ 括弧内

更新数字も １ と なり ま す。）。

□　 免許換えの場合は、 下記の流れに従っ て手続を

行う こ と になり ま す。 詳細についてはあら かじ め

お問合せく ださ い。

〈 参考〉 都道府県知事免許と 国土交通大臣免許について

都道府県知事免許 国土交通大臣免許

１ つの都道府県内の事

務所でのみ営業

２ つ以上の都道府県の

事務所で営業

□　 既存の免許に十分な有効期間がある か確認し て

く ださ い。

免許申請中に既存の免許の有効期間を経過す

る と 、他県や大臣で免許拒否と なっ た場合、都

知事免許の更新はでき ず、 免許は失効し ま す。〔 〕

変
更
事
項
が
あ
る
場
合
は
、

あ
ら
か
じ
め
変
更
届
を
提
出

・
免
許
申
請
書
提
出

　

※

供
託
書
の
写
し
又
は
弁
済

　
　

業
務
保
証
金
分
担
金
納
付

　
　

書
の
写
し
を
添
付

通
知
が
あ
り
ま
す
。

詳し く は移転先の道府県又は地方

整備局等にお問合せく ださ い。

（ 69ページ参照）

東 京 都

⑤番窓口〔 〕
移転先道府県

・
地方整備局等〔 〕

移転先道府県
・

地方整備局等〔 〕

東京都から 他道府県に事務所を 移転する 場合、 又は、 東京都以外にも 事務所を 設置する 場合

東京都知事免許⇨ 他道府県知事免許・ 国土交通大臣免許の場合

〔 〕
東 京 都

③番窓口

変
更
事
項
が
あ
る
場
合
は
、

あ
ら
か
じ
め
変
更
届
を
提
出

・
免
許
申
請
書
提
出
（
③
番
窓
口
）

　

※

申
請
直
前
に
移
転
前
道
府
県
に
変
更
届
を
提
出

し
て
い
た
場
合
は
変
更
届
の
写
し
を
添
付

　

※

供
託
書
の
写
し
又
は
弁
済
業
務
保
証
金
分
担
金

納
付
書
の
写
し
を
添
付

・
審
査
（
補
正
期
間
を
含
め
30
日
〜
60
日
）

・
免
許
（
は
が
き
で
通
知
）

・ 営業保証金の

　 供託又は保管

　 替えを行う 。

・
届

　出
（
供
託
）

・
免
許
証
交
付

・ 保証協会へ

　 手続を行う 。

・
届
出
（
保
証
協
会
が
行
い
ま
す
。
）

・
免
許
証
交
付

手
数
料
（
３
万
３
千
円
）
の
支
払

※

現
金
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

移転先道府県
・

地方整備局等〔 〕

他道府県から 東京都に事務所を 移転する 場合、又は 、東京都が本店で他道府県の事務所を 廃止

他道府県知事免許・ 国土交通大臣免許⇨ 東京都知事免許の場合



４ 　 免許申請書の作成

　 15ページから 37ページまでの「 作成上の共通注意事項」、「 各面の共通記入要領」 及び「 各申請書類の作成、

記入要領等」 を熟読の上、 免許申請書等を作成するこ と 。

■　 作成上の共通注意事項

　 ■　 黒色のボールペン 等（ 耐水性のも の） で記入又はＰ Ｃ 入力で作成する （ 鉛筆書き や文字が消える も のは

不可）。

　 ■　 文字は、 楷書で正確かつ鮮明に記入し 、 升目のある も のは、 １ 升に１ 文字の記入と する 。

　 ■　 申請書等の書類は、 順にそろ え（ 11ページ参照）、 左側に二つ穴を 開け、 ひも でと じ 、 正副２ 部を持参す

る （ 副本の書類は、 証明書類・ 写真も 含めコ ピ ーでも 可）。

　 ■　 正本に添付する 証明書類は、 申請受付日現在で発行日から ３ か月以内の原本を 使用する （ 身分証明書、

登記さ れていないこ と の証明書、 納税証明書、 履歴事項全部証明書、 住民票、 事務所の写真等）。

　 ■　 法定様式の枚数が不足する 場合は、 必要枚数を コ ピ ーし て使用する 。

　 ■　 記入に際し て該当事項がない場合も 用紙は添付し 、「 該当なし 」 と 記入する こ と 。

　 ■　 記載事項を 訂正する 場合は、 二重線で見え消し し た上で訂正事項を 記載する （ 修正液・ 修正テープは使

用不可）。

■　 各面の共通記入要領

　 ■　 ＊印の欄には記入し ないこ と 。

　 ■　 各面にあ る 「 申請時の免許証番号」 の欄は、 免許換え、 更新の場合にのみ現行の免許証番号を 右詰めで

記入する （ ※新規の場合は記入不要）。

　 ■　「 役名コ ード 」 の欄は、 下表の該当する 役名のコ ード を 記入する 。

　 　 ◇　 個人の場合には記入し ないこ と 。

　 　 ◇　 法人の場合で、 代表取締役が複数存在する と き は、 申請者である 代表者について第一面に記入し 、 そ

の他の方については第二面の「 役員に関する 事項」 の欄に記入する 。 第二面であっ ても 、 代表取締役の

役名コ ード は「 01」 を記入する 。

　 　 ◇　 農業協同組合法等に基づく 代表理事の場合には、「 01」 を記入する 。

　 　 ◇　 財団法人の代表理事の場合は「 07」 を記入する 。

　 　 ◇　 外国法人の日本における 代表者については「 09」 を記入する 。

01
代表取締役

（ 株式会社）
04

代表社員・ 無限責任社員

（ 持分会社）
08 監事 15

会計参与

（ 株式会社）

02
取締役

（ 株式会社）
05

社員・ 有限責任社員

（ 持分会社）
13

代表執行役

（ 株式会社）
09 その他

03
監査役

（ 株式会社）
07 理事 14

執行役

（ 株式会社）

11 相談役

12 顧問

　 ■　「 登録番号」 の欄は、 取引士の登録番号を 記入する 。 取引士の登録を し ている 方は、 専任の取引士でなく

ても 必ず記入する こ と （ 都道府県コ ード は69ページ参照）。

　 ■　 氏名の「 フ リ ガナ」 の欄は、 カ タ カ ナで姓と 名の間に１ 文字分空けて左詰めで記入し 、 その際、 濁点及

び半濁点は１ 文字と し て扱う 。 ま た、「 氏名」 の欄も 姓と 名の間に１ 文字分空けて左詰めで記入する 。

　 ■　「 生年月日」 の欄は、 最初の□には下表によ り 該当する 元号のコ ード を記入する と と も に、 □に数字を 記

入する に当たっ ては、 空位の□に「 ０ 」 を 記入する 。

（ 記入例） Ｓ 　 ３ ９ 年 ０ ６ 月 ０ ３ 日 Ｔ 大正 Ｓ 昭和 Ｈ 平成 R 令和

〔 昭和39年６ 月３ 日の場合〕

申
請
書
等
作
成
の
し
か
た

― 15 ―



１ − ① 　 　 　 免 許 申 請 書 （ 第 一 面 ）

■　 各申請書類の作成、 記入要領等

順　 序 書 類 の 名 称 と 記 入 要 領 等 の 説 明

■　「 所属団体コ ード 」 の欄は、 下表よ り 該当する 所属団体コ ード を記入し 、 団体名、 加入年月日も 記入する 。

なお、 所属し ている 不動産業関係業界団体がない場合には「 50」 を記入する 。

01 （ 一社）マ ン シ ョ ン 管 理 業 協 会 10 （ 一社）不 動 産 協 会

04 （ 公社）全国宅地建物取引業協会連合会の会員である 各協会 11 （ 一社）不 動 産 流 通 経 営 協 会

05 （ 公社）全 日 本 不 動 産 協 会 12 そ の 他

09 （ 一社）日本ビ ルヂン グ協会連合会の会員である 各協会 13 （ 一社）全国住宅産業協会又はその会員である 各協会

■　「 申請者」 の欄の記入について

　 ◇　 法人申請の場合、 商号、 郵便番号、 主た る 事務所の所在地、 代表取締役の氏名は、 履歴事項全部証明

書に記載さ れた商号、 本店所在地（ 実際に事務所がある 所在地と 一致し ている こ と 。）、 代表取締役の氏

名と 一致さ せて記入する 。

　 ※　 事務所の所在地で、 事務所がビ ル内等にある 場合は、 履歴事項全部証明書に記載がな く ても 、 必ずビ

ル名、 階層、 棟番号、 室番号ま で記入する こ と 。

　 ◇　 個人申請の場合は、 名称、 郵便番号、 事務所の所在地、 氏名を 記入する 。

　 ◇　 電話番号を 必ず記入し 、 事務所が自宅（ ５ ページの要件を 満たし ている 場合に限る 。） の場合、 電話番

号は必ず自宅の電話番号と 別の電話番号と する （ 携帯電話は不可）。

　 ※　 商号、 名称について の制限について は、 ３ ページの「 ２ 　 免許を 受ける た めの要件、 審査等」 を 参照

のこ と 。

■　「 免許の種類」 の欄は、 該当する 番号を記入する 。

■　「 免許換え後の免許権者コ ード 」 の欄は、「 免許の種類」 において「 ２ 」 を 記入し た 場合にのみ、 東京都

の「 13」 を記入する 。

■　「（ 有効期間： 　 年　 月　 日〜　 年　 月　 日）」 の欄は、 免許換え及び更新申請の場合にのみ、 申請日現在

の免許の有効期間を記入する 。

■　 項番 11 ◎商号又は名称の「 フ リ ガナ」 の欄は、 カ タ カ ナで上段から 左詰めで１ 升１ 文字で記入し 、

その際、 濁点及び半濁点は１ 文字と し て扱う こ と 。 ま た、「 商号又は名称」 の欄も 、 上段から 左詰めで記入

する 。
■　「 法人・ 個人の別」 の欄は、 該当する 番号を記入する 。

■　 項番 12 ◎代表者又は個人に関する 事項については、 15ページの「 各面の共通記入要領」 の「 役名コ ー

ド 」 の欄を参照のこ と 。

■　 項番 13 「 兼業コ ード 」 の欄は、 下表よ り 該当する 事業のコ ード を 記入し 、 業種名も 記入する 。

　 　 なお、 宅建業以外に行っている 事業がない場合には「 50」 を記入する 。

01 農 業 05 建 設 業 08 運輸・ 通信業 11 不動産賃貸業

02 林 業 06 製 造 業
09

卸業・ 小売業、

飲食店　 　 　 　

12 不動産管理業

03 漁 業
07

電気・ ガス ・ 熱

供給・ 水道業　

13 サ ー ビ ス 業 ※

04 鉱 業 10 金融・ 保険業 14 そ の 他 ※

　 ※　「 13」「 14」 に該当する 場合は具体的な事業内容も 記入する 。

― 16 ―



◆　「 免許申請書（ 第一面）」 記入例
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履歴事項全部証明書に記載がな

く ても 、 必ずビ ル名・ 階層・ 棟
番号・ 室番号ま で記入する こ と

16ページ

兼業コ ード 表

参照

兼業がない

場合は「 50」

を 記入する 。

団体名も 必ず記入 加入年月日を 必ず記入

業種名も 必ず記入

コ ード「 13」「 14」の

場合は事業内容を

記入する 。

16ページ所属団体コ ード 表参照

新規申請の場合等

所属団体がない場合は「 50」を 記入する 。

大臣又は都道府県

知事コ ード

取引士で

ある 場合
に記入

都府県コ ード （ 北海道の支庁のコ ード は、 69ページ参照）

１ ３

４ １Ｓ ０ ５

０ ５

１ ２

１ ０

０ ５

３

３

０ １ １ ３ １ ０ ×××

１ ０ ０ ０ ０

1

１ ２ ×××

カ フ ゛ シ キ カ ゛ イ シ ャ 　 ニ シ シ ン シ ゛ ュ ク フ
ト ゛ ウ サ ン

ト ウ キ ョ ウ 　 タ ロ ウ

東京 　 太 郎

建 設 業 （ 一社）不動産協会 ○

　 　 　 ○

東京都

○ ×

○ ×

不動産管理業

株 式会 社　 西新 宿不 動産

株式会社　 西新宿不動産
1 6 3

東京都新宿区西新宿二丁目８ 番１ 号
新宿ビ ル303号室

代表取締役　 東京太郎

03 5 3 2 1
03 5 3 8 8

△ △ △ △
× × × ×

8 0 0 1

令和○ ○ × ○令和○ ×



順　 序 書 類 の 名 称 と 記 入 要 領 等 の 説 明

１ − ② 免 許 申 請 書 （ 第 二 面 ） 【 法 人 申 請 の み 】　 　 　 　 　 　

■　 第二面は、 法人申請の場合のみ記入する （ 該当する 方がいな い場合も 、 余白に「 該当な し 」 と 記入し 、

必ず添付する 。）。

■　 項番 21 ◎役員に関する 事項の欄は、 第一面で項番 12 に代表者と し て記入し た方は、 記入し ない。

　 法人で、 第一面に記入し た以外の役員全員を 履歴事項全部証明書の役員欄と 必ず照合し 、 一致し ている

こ と を確認の上、 記入する 。

　 　 ※　 １ 枚に書き き れない場合は、 用紙をコ ピ ーし 追加記入する （ 当該面の次に添付する 。）。

１ − ③④ 免 許 申 請 書 （ 第 三 面、 第 四 面）　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

■　 第三面、 第四面は項番 30 の事務所ごと に作成する 。

■　 項番 30 「 事務所の別」 の欄は、 該当する 番号を 記入する 。

■　「 事務所の名称」 の欄は、 商号、 名称を 記入せず、 本店の場合は「 本店」 のみ、 従たる 事務所の場合は「 ○

○支店、 ○○営業所、 ○○事務所」 等と 記入する 。

■　 項番 31 ◎事務所に関する 事項のう ち、「 所在地」 は履歴事項全部証明書に記載さ れた所在地と 一致さ

せる 。「 従事する 者の数」 は、 24ページの「 宅地建物取引業に従事する 者の名簿」 の人数と 一致さ せ、 右詰

めで記入する こ と 。

■　 項番 32 ◎政令第２ 条の２ で定める 使用人に関する 事項は、 ６ ページを 参照のこ と 。

　 ◇　 免許申請書第一面で記入し た方が、 事務所の代表者の場合は記入不要

■　 項番 41 ◎専任の宅地建物取引士に関する 事項について

　 ◇　 第三面で専任の取引士が全て記載さ れた場合は、 第四面は添付不要

■　 第四面は、 項番 30 の事務所ごと に作成する こ と 。

　 ※　 １ 枚に書き き れない場合は、 用紙を コ ピ ーし 追加記入する （ 当該面の次に添付する 。）。
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１ ２ ×××３１ ３

０ ２

０ ２

０ ３

１ ４ ８ ８ ８ ８ ８ ８

４ ５ １ １ １ ３S

６ ０ ０ ２ １ １S

４ ３ ０ ６ ０ ３S

ト ウ キ ョ ウ 　 ハナコ

東京　 花子

シ ン シ ゛ ュ ク 　 エ リ

ト ウ キ ョ ウ 　 イ チロ ウ
東京　 一郎

新宿　 恵理

都道府県コ ード は69ページ 参照

◆　「 免許申請書（ 第二面）」 記入例



◆　「 免許申請書（ 第三面）」 記入例
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◎専任の宅地建物取引士に関する事項

２ ２

１ ３

１
本店

１ ６ ３ ８ ０ ０ １

３ １ ２ ×××

１ ３ １ ０ ４ １ 東京 ○ ○

西新宿２ －８ －１

６

１ ３ １ ０ ×××

０ ３ －５ ３ ２ １ －△△△△

新宿

ト ウ キョ ウ 　 タ 　 ロ ウ

ト ウ キョ ウ 　 イ チロ ウ

東　 京　 太　 郎

東　 京　 一　 郎

Ｓ 4 1 ５ ５

１ ４ ８ ８ ８ ８ ８ ８

Ｓ 6 0 ２ 1 1

左詰め、
事務所名を 記入

（ 会社名は記入不要）

都道府県コ ード は69ページ 参照

67
及
び
68
ペ
ー
ジ
参
照

６
ケ
タ
を
左
詰
で
記
入



順　 序 書 　 類 　 の 　 名 　 称 　 と 　 記 　 入 　 要 　 領 　 等 　 の 　 説 　 明

１ －⑤ 　 　 免 許 申 請 書（ 第 五 面）　 　〔 証 紙 は り 付 け 欄〕

■　 申請時は白紙のま ま 添付する （ 受付後、 係員の指示に従っ て、 東京都住宅政策本部不動産業課に設置さ

れている 「 手数料収納機」 で３ 万３ 千円のシールを 購入する 。）。

※３
身分証明書 （ 本籍地の区市町村が発行する も の。 運転免許証やパスポート 等ではあり ません。）

（ 代表取締役、取締役、監査役、代表執行役、執行役、政令使用人、会計参与、相談役、顧問等）

■　 本籍地の区市町村が発行する 「 成年被後見人及び被保佐人と みなさ れる 者ではない」（ 禁治産者、 準禁治

産者の宣告の通知は受けていないと 表示さ れている 。） 及び「 破産者に該当し ない」 と いう 証明

　 　 発行日から ３ か月以内の原本。「 略歴書」 を 付けた方全てについて添付する 。

◇　 日本在住の外国人の場合

　 ・「 成年被後見人及び被保佐人と みなさ れる 者ではない」「 破産者ではない」 こ と を 本人が誓約する 書面と

住所地の区市町村が発行する 住民票（ マイ ナン バーの記載がないも の）（ 国籍等　 並びに　 在留カ ード

に記載の在留資格、 在留期間、 在留期間満了の日　 及び　 在留カ ード の番号　 又は　 特別永住者証明書

に記載の特別永住者証明書の番号の記載のある も ので発行日から ３ か月以内の原本） を 添付する 。

◇　 外国在住の外国人の場合

　 ・ パス ポート の写し 等

　 ・「 成年被後見人及び被保佐人と みなさ れる 者ではない」「 破産者ではない」 こ と を 本人が誓約する 書面又

は身分証明書と 同一の内容を 記載し た証明書（ 日本語も 添付）

◇　 未成年者の場合

　 　 本人の「 身分証明書」「 略歴書」 のほか、 法定代理人の商行為に対する 許可書、 続柄の分かる 住民票等

を添付する こ と 。 ま た、 法定代理人が役員等に含ま れていない場合は、 法定代理人についても 「 身分証明

書」「 登記さ れていないこ と の証明書」「 略歴書」 の添付が必要である 。

２ 相談役及び顧問、５ ％以上の株主・ 出資者等の名簿『 添付書類（ ６ ）』（ 第一面、第二面）【 法人申請のみ】

■　 第一面、 第二面は法人申請の場合のみ記入する 。

◆　 第一面（ 相談役・ 顧問の欄）

　 ◇　 役名コ ード は、 申請法人に該当者がいる 場合に記入する 。

　 ◇　 該当する 方がいない場合も 、 右上の余白部分に「 該当なし 」 と 記入し 、 必ず添付する 。

◆　 第二面（ ５ ％以上の株主・ 出資者等の名簿）

　 ◇　 ５ ％以上の株主又は出資者の氏名、 住所、 保有株式の数又は出資額、 持分割合等を記入する 。

　 ◇　 株主が法人の場合、 住所又は所在地と し てその法人の本店所在地を記入する （ 生年月日は記入不要）。

〔 役名コ ード 〕

11 相談役 12 顧問

※４ 登記さ れていないこ と の証明書（ 代表取締役、取締役、監査役、代表執行役、執行役、政令使用人、会計参与、相談役、顧問等）

■　 東京法務局で発行する 、「 成年被後見人及び被保佐人と する 記録がない」 こ と の証明書

　 　 発行日から ３ か月以内の原本。「 略歴書」 を付けた方全てについて添付する 。 日本在住の外国人の場合も 添

付が必要。 外国在住の外国人の場合は添付不要。 未成年者の場合は、 法定代理人についても 添付が必要である 。

　 ◇　 発行先　 　 　 東京都千代田区九段南１ − １ − 15　 九段第２ 合同庁舎４ 階

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 東京法務局民事行政部後見登録課　 電話03（ 5213） 1234（ 代表）

５ 　 　 　 代 表 者 の 住 民 票　  【 　 個 人 申 請 の み　 】

■　 個人申請の場合のみ添付する 。

　 ◇　 住所地の区市町村が発行する マイ ナン バー、 本籍地及び続柄が記載さ れていないも ので発行日から ３

か月以内の原本を 添付する 。

※　 成年被後見人又は被保佐人に該当し 、 身分証明書及び登記さ れていないこ と の証明書が提出でき ない場合

は、 宅地建物取引業を 適正に営む能力を 有する 旨を 記載し た医師の診断書が必要と なり ま すので、 事前に不

動産業課免許担当ま でお問合せく ださ い。
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順　 序 書 　 類 　 の 　 名 　 称 　 と 　 記 　 入 　 要 　 領 　 等 　 の 　 説 　 明

６
　 　 代表者等の連絡先に関する 調書『 添付書類（ ９ ）』

　 　（ 代表取締役、 取締役、 監査役、 代表執行役、 執行役、 政令使用人、 会計参与）

■　 代表取締役、 取締役、 政令使用人等が専任の取引士を 兼ねる 場合は、 こ の書類に記入が必要。 専任の取

引士にのみ就任する 場合は記入不要。

■　 法人の役員又は政令使用人の変更の届出を し よ う と する と き は、 変更と なる 対象者についてのみ調書を

作成する 。

■　 電話番号は原則と し て固定電話番号を 記入し 、 携帯電話のみの場合は、 その番号を 記入する 。

■　 用紙に記入し き れない場合は、 コ ピ ーをし て複数枚に記入する 。

◆「 代表者等の連絡先に関する 調書」 の記入例

備　 考
　 この書面は、法第九条の規定により 法人の役員又は政令第二条の二で定める使用人の変更の届出をしようとするとき
は、その届出に係る者についてのみ作成すること。

添 付 書 類 ⑼

代 表 者 等 の 連 絡 先に 関 する 調 書

（ A 4 ）

免 許を 受けよう と する 者（ 法 人 で あ る 場 合に おい て は 、そ の 役 員 ）

住　 　 所 電話番号
（ フリガナ）
氏　 　 名

政 令 第 二 条 の 二で 定 める 使 用 人

住　 　 所 電話番号
（ フリガナ）
氏　 　 名

履歴事項全部証明書に記載さ
れている住所と一致すること 。

　 　 ○ ○ ×

氏名はこ の書面に記載し た者全員の氏名、又は、
申請する業者名及び代表者氏名を記入

住所と 異なる居所があれば住所と 併
記する（ 居所を証明する書類（ 賃貸
借契約書等）が必要となります。）。

東京都新宿区東新宿○―×―△

東京都新宿区東新宿○―×―△

東京都中野区中野□―□―△

東京都港区赤坂×―×―△

ト ウ キョ ウ 　 タ ロ ウ

東京　 太郎
ト ウ キョ ウ 　 ハナコ

東京　 花子
ト ウ キョ ウ 　 イ チロ ウ

東京　 一郎
シンジュク 　 エリ

新宿　 恵理

０３－５３ ２ ０－××××

０３－５３ ２ １－××××

０９０ －５ ３ ２２ －××××

０７０ －５ ３ ５３ －××××
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順　 序 書 　 類 　 の 　 名 　 称 　 と 　 記 　 入 　 要 　 領 　 等 　 の 　 説 　 明

７
略歴書『 添付書類（ ３ ）』（ 代表取締役、 取締役、 監査役、 代表執行役、 執行役、 政令使用人、 会計

参与）、『 添付書類（ ８ ）』（ 専任の取引士、 相談役、 顧問）

■　 対象者に応じ た様式を 使用する 。

◆　 略歴書『 添付書類（ ３ ）』

　 ◇　 法人申請の場合は役員及び政令使用人、 個人申請の場合は代表者及び政令使用人が作成する 。 当該対

象者が専任の取引士を 兼務する 場合は、『 添付書類（ ８ ）』 の作成を 省略する こ と ができ る 。

◆　 略歴書『 添付書類（ ８ ）』

　 ◇　 法人申請の場合は専任の取引士、 相談役及び顧問、 個人申請の場合は専任の取引士等が作成する 。

■　「 職名」 の欄は、 申請する 業者での履歴事項全部証明書によ る 役名、 専任の取引士等の別を記入する 。

■　「 登録番号」 の欄は、 取引士の資格を有する 方は、 専任の取引士でない場合も 必ず登録番号を 記入する 。

■　「 職歴」 の欄の記入について

　 ◇　「 期間」 の欄は、「 自」 に就職又は就任、「 至」 に退職又は退任の年月日を記入する 。

　 ◇　「 従事し た職務内容」 の欄は、 宅建業以外の業種に従事し た（ し ている ） 場合も 、 勤務し た（ し ている ）

法人等の商号（ 会社名） 又は名称や営んでいる （ 営んでいた） 個人・ 法人業 の商号及び職務内容を 記入し 、

申請する 法人の役員、 代表者及び専任の取引士就退任日も 現在に至る ま で正し く 詳細に記入する 。

　 ◇　 他の法人の役員又は従業者を兼務する 場合も 、 その全てを記入する 。

　 ◇　 行政書士・ 司法書士等のいわゆる 自由業についても 、 も れなく 記入する 。

　 ◇　 専任の取引士が定休日など 勤務時間外に副業を する 場合は、商号及び職務内容を記入し 、末尾に「 副業」

と 明記する 。

■　 電話番号は原則と し て固定電話番号を 記入し 、 携帯電話のみの場合は、 その番号を 記入する 。

■　 用紙に記入し き れない場合は、 コ ピ ーをし て複数枚に記入する 。

※　 その他、 必要に応じ て追加資料を 求める 場合があり ま す。
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◆「 略歴書」 の記入例（ 添付書類（ ３ ））

添 付 書 類 ⑶

略 歴 書

（ A 4 ）

代表取締役、専任の宅地建物取引士

東 京 太 郎
ト 　ウ キョ ウ タ ロ 　ウ

昭和63

平成24

４ １

平成５ ９ 30

５ １

平成11

平成19

12

４

１

１

平成11

４平成９

10

１

４ １

3117

１平成５
３９
10

31

大阪商会㈱勤務（ 営業）

秋田不動産販売㈱ 　 代表取締役

秋田不動産販売㈱ 　 非常勤取締役

㈱西東京不動産　 監査役（ 非常勤）

㈱東京興産設立 　 代表取締役

㈱西新宿不動産に商号変更

同社本店の専任の宅地建物取引士　 現在に至る。

　 　 ○ ○ ×



８ 　 　 専 任 の 宅 地 建 物 取 引 士 設 置 証 明 書　『 添 付 書 類 （ ４ ）』

■　「 商号又は名称」 及び「 氏名」 は、 免許申請書（ 第一面） の「 申請者」 の欄と 同一の内容を記入する 。

■　「 事務所の名称」 には、「 本店」 や「 ○○支店」 など と 記入し 、 免許申請書（ 第三面） 項番30の「 事務所

の名称」 と 一致さ せる 。

■　「 従事する 者の数」 には、 専任の取引士も 含む。 免許申請書（ 第三面） 項番31の「 従事する 者の数」 と 一

致さ せる 。

※　 東京都では、 令和６ 年11月１ 日から の申請受付よ り 、 専任の取引士の副業について 規定を 見直し ま し た。

専任の取引士が副業を 行う 場合には審査が必要です。 専任の取引士の要件「 専任性」（ ６ ページを参照） を確

認の上、 申請の手続については住宅政策本部のWebサイ ト をご 覧く ださ い。
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備　 考

　 法第31条の３ 第２ 項の規定により同条第１ 項の宅地建物取引士とみなされる者にあつては、本様式の

作成を省略することができる。

添 付 書 類 ⑻

略 歴 書（ 専 任 の 宅 地 建 物 取 引 士 等 ）

（ A 4 ）

専任の宅地建物取引士

東 京 花 子
ト 　 ウ キョ ウ ハナ コ

平成○ ４ １

平成○ ３ 31

令和○ 10 １

令和○

７平成○

３

１

４ １

31平成○

１平成○
３平成○
４

31

㈱○○商事　 勤務（ 営業）

㈱○○食品販売　 勤務（ 営業）

㈱○○食品販売　 代表取締役

○○不動産㈱　 入社（ 営業）

同社本店の専任の宅地建物取引士　 現在に至る。

東京都新宿区西新宿○－×－△ 03 △△△ ××××

昭和○○ ３ ３

　 　 ○ ○ ×

◆「 略歴書」 の記入例（ 添付書類（ 8 ））



順　 序 書 　 類 　 の 　 名 　 称 　 と 　 記 　 入 　 要 　 領 　 等 　 の 　 説 　 明

９ 　 　 宅 地 建 物 取 引 業 に 従 事 す る 者 の 名 簿　 　『 添 付 書 類（ 10）』

■　「 宅地建物取引業に従事する 者」 と は

　 ◇　 代表者（ 複数の場合は全員）

　 ◇　 営業に従事する 者

　 ◇　 常勤の役員

　 ◇　 宅建業に係る 一般管理部門に所属する 者（ 総務・ 経理担当者等）

　 ◇　 補助的な事務に従事する 者

　 　 ★　 他の業種と 兼業し ている 場合で、 宅建業が副次的な場合は、 宅建業に従事する 者についてのみ記入する 。

　 　 ★　 役員で他の業種を 担当し ていても 、 宅建業に係る 比重が大き い場合には記入する 。

　 　 ★　 非常勤の役員、 監査役及び一時的に事務の補助を する 者（ アルバイ ト 等） は、 該当し ない。

■　「 氏名」 の欄は、 １ 升１ 文字と し て漢字で記入し 、 姓と 名前の間は１ 升空ける 。

■　「 従業者証明書番号」 は下記の要領に従って記入する 。

■　「 主たる 職務内容」 の欄は、 下記の要領に従って記入する 。

　 ○　 代表取締役— 代表者

　 ○　 専任の取引士— 専任

　 ○　 政令使用人— 政令

　 ○　 その他の者— 総務、 人事、 営業、 経理、 財務、 営業事務、 企画等

■　「 宅地建物取引士である か否かの別」 の欄について

　 　 専任の取引士の場合は次ページの記入例のよ う に○印を記入し 、 その横に登録番号も 記入する 。

　 　 ま た、 専任の取引士でなく ても 取引士の資格を有する 方は、 その登録番号を記入する 。

■　 こ の用紙は事務所ごと に作成する 。

　 ※　 １ 枚に書き き れない場合は、 用紙を コ ピ ーし 追加記入する （ 当該面の次に添付する 。）。

　 ◆免許換えの場合　 従前の番号をそのま ま 使用する 。

　 ◆更新免許の場合

　 　 ・ 従業者証明書及び従業者名簿に記載し ている 従業者証明書番号を 記入する 。

　 　 ・ 新規免許申請時に決めた番号は変更せず、 免許取得後入社し た場合は下記の要領に従っ て決める 。

　 ◆　 新規免許の場合

【 例】 新規免許申請が令和７ 年４ 月の場合（ 書類作成時点ではなく 、申請書提出（ 都受付） 時点の年月によ る ）

　 　 　 　 Ａ さ ん・ ・ ・ 令和７ 年　 　 　 ４ 月申請（ 都受付）　 A さ んの従業者証明書番号は…

　 　 　 　 　 　 　 　 　 ２ ０ ２ ５ 　 　 　 ０ ４ 　 　 　 　 　 　 　 　【 ２ ５ ０ ４ ＊＊】 と なる 。

 ①　 申請し た年（ 西暦） の下２ 桁と 月の２ 桁を従業者証明書番号の頭にする 。

 ②　 右上番号中の＊＊の部分は任意に数字を 決める 。

【 例】 免許取得後に入社し た方の場合

　 　 　 　 Ｂ さ ん・ ・ ・ 令和８ 年　 　 　 10月入社　 　 　 　 　 Bさ んの従業者証明書番号は…

　 　 　 　 　 　 　 　 　 ２ ０ ２ ６ 　 　 　 １ ０ 　 　 　 　 　 　 　 　【 ２ ６ １ ０ ＊＊】 と なる 。

 ①　 免許取得後、 入社し た年（ 西暦） の下２ 桁と 月の２ 桁を従業者証明書番号の頭にする 。

 ②　 右上番号中の＊＊の部分は任意に数字を 決める 。
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◆　「 宅地建物取引業に従事する者の名簿」 の記入例

うち専任の宅地建物取引士

宅地建物取引士で

あるか否かの別

主たる

職務内容

添 付 書 類 ⑽

1

1

1

2

2

2

2

2

2

1 2×××1 3 ３

本　 店

６ ２

東 京 　 太 郎

東 京 　 一 郎

東 京 　 花 子

新 宿 　 俊 二

新 宿 　 孝 　

新 宿 　 聖 子

○

○

○

○

○

○

S 4 1 0 5 0 5

S 6 0 0 2 1 1

S 4 5 1 1 1 3

S 5 3 0 2 0 6

S 5 5 0 9 1 2

S 6 3 1 1 1 0

991201

020402

020403

020404

020405

070406

代表・専任

専　 任

総　 務

営　 業

営　 業

経　 理

（ 東京）10×××

（ 神奈川）888888

（ 東京）777777

○

○

専任の取引士には
○印をつけ登録番
号を記入

専任の取引士では
ない取引士は登録
番号のみを記入

24ページ参照

事務所名のみ
記入（ 会社の
名称等は記入
不要）

添付書類⑷と
同じ 人数
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◆　「 専任の宅地建物取引士の顔写真貼付用紙」 の顔写真例

11 履 歴 事 項 全 部 証 明 書　 　【 法人申請のみ】（ 現在事項全部証明書では受け付けでき ません。）

■　 法人で免許を 申請する 場合のみ添付する 。

■　 法務局（ 登記所） で発行さ れる も ので、 発行日から ３ か月以内の原本

■　 登記事項は、 現在の内容と 全て一致し ている こ と が必要

　 ※　 更新免許申請の際、 登記事項と 現在の内容が一致し ていない場合で、 40ページ及び41ページ の変更届

出事項に該当する 場合は、 必ず変更届を 提出する （ 39ページ以降を 参照）。

　 ※　 登記事項が現在の内容と 一致し ない場合は、 申請前に変更登記を 完了さ せる こ と 。

■　 実際に事務所のある 場所と 登記上の本店所在地が一致し ている こ と が必要

■　 農業協同組合等、 役員の登記を 必要と し ない法人の場合は、 履歴事項全部証明書のほか役員の選出につ

いて決議を し た議事録の写し 等も 添付する 。

適切な例〇

（ 令和７ 年４ 月１ 日撮影）

宅地建物取引士証

有効期限令和８ 年３ 月31日

↑写真が不鮮明×

↑写真が・ き すぎる×

不適切な例×

↑最新の元号にて記載し てく ださ い。

　 有効期限切れに御注意く ださ い。

↑写真が・ さ すぎる×

↑人物が収まっ ていない×

10 　 　 専 任 の 宅 地 建 物 取 引 士 の 顔 写 真 貼 付 用 紙

■　 縦４ cm ×横３ cm の上半身脱帽、 正面向き のも のを貼付する 。

■　 ６ か月以内に撮影し たも の（ 白黒写真でも 可。 無背景かつ鮮明で耐水性・ 耐磨耗性がある こ と 。）。

■　 ポラ ロ イ ド カ メ ラ によ り 撮影し た写真、 カ ラ ーコ ピ ー等の不鮮明な写真は不可

■　 撮影年月日、 取引士証の有効期限等を 必ず記入する 。

↑写真画像の縦横比を

　 変更し ている×
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順　 序 書 　 類 　 の 　 名 　 称 　 と 　 記 　 入 　 要 　 領 　 等 　 の 　 説 　 明

12 　 　 宅 地 建 物 取 引 業 経 歴 書　  『 添 付 書 類 （ １ ）』（ 第一面、 第二面）

（ 第一面）

１ ． 事業の沿革

■　「 最初の免許」 の欄について

　 ◆　 新規免許の場合　 　「 新規」 と 記入する 。

　 ◆　 更新免許の場合　 　 新規に免許を 取得し た、「 年月日」 と 免許権者名（「 都知事又は大臣」） を 記入する 。

免許年月日と は、 有効期間開始日の前日を 指す。（ 例： 免許有効期間が令和２ 年７

月10日〜令和７ 年７ 月９ 日の場合は、 令和２ 年７ 月９ 日が免許年月日）

　 ◆　 免許換えの場合　 　 免許換え前の「 免許取得年月日」 と 併せて「 免許換え」 と 記入する 。

■　「 組織変更」 の欄は、 合併又は商号若し く は名称の変更について記入する 。

　 ◆　 過去に宅建業の免許を取得し ていた場合　 　 その免許が失効し た年月日、「 免許切れ」 又は「 廃業」 など

の事由、 免許権者名、 免許証番号等を記入する 。

　 ◆　 免許換えの場合　 　 免許換え前の免許権者名と 免許証番号を 記入する 。

２ ． 事業の実績

■　 新規免許の場合は記入し ないが、 用紙は添付する 。

■　 更新免許又は免許換えの場合

　 ◆　 期間の欄について
法人： 定款に定めている 事業年度によ る 直前５ か年分を記入する 。

個人： 暦年（ １ 年１ 日〜 12月31日） に合わせ直前５ か年分を記入する 。

　 ※　 今回添付する 納税証明書の決算期ま での５ か年分を 記入する （ 実績がない場合も 、 期間の欄を 必ず記

入する 。）。

　 ※　 初めての更新の場合、 初年度の期間は、「 免許の有効期間開始日〜直後の決算日」 と なる 。

　 ◆　「 イ ． 代理又は媒介の実績」 の欄は、 主に売買、 賃貸等の仲介について、 その手数料収入と 件数を記入する 。

　 　 ◇　「 売買・ 交換」 について、「 件数」「 手数料」 の欄は、 点線の上段に売買実績、 下段に交換実績を 記入し 、

「 価額」 の欄は代理又は仲介し た契約の契約金額の合計を記入する 。

　 　 ◇　 法人の場合、 直前１ か年分については、 損益計算書の売上欄等と 照合する ので、 金額が一致し ない場

合は、 損益計算書の該当する 項目の余白に宅建業の金額を（ 　 ） で内数と し て記入する （ 30ページ参照）。

　 　 ◇　 金額の単位は全て千円単位で記入する 。

（ 第二面）

　 ◆　「 ロ ． 売買・ 交換の実績」

　 　 　 記入方法は（ 第一面） と 同じ 。 実績がない場合も 期間の欄を 記入し 、 必ず添付する 。

（ その他）

　 ◆　 １ 年以上取引実績がない場合は、理由書（ 任意様式） を提出する こ と （ 更新免許、免許換えの場合のみ）。

　 ※　 正当な理由がない場合は免許を 受けら れない場合がある ため留意する こ と 。
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Ｓ ○ ○ ○ ４ １Ｈ19

都知事
㈱西新宿住宅

から ㈱西新宿

不動産に商号変更

R １ 1 2 １
R ２ 1 1 3 0

R ２ 1 2 １
R ３ 1 1 3 0

R ３ 1 2 １
R ４ 1 1 3 0

R ４ 1 2 １
R ５ 1 1 3 0

R ５ 1 2 １
R ６ 1 1 3 0

３

１

１

３

１

１ ５

18

18 13

13 ２

２

５（ 売買）

（ 交換）

173,100

4,602

530

173,100

4,602

530

50,000

1,560

50,000

1,560

210,000

5,830

210,000

5,830

810 693

693810

31

31

新規
免許
申請
の場合

「 新規」
と 記入 初回更新時は免許

有効期間開始日

マンショ ンは、
「 売買・ 交換」については「 宅地及び建物」に、
「 貸借」については「 建物」欄に計上する。

金額欄は全て千円単位です。

こ の１ 年間分については
決算書の数字と 照合します

（ 千円未満切捨て）。
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初回更新時は免許
有効期間開始日 金額欄は全て千円単位です。

実績がない場合は
「 実績なし 」と 記入

この１ 年間分については
決算書の数字と 照合します

（ 千円未満切捨て）。

R 1 1 2 １
R ２ 1 1 3 0

R ２ 1 2 １
R ３

R ３
R 4

R ４
R ５

R ５
R ６1 1 3 0

1 2 １
1 1 3 0

1 2 １
1 1 3 0

1 2 １
1 1 3 0

５ 　 　

200, 000

５ 　 　

200, 000

５ 　 　

250, 000

５ 　 　

250, 000

１ 　 　

85, 000

１ 　 　

85, 000

１ 　 　

3, 800

２ 　 　

100, 000

１ 　 　

90, 500

３ 　 　

190, 500

１ 　 　

3, 800

実績がない場合も
「 期間」は必ず記入
（ 免許換え、更新の場合）
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順　 序 書 　 類 　 の 　 名 　 称 　 と 　 記 　 入 　 要 　 領 　 等 　 の 　 説 　 明

13 　 　 決　 算　 書　 の　 写　 し 　  【 法 人 申 請 の み 】（ 確定申告書ではあり ません。）

　 ◆　 更新免許・ 免許換え申請の場合

　 　 ◇　 申請直前１ か年分の「 表紙」、「 貸借対照表」 及び「 損益計算書」 を 添付する 。

　 　 ◇　 28ページ以降の宅地建物取引業経歴書に記載さ れた金額と 照合する ので、 宅地建物取引業経歴書の合計金

額と 決算書の金額が一致し ない場合は、 下記の記入例のよ う に（ 　 ） で内書き し たり 明細を付ける など、 照

合し やすく し ておく こ と 。

　 　 ○　 法人設立時の「 開始貸借対照表」 の作成例

　 　 ○ 「 損益計算書」 の記入例

※会社設立の年月日を記入する。

現　 金 15, 000, 000円

15, 000, 000円

15, 000, 000円

15, 000, 000円

資本金

○ ○ ×

科　 目

合　 計 合　 計

科　 目金　 　 　 　 額 金　 　 　 　 額

資　 　 　 　 　 　 産 負　 債　・ 　 資　 本

年 月 日 現在

開 始 貸 借 対 照 表

損　 益　 計　 算　 書
自　 令和５ 年12月１ 日

至　 令和６ 年11月30日（ 単位　 円）

（ 売上高）

売　 上　 高

（ 売上原価）

売 上 原 価

92,091,000

4,661,000

■　 法人で免許を 申請する 場合のみ添付する 。

　 　 ※１ 　 商号・ 決算期間が確認でき る 決算書の「 表紙」 を添付する 。

　 　 ※２ 　 決算書の商号、 主たる 事務所の所在地、 代表者名等が申請内容と 異なる 場合、 変更内容が確認で

き る 履歴事項全部証明書又は閉鎖事項全部証明書を添付する 。

　 ◆　 新規免許申請の場合

（ 注） いわゆる 休眠法人であっ た法人は必要書類について事前に御相談く ださ い。

存続法人　 　 申請直前１ か年分（ 納税証明書の決算期と 一致し ない場合は、 納税証明書と 同期のも の）

の商号・ 決算期間が確認できる 決算書の「 表紙」、「 貸借対照表」 及び「 損益計算書」 を添付する 。

　 　 　 　 　 　 ※　 必要に応じ 別に内訳を 求める こ と があり ま す。

新設法人　 　 会社設立の年月日を記入し た「 開始貸借対照表」 を下記を 参照にし て作成し 、 添付する 。
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順　 序 書 　 類 　 の 　 名 　 称 　 と 　 記 　 入 　 要 　 領 　 等 　 の 　 説 　 明

1４ 　 　 資 産 の 状 況 を 示 す 書 面 『 添 付 書 類（ ５ ）』　  【 個 人 申 請 の み】

■　 個人申請の場合のみ添付する 。

　 ◇　 資産と は、 宅建業に関する 資産に限ら ず、 他の事業の用に供し ている 資産及び私生活用の資産も 含む。

　 ◇　「 年月日現在」 は、 免許申請日（ 更新を含む。） 前３ か月以内の日付である こ と 。

　 ◇　「 資産」 の「 土地」、「 建物」、「 備品」 及び「 権利」 の欄は、 時価で記入する 。

　 ◇　「 摘要」 欄は記入不要

◆ 「 資産の状況を 示す書面」 記入例

7，000，000円

̶ ̶ 　 　

̶ ̶ 　 　

40，000，000円

10，000，000円

3，500，000円

150，000円

̶ ̶ 　 　 　

60，650，000円

30，000，000円

500，000円

̶ ̶ 　 　 　

̶ ̶ 　 　 　

̶ ̶ 　 　 　

30，500，000円

○ ○ ×

添 付 資 料 ⑸

こ の書面は、

資産の状況を示す書面

（ A 4 ）
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順　 序 書 　 類 　 の 　 名 　 称 　 と 　 記 　 入 　 要 　 領 　 等 　 の 　 説 　 明

16 　 　 誓　 　 　 約　 　 　 書　『 添　 付　 書　 類（ ２ ）』

■　 業法第５ 条第１ 項各号（ １ ページ及び４ ページ「 免許の要件」 参照） に該当し ないこ と を 誓約する 書面。

法人にあっ ては代表者が、 個人にあっては申請者本人が代表し て誓約をし たも のと する 。

■　「 商号又は名称」 及び「 氏名」 は、 免許申請書（ 第一面） の「 申請者」 の欄に記入し たも のと 同一のも の

を 記入する 。

■　「 法定代理人氏名」 は、 申請者が未成年である 場合に法定代理人が記名する 。

17 　 　 事務所を使用する 権原に関する 書面『 添付書類（ ７ ）』

■　 こ の書面には、 建物登記事項証明書・ 事務所の賃貸借契約書等の内容を 記入する 。

　 　 ※　 建物登記事項証明書・ 賃貸借契約書等の添付は原則と し て必要あり ま せん。 ただし 、 事務所と し て

使用する 権原を 確認する ため、 別途その事実を 証する 書面の写し の提出を求める 場合があり ま す。

　 　 ※　 レ ン タ ルオフ ィ ス について は、 申請時に契約書及び独占的な 使用が可能である こ と な ど を 証する 書

面が必要です。

■　「 所在地」 の欄は、 申請書の第一面で記載し た所在地を 記入し 、 事務所の建物名、 階層及び部屋番号も 記

入する 。

■　「 所有者」 の欄は、 事務所の所有者を 記入する 。 所有者が法人の場合は、 会社名及び代表取締役の氏名を

必ず記入する 。

■　「 事務所の所有者が申請者と 異なる 場合」 の欄は、 事務所の所有者が免許申請者と 異なる 場合にのみ次の

よ う に記入する 。

　 ◇　「 契約相手」 　 　 契約をし ている 相手方（ 貸主） を 記入する 。 所有者と 同じ 場合は「 同左」 と 記入する 。

　 ◇　「 契約日」 　 　 　 契約日を記入する 。 自動更新の場合は、 契約書上の契約日（ 最初の契約日）を記入する 。

　 ◇　「 契約期間」 　 　 現在が含ま れる 契約期間を 記入する 。 契約上の契約期間が満了し て おり 自動更新と

なっ ている 場合には、「 自動更新」 と 記入する （ １ 年未満の契約期間は原則不可）。

　 ◇　「 契約形態」 　 　「 賃貸借」 又は「 使用貸借」 の別を 記入する 。

　 ◇　「 用途」 　 　 　 　 建物登記事項証明書又は契約書上の用途（ 事務所等） を記入する 。

■　 事務所の数が多く 、 １ 枚で書き き れない場合は、 用紙をコ ピ ーし 追加記入する（ 当該面の次に添付する 。）。

15 　 　 納 　 税 　 証 　 明 　 書

■　 宅地建物取引業経歴書の期間で直近１ か年分の決算書と 対応する 期間のも のを 添付する 。

■　 必ず申告済みのも のである こ と 。

　 ◇　 法人の場合

　 　 税務署が発行する 直前１ か年分の法人税の納税証明書（ その１ 、 納税額等証明用） を添付する 。

　 　（ 発行日から ３ か月以内の原本）

　 　 ※　 新規免許申請で新設法人の場合は添付不要

　 　 ※　 新規免許申請でいわゆる 休眠法人だっ た場合は事前に御相談く ださ い。

　 ◇　 個人の場合

個 人 業 者　 　 　 税務署が発行する 直前１ か年分の所得税の納税証明書（ その１ 、 納税額等証明用）

を添付する （ 発行日から ３ か月以内の原本）。

給与所得者　 　 　 区市町村が発行する 直前１ か年分の課税証明書（ 発行日から ３ か月以内の原本） を

添付する 。 なお、 課税証明書がと れない場合は直前１ か年分の源泉徴収票（ 法人の代

表者印のある も の） を添付する 。

＝
（ 新規免許申請のみ）
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上記の記載内容について、 事実と 相違ないこ と を 誓約し ま す。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 年　 　 　 月　 　 　 日○ △ ○○

株式会社　 西新宿不動産
代表取締役　 東京　 太郎

○×
株式会社

□□
株式会社

同左 賃貸借

賃 貸 借
（ 転貸借）

「 転貸について
所有者承諾済」

事務所

事務所

□年
□月□日

○年
○月×日

□年
□月□日
　 から
○年
○月○日

（ 更新可）　

○年　 　
○月×日
　 　 から
△年　 　
△月×日

（ 自動更新）

代表取締役
新宿　 勤

代表取締役
住宅　 繁

新宿はる

東京都新宿区西新宿二丁目8 番1号
新宿ビ ル 3 0 3 号 室

東京都千代田区丸の内3 丁目8 番1号
丸の内ビル1 2F

本　 店

丸の内支店

所有者と 同じ 場合は

「 同左」、転貸借の場合
は、 原賃借人を 記入

更新手続を する 場合は、

「 更新可」 と 記入

会社設立前の契約日の

場合は「 法人契約変更
承諾済」 と 記入

転貸借の場合は

その旨を 記入
（ 注）原契約で転貸

　 が禁止になっ て

　 いる 場合は所有
　 者から 申請前に

　 承諾を 得ておく

　 必要があり ま す。

法人の場合は
代表者の氏名を 記入

ビ ル名、 階層及び

部屋番号を 記入

備　 考

　 １ 　「 所有者」 の欄は、 事務所の所有者の氏名又は法人名（ 法人の代表者名を 含む。） を 記入する こ と 。

　 ２ 　「 事務所の所有者が申請者と 異なる 場合」 の欄は、 事務所の所有者が免許申請者と 異なる 場合にの

　 　 み次によ り 記入する こ と 。

　 　 ①　「 契約形態」 の欄は、 賃貸借又は使用貸借の別を 記入する こ と 。

　 　 ②　「 用途」 の欄は、 登記事項証明書、 建物賃貸借契約書又は建物使用貸借契約書等に記載さ れた用

　 　 　 途（ 住居、 事務所等） について記入する こ と 。

商号又は名称

氏　 　 　 　 名

（ 事務所名）

（ 事務所名）

（ 所在地）

（ 所在地）

（ 事務所名）

（ 所在地）

（ 事務所名）

（ 所在地）

（ 事務所名）

（ 所在地）

事　 　 　 　 　 　 項 所有者
契約相手 契約期間 契約形態 用　 　 途契 約 日

事務所の所有者が申請者と 異なる 場合

事務所を 使用する 権原に関する 書面

添　 付　 書　 類　 ⑸

（ A ４ ）

添 付 書 類 ⑺

◆　「 事務所を使用する権原に関する 書面」 の記入例



順　 序 書 　 類 　 の 　 名 　 称 　 と 　 記 　 入 　 要 　 領 　 等 　 の 　 説 　 明

■　 最寄り 駅から 事務所所在地ま での、 簡単で分かり やすい地図を 記入する 。

■ 　 途中の目印、 目標と な る 建物、 事務所の位置、 方位等を 記入し 、 最寄り の駅名と 事務所ま での所要時間

を 記入する 。

■　 地図上の事務所の場所に商号又は名称及び事務所名（ 本店又は支店名） を記入する 。

■　 ビ ルの一室の場合、 ビ ル名も 記載する （ ○○ビ ル○階等）。

■　 経路上の道路名・ 交差点名は可能な限り 記載する 。

■　 事務所が複数ある 場合は、 用紙を コ ピ ーし 追加記入する （ 当該面の次に添付する 。）。

19 　 　 事 務 所 の 写 真

■ 　 事務所の所在、 状況及び独・ し た 形態を 備えている こ と が分かる 写真を 所定の写真台紙⑴〜⑷に添付す

る （ 35〜37ページ参照のこ と ）。 台紙が不・ し た場合は、 コ ピ ーをと っ て追加する 。

■ 　 写真は、 免許申請受付・ 現在で３ か・ 以内に撮影し た、 申請内容と 一致する 鮮明なカ ラ ー写真（ 耐・ 性

及び耐磨耗性があ り 、 最低A ７ 判（ 74×105m m ） 程度） と する （ カ ラ ーコ ピ ー等の不鮮明な も のは不可。

過去の更新申請時の写真を そのま ま 使用する こ と は絶対におやめく ださ い。 ま た、 撮影し た写真画像の縦

横比は変えないでく ださ い。）。

■ 　 住宅の一部を 事務所と する 場合、 一つの事務所を 他の法・ 等と 使用し ている 場合等は、 間仕切り 部分等

の写真を必ず添付する （ ５ ページを 参照のこ と 。）。

■ 　 令和５ 年４ ・ １ ・ から 、 事務所と 異なる フ ロ ア の共用部写真（ 例え ば、 事務所がオフ ィ ス ビ ルの３ 階に

ある 場合、 ビ ル１ 階入・ から エレ ベータ ーホールま での経路写真等） の添付は不要です（ 共用部写真の詳

細は36ページを 参照のこ と 。）。

　 　 ※　 その他、 必要に応じ て後・ 、 写真を追加提出し ていただく こ と があり ま す。

18 　 　 事 務 所 付 近 の 地 図 （ 案 内 図）
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本店又は
支店名を 記入

最寄駅から バス に乗車する 場合は
「 最寄のバス停」 も 記入

国　 道　 ○　 ○　 号

○○不動産㈱
本店（ ○○ビ ル○○○号室）

至○○○○

○○銀行Ａ 町支店

○○ス ーパー

至Ｂ 駅→←至Ｃ 駅
Ａ 　 駅

最寄駅（ ○○線Ａ 駅） から 徒歩８ 分

○○デパート

○

　
○

　
通

　
り

○○ク リ ーニング
○○中学校

N

最寄り 駅よ り 事務所ま での　 案　 内　 図

◆「 事務所付近の地図（ 案内図）」 作成例　 　 　 ※法定様式「 最寄駅よ り 事務所ま での案内図」 を 必ず添付する 。
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16

15

14

13

12

11

10

９

８

７

６

５

４

３

２ 　 ○○不動産株式会社××店

１

○○不動産
株式会社
××店
202

202 号室

○○不動産
　 株式会社

××店

202号室

受付

○×不動産
株式会社
××店

202号室

○×不動産
株式会社
××店

※個人←→法人への

　 免許申請を する 場

　 合は商号（ 名称）は

　 併記し てく ださ い。

※個人←→法人への

　 免許申請を する 場

　 合は商号（ 名称）は

　 併記し てく ださ い。

※株式会社等

　 を 省略し な

　 いこ と 。

※株式会社等

　 を 省略し な

　 いこ と 。

★　 全景が写真一枚に入り き ら ない場合は、２ 枚に分けて写し 、添付する こ と 。

★　 夜間の写真は不可

★建物入口付近のテナン ト 表示（ ない場合は集合ポス ト ）

◆　 全景が写真一枚に入り き ら ない場合の撮影例

建 物 の 全 景

建 物 下 方 建 物 上 方

建 物 の 入 口 付 近

事務所の入口

テ ナ ン ト 表 示

「 株式会社」等を省略せず、履歴事項全部証明書のと おり 商号を表示し てく ださ い。

★　 入口扉を閉じ た状態と 開けた状態の両方の写真が必要

入口扉を閉じ た写真 入口扉を開けた写真

商号等拡大写真

※　 可能な限り 、ド ア全体及び外壁や商号など の開閉で共通する も のを 写すこ と 。

■商号等の表示について

（ 入口・ テナン ト 表示等共通）

★　 商号又は名称を 掲示し た入口

全体の写真。 商号は履歴事項全

部証明書のと おり に、 名称は東

京都に届出を し てある と おり に

表示する 。

★　 従たる 事務所の場合は、支店、

営業所名等も 掲示する こ と 。

※　 入口全体を 撮影し た と き に、

商号等が判読でき な い場合は、

入口全体の写真に加え、 別途商

号等のみの写真を添付する こ と 。

※　 一つの事務所を 他の法人等と

使用し て い る 場合 は、 共通 の

入口と 事務所の入口の両方の写

真が必要です。

ド ア を 開けた状態かつ中を

見通せる 写真を 撮っ て く だ さ い。

（ ド ア 全体及び部屋番号等の表示を 写すこ と 。）

ド ア を 開けた状態かつ中を

見通せる 写真を 撮っ て く だ さ い。

（ ド ア 全体及び部屋番号等の表示を 写すこ と 。）

◆「 写真台紙（ １ ）〜（ ４ ）」 添付例 ※写真の添付方向は縦横ど ちら でも 可。 写真サイ ズ最低A 7判（ 74×105m m ）程度
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共用部（ 平面図・ 写真）
※「 共用部」 と は、 原則と し て物が何も 置かれていない廊下、 単なる 待ち合

いス ペース や休憩ス ペース など の非業務エリ アのこ と を言いま す。

※　 事務所と 異な る フ ロ ア の共用部写真（ 例え ば、 事務所がオフ ィ ス ビ ルの３ 階にあ る 場合、 ビ ル１ 階

入口から EVホールま での経路写真等） の添付は原則不要です。

※　 乱雑な手書き 等によ る 不正確なも のやフ ロ アの一部分し か確認でき ないよ う な平面図は認めら れま せん。

※　 上記以外でも 事務所の状況に応じ て事務所のないフ ロ アの平面図や写真の提出を求める 場合があり ま す。

●③ ●②

●①

●④

２ 階へ
自宅１ 階

平面図

【 凡例】

申請会社

住居

共用部

住居

物置 申請会社

W C

玄関ポーチ

住居

【 平面図及び添付写真・ 例２ 】 住宅の一部を事務所と する場合の例（ ※あく まで一例です。）

※　 住居や共用部と の間仕切り が不明確な事務所は認めら れま せん。（ ５ ページ参照）

✔写真①②③…事務所、

共用部、 居住空間が間仕

切り 等で独立し ているこ

と が分かる写真

【 凡例】 事務所、 共用部、

他部屋が色分け等により

明確に区別さ れている。

✔写真①②③…玄関等

から 事務所までの経路

が分かる写真

✔写真④…事務所入口ド アを

閉めた状態と

開けた状態が確認でき る写真

３ 階平面図

【 凡例】

申請会社

他社

共用部

●③
●①

301-A
申請会社

301-B
（ 他社）

302
（ 他社）

303
（ 他社）

304
（ 他社）

EV

●②
●④

●⑤
●⑥

【 平面図及び添付写真・ 例１ 】一つの事務所を他の法人等と 使用し ている 場合（ ※あく まで一例です。）

※　 共用部に他社と 共用の執務エリ ア（ シェ アオフ ィ ス 等） がある 場合や、 他社等と の間仕切り が不明確

な事務所、 ま たは自社であっ ても 兼業の店舗と 事務所（ 事務所ま での経路含む） が混在し ている 形態の

事務所は認めら れま せん（ ５ ページ参照）。

✔写真①②③…Ｅ Ｖ や

階段等から 事務所まで

の経路が分かる写真

✔写真④…他社等と の

共用入口にそれぞれの

商号が確認でき る写真

✔写真②③⑤…他社等と

の独立性があるこ と が分

かる写真

✔写真②③⑤…業務エリ ア

ではなく 共用部であるこ と

が分かる写真

【 凡例】 事務所、 共用部、

他部屋が色分け等により

明確に区別さ れている。

✔写真⑥…事務所入口ド ア

を閉めた状態と 開けた状態

が確認でき る写真

★　 事務所のある フ ロ ア全体の構造が正確に確認でき る 平面図を添付する 。

★　 平面図に加え、 住居部分や他社等と の間仕切り が確認でき る 写真を添付する 。

★　 写真に番号を付け、 その番号と 撮影し た方向を平面図に矢印で記入する （ 平面図例１ ・ ２ 参照）。

◆「 写真台紙（ １ ）〜（ ４ ）」 添付例（ つづき ）
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拡大

業　 　 　 者　 　 　 票

新規免許申請

免許換え申請

個　 人　 ⇔　 法　 人

（ 国土交通大臣⇒東京都知事）

（ 他道府県知事⇒東京都知事）

更　 　 　 　 　 　 　 新

変更届出（ 事務所移転・ 従たる 事務所の設置） 要（ 掲示内容に変更がある 場合は、 変更後の内容を掲示し たも の） 要

要（ 国土交通大臣免許の業者票）

要（ 申請時に有効な免許についての業者票） 要

要　 他道府県知事免許の業者票

（ ）※　 ただし 、「 主たる 事務所の所在地」 については、 変更後（ 東京都内） の

　 本店所在地を掲示する こ と 。

要

要

要（ 申請時に有効な免許についての業者票） 要
不　 　 要 不要

報酬額表

事務所の内部（ 間取り 図・ 写真）

★　 事務所内部のレ イ アウ ト 等が確認でき る 間取り 図及び写真を 添付する 。
　（ 対面可能な応接セッ ト 、 従事する 人数分の机・ 椅子を含む執務場所、 固定電話（ 開通済） は必須です。）
★　 写真に番号を 付け、 その番号と 撮影し た方向を 間取り 図に矢印で記入する （ 以下例参照）。

【 間取り 図及び添付写真例】 従事者６ 名の場合の例（ ※あく ま で一例です。）

●①

●③

●⑤

●④

●②

●⑥☎

執務机（ ４ 名）執務机（ ４ 名）

執務机
（ ２名）

業

　
報

パ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン

✔写真①②③④…執務場所と は

明確に区別さ れた応接場所（ 机・

椅子等を含む）が確認できる写真

✔写真③④…宅建業に従事する

人数分の机・ 椅子を含む執務場

所が確認できる写真（ 応接場所

と 明確に区別さ れているこ と 。）

✔写真⑥…開通済の固定電話が

確認でき る写真

✔写真①②…事務所内の来客に

分かり やすい応接場所等に業者

票・ 報酬額表が掲示さ れている

こ と が分かる写真

✔⑦業者票・ 報酬額表が最新版

であるこ と が分かる写真

（ 新規免許申請時は不要）

✔写真⑤…①②③④の写真に写り き ら

ない場所などを追加で撮影し た写真

✔写真①②③④…事務所全体の

レ イ ア ウ ト が確認で き る 写真

（ 可能な限り 広域が写るよう に

写真を撮っ てく ださ い。）

応接机応接机
●⑦

業者票・ 報酬額表

★　 下表を参照の上、 最新の状態の「 業者票」・「 報酬額表」 を事務所内の応接場所の近く など 、 来客に分
かり やすい場所に掲示する （ 新規免許申請時は原則不要）。

※　 事務所の内部写真で内容が判読でき ない場合は、 近く から 写し た拡大写真も 必要です。
※　 最新の状態でないこ と が判明し た場合は、 最新の状態にし た写真を再提出し ていただき ま す。

※　 業務を 継続的に行える 事務所である こ と の確認のため、 申請時点で開通済の固定電話が確認でき ないと 受付でき ま せん。
※　 生活用品等を含む私物やベッ ド など 、 業務と 無関係なも のを事務所に置かないこ と 。
※　 事務所の外部が確認でき る よ う 、 事務所内のブラ イ ンド 、 カーテン等は開けた状態で写すこ と 。
※　 個人情報が特定さ れる よ う な書類等が写り 込んでいないよ う 注意する こ と 。
※　 宅建業以外に行っている 事業がある 場合には、 宅建業で使用する 部分を 間取図に図示する こ と 。
※　 上図以外でも 写真の提出を求める 場合があり ま す（ ５ ページ参照）。

東京都

株式会社　 西新宿不動産

東京都新宿区西新宿 ２ －８ －１

東京　 太郎

（ 代表者が常勤でない場合、政令使用人の氏名）

2 6

３ １２×××

宅 地 建 物 取 引 業 者 票

免 許 証 番 号

免 許 有 効 期 間

商 号 又 は 名 称

代 表 者 氏 名

主たる 事務所の
所　 　 在　 　 地

国土交通大臣
知事

（ 　 　 ） 第　 　 　 　 　 号

　 　 　 　 　 年　 　 　 　 月　 　 　 　 日から

　 　 　 　 　 年　 　 　 　 月　 　 　 　 日ま で

○　 　 　 ○　 　 　×
○　 　 　 ○　 　 　 　×

電話番号　 　（ 　 　 　 ）０３ ５３２１ △△△△

こ の事務所に置か
れて いる 専任の宅
地建物取引士の数

こ の 事 務 所 の
代 表 者 氏 名

（ 宅地建物取引業に従事する 者の数　   　 人）

※　 旧姓を 併記する場合は、 変更届出書の提出が必要です。
（ 手続の詳細については、 お問合せく ださ い。）

報酬額表は最新のも のであるこ と がわかるよう な
大きさ で撮影し てく ださ い。

◆「 写真台紙（ １ ）〜（ ４ ）」 添付例（ つづき ）



郵 便 番 号（ 　 　 　 －　 　 　 　 ）

主た る 事務所の
所　 　 在　 　 地

氏　 　 　 　 　 名

電　 話　 番　 号（ 　 　 　 ）　 　 　 －
ファ ク シミ リ 番号（ 　 　 　 ）　 　 　 －

（ 法人にあっては、 代表者の氏名）

本　 　 店 新宿区西新宿二丁目８ 番１ 号○×ビル３ 階３４０１ 号

代表取締役　 東京　 太郎

０３ 　 ５３２１ 　 △ △ △ △
０３ 　 ５３８８ 　 ××××

８ ８ × × ×１ ３ １

東京都新宿区西新宿二丁目８ 番１ 号
○×ビル３ 階３４０１ 号

○

株式会社　 都庁不動産

１６３ 　 ８００１

東京都

　 ○　 　○　 　×　

確認欄

　 下記のと おり 、 宅地建物取引業に係る 営業保証金を供託し ま し たので、
供託物受入れの記載のある 供託書の写し を添付し て届け出ま す。

供託の原因

供　 　 託　 　 番　 　 号

供　 託　 番　 号

名　 　 　 　 称 所　 　 　 在　 　 　 地

年度 第 号 年　 　 　 月　 　 　 日
1．金　 2．証
3．国

年度 第 号 年　 　 　 月　 　 　 日
1．金　 2．証
3．国

年度 第 号 年　 　 　 月　 　 　 日
1．金　 2．証
3．国

供託年月日

金銭の場合の供託額（ 円）
有価証券の場合の供託額　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 額面　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 円
有価証券の場合の営業保証金に充当さ れる 額（ 円）
振替国債の場合の供託額（ 円）

変換の場合に
は、 変換前の
供託物に関す
る 事項

今回の供託に
係る 事務所に
関する 事項

1．金　 2．証
3．国

年度 第 号 年　 月　 日

供託年月日 供　 託　 所

法務局　 　 　 支局
　 　 　 　 　 　 出張所

1．新規免許の取得（ 法第25条）　 　 2．事務所の新設（ 法第26条）
3．不足額の発生（ 法第28条）　 　 　 4．保管替え等（ 法第29条）
5．宅地建物取引業保証協会の社員の地位の喪失（ 法第64条の15）
6．変換（ 差し 替え）

（ 　 　 ）

１

R 0 ７ ４ ０ ０ ０

１ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

令和７ 　 ○　 × 東京

＊

＊

＊

受付番号 受付年月日 届出時の免許証番号

届出者　 商 号 又 は 名 称

　 地方整備局長

北海道開発局長　 殿

　 　 　 　 　 知事

（ Ａ ４ ）

４ １ ０

営業保証金供託済届出書

年　 　 月　 　 日

様式第七号の六（ 第十五条の五関係）

５ 　 営業保証金供託済届出書の作成

■　「 営業保証金供託済届出書」 の作成

◆ 下記様式は、 東京都住宅政策本部のWebサイ ト 「 申

請様式」 から ダ ウ ン ロ ード ができ ま す。 ま た、 用紙

販売所（ 49ページを 参照） で購入する こ と も でき ま す。

■　 提出部数　 　 　 正本１ 部、 副本１ 部

■　 添付書類　 　 　 供託書の写し （ 原本を 必ず持参する こ と 。）、 免許通知のはがき

■　 こ の届出書の留意事項

◇　 こ の書面は、 営業保証金を 供託し た後に不動産業課③番窓・ へ持参し 提出する こ と （ 12ページ参照）。

◇　 供託物を 差し 替えた場合等においても 、 こ の届出が必要です。

◇　「 供託の原因」 の欄は、 該当する も のの番号を記入する こ と 。

◇　「 今回の供託に係る 事務所に関する 事項」 の欄は、 供託の原因が「 不・ 額の発生」 である 場合には記入し ないこ と 。

■　 更新免許申請の場合、 こ の書類は必要あり ません。
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◆　「 営業保証金供託済届出書」 の記入例

営
業
保
証
金
供
託
済
届



書類を そろ える

◆ 　 法・ は40ページ及び41ページ、 個・ は42ページ及び43ページの「 変更届出等書類一覧説明書」 の該当する 届

出事項（ 変更一覧表上部） に沿って、 書類をそろえる 。

◆ 　 官公庁が発行する 証明書類は、 申請受付・ 現在で発行・ から ３ か・ 以内の原本を 添付する 。

◆　 正本１ 部、 副本１ 部（ 届出者の控） の合計２ 部を 作成し 、 持参する 。

　 ※　 副本については、 証明書類等を 含めコ ピ ーで可

◆ 　 書類は40ページから 43ページま での表に掲載さ れている 順に従って正本、 副本を別々にそろえ、 左側に二つ

穴を開け、 ひも でと じ る こ と 。

記入方法

◆　「 変更届出書」（ 第一面） の届出者の欄は必ず記入する 。

◆　 項番 11 から 41 ま でについては、 変更があった項番のみ記入する 。

◆　 取引士の登録をし ている 方は、 登録番号欄に登録番号を記入する 。

◆ 　「 変更届出等書類一覧説明書」（ 40ページから 43ページま で参照） の右端に、 各書類の記載例説明等のページ

が記載さ れている ので、 参照のこ と 。

留意事項

◆　 専任の取引士を変更する 場合

　  　 取引士本・ の勤務先等の変更を 伴う 場合は、「 宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書」（ 様式第七号） に

よ り 、 あら かじ め手続を行っておく こ と 。 現在の勤務先が登録さ れていない場合は受け付けでき ないので注意

する こ と 。 勤務先以外にも 氏名・ 住所・ 本籍に変更事項がある 場合は変更登録申請し てく ださ い（ ７ ページ参照）。

　 　 他の道府県で手続をし た方は変更登録申請が受理さ れたこ と を 確認でき る 控え又は写し を 御持参く ださ い。

　 ※　 既に届出し ている 、 専任の取引士の「 姓」 が変わっ た場合も 同様

◆　 従たる 事務所（ 支店、 営業所等） を設置し た場合

　  　 営業保証金の追加供託（ 保証協会に加入し ている 方は弁済業務分担金の納付） をする 前に必ず事前審査を受

ける こ と （ 63ページ参照）。

◆　 役員を変更する 場合（ 履歴事項全部証明書）

　  　 履歴事項全部証明書（ 現在事項全部証明書では受け付けでき ま せん。） で変更し た役員の就退任・ が確認で

き ない場合は、 閉鎖事項全部証明書の提出も 必要

６ 　 変更届出書等の作成

■　「 変更届出書」 の作成、 記入要領等

　 免許を受けた宅建業者は、 免許申請書に記載し た事項について変更（ 40ページから 43ページまでの「 届出事

項」） があっ た場合、 業法第９ 条によ り 変更が生じ た日から 30日以内に、 免許を 受けた国土交通大臣又は都道

府県知事に届け出なければなら ない。
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■　 届出の手順

【 変 更 事 項 発 生 】　 　（ 　 登　 　 　 　 記　 ）　 　【 書 類 作 成 】　 　【 　 届　 　 　 　 出　 】

※　「 変更年月日」 と は、登

　 記し た日ではなく 、 議事

　 録等で定めた変更日をい

　 う 。

※　 登記が必要な場

　 合は、 先に登記を

　 済ま せる こ と 。

※　 都庁第二本庁舎

　 ３ 階　 不動産業課

　 ⑤番窓口（ 都知事免許）

※　 郵送によ る 提出については

　 58ページを参照（ 従たる 事務

　 所の設置は除く 。）

３ ０ 日

変

　 更

　 届



◆　 〇印のも のを、 正本１ 部（ 提出用の原本）、 副本１ 部（ 正本のコ ピ ー。 控え用と し て、 受付後その場でお返
し し ます。） 作成し 、 ２ 部と も 持参し てく ださ い。

◆　 提出書類が不足し ている場合、 受け付けでき ないこ と があり ます。
◆　 問合せ先は70ページの担当窓口一覧を参照し てく ださ い。
◆　 ■の書類は、「 法定様式」 です。 様式は、 東京都住宅政策本部のW e b サイ ト から ダウン ロ ード ができ ます。

また、 用紙販売所（ 49ページ参照） で購入する こ と も でき ます。

◆　 事務所については、 フ ロ アー移動や同じ フ ロ ア内の部屋移動及び増床・ 減床の場合でも 事務所の移転に準じ た届出が必要です。
◆　 従たる 事務所設置の場合の手続については63ページを参照し てく ださ い。
※ 　 成年被後見・ 又は被保佐・ に該当し 、 身分証明書及び登記さ れていないこ と の証明書が提出でき ない場合は、 宅地建物取引業を適正に営む能力を有する 旨を記載し た医

変更届出等書類一覧説明書
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東
京
都
知
事
免
許
・
変
更
届
出
等
書
類
一
覧
説
明
書
（
法
人
）

届出事項

届出書類

書類は、 こ の順でそろ え、 左側に二つ穴を 開け、 ひも でと じ る か、 ホッ チキスでと じ てく ださ い。

変 更 届 出 書

身　 　 分　 　 証　 　 明　 　 書

略　 　 　 　 　 歴　 　 　 　 　 書

専任の宅地建物取引士の顔写真貼付用紙

誓　 　 　 　 　 約　 　 　 　 　 書

事務所付近の地図（ 案内図）

履 歴 事 項 全 部 証 明 書

（ 現在事項全部証明書では受付でき ま せん。）

事 務 所 の 写 真

（ 平面図・ 間取図等を添付し てく ださ い。）

戸 籍 謄 （ 抄） 本

免 許 証 書 換 え 交 付 申 請 書

免　 　 　 　 　 許　 　 　 　 　 証

供　 　 　 　 　 託　 　 　 　 　 書

閉 鎖 事 項 全 部 証 明 書

免 許 証 再 交 付 申 請 書

営 業 保 証 金 供 託 済 届

事 務 所 を 使 用 す る

権 原 に 関 す る 書 面

専任の宅地建物取引士設置証明書

登記さ れていないこ と の証明書

　 　 の書類は、 法定様式

です。

１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○

○ ○ ○ ○

○

○

○

○

○

○ ○

○ ○ ○

○ ○

○

○ ○○

○ ○

○

○

○

○

○ ○ ○

○

○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○

○

○

○

○

○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

２

３

５

６

７

８

９
※２

※１

10

11

12

13

と

じ

方

の

順

序

商

　

　
　
　
　
　
　
　
　

号

主
た

る
事
務
所

の
移
転

代

表

者

役

　

員

政

令

使

用

人

専

任

の

取

引

士

従たる 事務所（ 支店、 営業所） 姓　 　 　 名

代表者等の連絡先に関する 調書 ○ ○ ○ ○４

設　 　 　 置

就
任

退
任

就
任

退
任

就
任

退
任

就
任

退
任

政

令

使

用

人

専
任
の
取
引
士

事

務

所

廃

　

止

移

　

転

名

　

称

代

表

者

役

　

員

◎
と
じ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

◎
専
任
の
取
引
士
に
つ
い
て
は
、
取
引
士
本
人
の
資
格

登
録
簿
の
内
容
（
勤
務
先
・
住
所
・
氏
名
・
本
籍
・
商
号
）

を
変
更
し
て
い
な
い
場
合
、
事
前
に
変
更
登
録
申
請

が
必
要
で
す
（
7
ペ
ー
ジ
参
照
）。

　
な
お
、
変
更
事
項
の
確
認
の
た
め
、
変
更
登
録
申
請

書
の
写
し
を
持
参
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。



事務所については、 フ ロ アー移動や同じ フ ロ ア内の部屋移動及び増床・ 減床の場合でも 事務所の移転に準じ た届出が必要です。

に該当し 、 身分証明書及び登記さ れていないこ と の証明書が提出でき ない場合は、 宅地建物取引業を適正に営む能力を有する 旨を記載し た医師の診断書が必要と なり ま すので、 事前に不動産業課免許担当ま でお問合せく ださ い。

変更届出等書類一覧説明書（ 知事免許法人業者用） （ ⑤番窓口）

◆　 業法第８ 条第２ 項第２ 号から 第６ 号までに掲げる事項について変更があっ た場合においては、 国土
交通省令の定める と こ ろ により 、 30日以内にその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届出
る必要があり ます（ 業法第９ 条）。

◆　 代表者、 役員又は政令使用人と し て今現在届出をし ている方が、 同じ 法人において代表者、（ 他の）
役員、 政令使用人に引き 続いて就任又は兼任する 場合、 変更届出書の添付書類のう ち 、「 身分証明書」
と 「 登記さ れていないこ と の証明書」 の２ 種類だけは省略でき ます。
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○ ○

○ ○

○

○

○

※３

3 9

2 0

2 0

2 1

2 2

2 3

2 6
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3 2

3 2

3 4

3 8

3 8

4 8

3 5
〜
3 7
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③
番
窓
口
へ

政

令

使

用
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専

任

の

取

引

士

姓　 　 　 名

①　 変更があっ てから 30日以内に届出を し てく ださ い（ 変更日は登記し た日ではなく 、 議事

　 録等で定めた変更日になり ま す。）。 変更の手数料は無料です。

変更があっ た事項のみ記入し てく ださ い。

（ 全く 記入事項のないページは添付不要）

就任を含む現在ま での職歴を詳細に記入する こ と 。 取締役から 監査役など 、 役職の変更時に

も 必要　 ※１ 　 代表者を退任し 他の役員に留任又は就任する 場合には必要

事務所の内容等について疑義のある 場合は、 必要に応じ てその契約書、 権利書類等を 求める

こ と があり ま す。

原本を提示　 ※３ 　 専任の取引士の場合は、 姓名の変更が確認でき る 「 宅地建物取引士資格

登録簿変更登録申請書」 の控え又は写し でも 可

変更事項の新旧年月日を確認でき る も の

※２ 　 変更事項の新旧年月日（ 就任日、 退任日、 移転日等） を履歴事項全部証明書で確認で

　 　 　 き ない場合は、 変更事項を確認でき る 閉鎖事項全部証明書の提出も 必要（ 有限会社か

　 　 　 ら 株式会社へ、持分会社から 株式会社へ変更する 場合にも 閉鎖事項全部証明書が必要）

35ページから 37ページま でを参照

・ ３ か月以内撮影のも の。 ポラ ロ イ ド 及びカ ラ ーコ ピ ーなど の不鮮明なも のは不可

代表者が代表し て誓約し 、 免許申請書の申請者と 同一のも のを記入する 。

最寄り の駅（ バス 利用の場合、 バス 停） から 事務所ま でを詳細に記入し てく ださ い。

現在使用中の免許証原本を 返納し てく ださ い。

免許証を汚損又は破損し たこ と によ る 再交付申請の場合は、現在使用中の免許証を添付し てく ださ い。

東京法務局で発行（ 原本を 提示し 写し を 提出）

従たる 事務所設置の場合は事前審査を 受けた後、 供託を し て届出を し てく ださ い（ 63ページ「 Q４ 」 を 参照）。

業法第31条の３ 第１ 項の要件を 備えている 証明。 今回の変更後の人数を 記入する 。

縦４ ㎝×横３ ㎝・ ６ か月以内に撮影し たも の。 取引士証の有効期限を記入する 。

②　 各証明書は３ か月以内に発行さ れた原本を使用し てく ださ い。

本籍地の区市町村で発行。 外国人の場合は記入例の説明を参照し てく ださ い。

東京法務局で発行（ 成年被後見人及び被保佐人と する 記録がない証明）

変更と なる 対象者についてのみ調書に記入

③　 その他審査の上で、 別に書類の提出が必要と なる こ と があり ま す。

注　 　 　 意　 　 　 事　 　 　 項
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類
一
覧
説
明
書
（
法
人
）



◆　 〇印のも のを、 正本１ 部（ 提出用の原本）、 副本１ 部（ 正本のコ ピ ー。 控え用と し て、 受付後その場でお返
し し ます。） 作成し 、 ２ 部と も 持参し てく ださ い。

◆　 提出書類が不足し ている場合は受け付けでき ません。
◆　 問合せ先は70ページの担当窓口一覧を 参照し てく ださ い。
◆　 ■の書類は、「 法定様式」 です。 様式は、 東京都住宅政策本部のW e b サイ ト から ダウン ロ ード ができ ます。

また、 用紙販売所（ 49ページ参照） で購入するこ と も でき ます。

◆　 事務所については、 フ ロ アー移動や同じ フ ロ ア内の部屋移動及び増床・ 減床の場合でも 事務所の移転に準じ た届出が必要です。
◆　 従たる 事務所設置の場合の手続については63ページを 参照し てく ださ い。
※ 　 成年被後見・ 又は被保佐・ に該当し 、 身分証明書及び登記さ れていないこ と の証明書が提出でき ない場合は、 宅地建物取引業を適正に営む能力を 有する 旨を記載し た医
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東
京
都
知
事
免
許
・
変
更
届
出
等
書
類
一
覧
説
明
書
（
個
人
）

名

　

　
　
　
　
　
　
　
　

称

主
た
る
事

務
所
の
移
転

免

許

証

の

再

交

付

営

業

保

証

金

の

差

替

政

令

使

用

人

政

令

使

用

人

専

任

の

取

引

士

専

任

の

取

引

士

従たる 事務所（ 支店、 営業所） 姓　 　 　 名

設　 　 　 置

就
任

退
任

就
任

退
任

政

令

使

用

人

専
任
の
取
引
士

事

務

所

廃

　

止

移

　

転

名

　

称

代

表

者

○ ○

○ ○

○ ○

○

○

○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○

○

○ ○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○

○ ○

○

○ ○

○

○

○

○

○ ○ ○ ○

○

○

○

○ ○
※

↑
受
付
は
③
番
窓
口
へ

◎
専
任
の
取
引
士
に
つ
い
て
は
、
取
引
士
本
人
の
資
格
登

録
簿
の
内
容
（
勤
務
先
・
住
所
・
氏
名
・
本
籍
・
商
号
）

を
変
更
し
て
い
な
い
場
合
、
事
前
に
変
更
登
録
申
請
が

必
要
で
す
（
７
ペ
ー
ジ
参
照
）
。

　
な
お
、
変
更
事
項
の
確
認
の
た
め
、
変
更
登
録
申
請
書

の
写
し
を
持
参
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

誓　 　 　 　 　 約　 　 　 　 　 書

事務所付近の地図（ 案内図）

事 務 所 の 写 真

（ 平面図・ 間取図等を添付し てく ださ い。）

戸 籍 謄 （ 抄） 本

免 許 証 書 換 え 交 付 申 請 書

免　 　 　 　 　 許　 　 　 　 　 証

供　 　 　 　 　 託　 　 　 　 　 書

免 許 証 再 交 付 申 請 書

営 業 保 証 金 供 託 済 届

事 務 所 を 使 用 す る

権 原 に 関 す る 書 面

８

９

10

11

届出事項

届出書類

書類は、 こ の順でそろ え、 左側に二つ穴を 開け、 ひも でと じ る か、 ホッ チキスでと じ てく ださ い。

変 更 届 出 書

身　 　 分　 　 証　 　 明　 　 書

略　 　 　 　 　 歴　 　 　 　 　 書

専任の宅地建物取引士の顔写真貼付用紙

専任の宅地建物取引士設置証明書

登記さ れていないこ と の証明書

　 　 の書類は、 法定様式

です。

１

２

３

５

６

７

と

じ

方

の

順

序

◎
と
じ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

代表者等の連絡先に関する 調書 ○ ○４

変更届出等書類一覧説明書



◆　 業法第８ 条第２ 項第２ 号から 第６ 号までに掲げる 事項について変更があっ た場合においては、
国土交通省令の定める と こ ろ により 、 30日以内にその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知
事に届け出る 必要があり ます（ 業法第９ 条）。

事務所については、 フ ロ アー移動や同じ フ ロ ア内の部屋移動及び増床・ 減床の場合でも 事務所の移転に準じ た届出が必要です。

に該当し 、 身分証明書及び登記さ れていないこ と の証明書が提出でき ない場合は、 宅地建物取引業を適正に営む能力を 有する 旨を記載し た医師の診断書が必要と なり ま すので、 事前に不動産業課免許担当ま でお問合せく ださ い。
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3 9

2 0

2 0

2 2

2 3

2 6

3 2

3 2

3 4

3 8

3 8

4 8

◎
記
入
例
・
説
明
等
の
ペ
ー
ジ

①　 変更があっ てから 30日以内に届出を し てく ださ い。 変更の手数料は無料です。

変更があっ た事項のみ記入し てく ださ い。

（ 全く 記入事項のないページは添付不要）

就任を含む現在ま での職歴を 詳細に記入し てく ださ い。

事務所の内容等について疑義のある 場合は、 必要に応じ その契約書、 権利書類等を 求める こ と があり ま す。

原本を提示　 ※　 専任の取引士の場合は、 姓名の変更が確認でき る 「 宅地建物取引士資格登録簿変更登録

申請書」 の控え又は写し でも 可

35ページから 37ページま でを 参照

・ ３ か月以内撮影のも の。 ポラ ロ イ ド 及びカ ラ ーコ ピ ーなど の不鮮明なも のは不可

申請者本人が代表し て誓約し 、 免許申請書の申請者と 同一のも のを記入する 。

最寄り の駅（ バス 利用の場合、 バス 停） から 事務所ま でを詳細に記入し てく ださ い。

現在使用中の免許証原本を返納し てく ださ い。

東京法務局で発行（ 原本を提示し 写し を 提出）

従たる 事務所設置の場合は事前審査を 受けた後、 供託を し て届出を し てく ださ い（ 63ページ「 Q４ 」 を 参照）。

業法第31条の３ 第１ 項の要件を備えている 証明。 今回の変更後の人数を記入する 。

縦４ ㎝×横３ ㎝・ ６ か月以内に撮影し たも の。 取引士証の有効期限を 記入する 。

②　 各証明書は３ か月以内に発行さ れた原本を使用し てく ださ い。

本籍地の区市町村で発行。 外国人の場合は記入例の説明を参照し てく ださ い。

東京法務局で発行（ 成年被後見人及び被保佐人と する 記録がない証明）

③　 その他審査の上で、 別に書類の提出が必要と なる こ と があり ま す。

注　 　 　 意　 　 　 事　 　 　 項

3 5
〜
3 7

免許証を 汚損又は破損し たこ と によ る 再交付申請の場合は、 現在使用中の免許証を 添付し てく ださ い。

2 1変更と なる 対象者についてのみ調書に記入

変更届出等書類一覧説明書（ 知事免許個人業者用） （ ⑤番窓口）

東
京
都
知
事
免
許
・
変
更
届
出
等
書
類
一
覧
説
明
書
（
個
人
）
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履歴事項全部証明書に記載がなく ても 、 必ずビ
ル名・ 階層・ 棟番号・ 室番号ま で記入する こ と 。

4 8 ページも 参照く ださ い。

第一面・ 第二面

両方に記載が必要

（ 例） 取締役と し て届出をし ていた東京三郎が、 代表取締役に就任し 、 宅建業部門の代表者に６ 月１ 日に就任。

　 　 　 代表者と し て届出をし ていた東京太郎が、 ６ 月１ 日に退任し 、 取締役と し て今後も 留任する。

商号・ 主たる 事務所・ 代表者

の変更の場合は変更後の内容

を 記載し てく ださ い。

　 　 　 ○ ○ ×

東京都
株式会社　 西新宿不動産
1 6 3 8 0 0 1

東京都新宿区西新宿二丁目8 番1 号
新宿ビ ル303号室

代表取締役   東京 三郎

03 5 3 2 1
03 5 3 8 8

△ △ △ △
× × × ×

１ ３ ３ １ ２ × × ×

1R

０ １

ト ウ キ ョ ウ

東 京 　 三 郎

S

R

０ １

１ ３

S ４ １ ０ ５ ０ ５

１ ０ ×××

０ ７ ０ ６ ０ １

５ ０ ０ ６ ２ ３

０ ７ ０ ６ ０ １

東 京 太 郎

ト ウ キ ョ ウ 　 タ 　 ロ ウ

サ フ ゛ ロ ウ

宅 地 建 物 取 引 士 　 に つ い て 変 更 があり まし た の で 、宅 地 建 物 取 引 業 法 第９ 条 の 規 定 により 届け 出ま す。

変更届出書

二
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就任する 人

退任する 人

（ 例） 監査役就任……都　 　 五郎（ 令和７ 年６ 月３ 日）

　 　 　 取締役退任……新宿　 良子（ 令和７ 年５ 月1 5 日）

１ ３ ３ １ ２ × × ×

R

０ ２

１ ３

ト ウ キ ョ ウ 　 タ ロ ウ

東 京 　 太 郎

S

R

０ ２

ト ウ キ ョ ウ

東 京 　 三 郎

S

R

０ ３

ミ ヤ コ 　 コ ゛ ロ ウ

都 　 五 郎

S ４ ０ １ ０ ０ １

R

０ ２

１ ３

シ ン シ ゛ ュ ク 　 ヨ シ コ

新 宿 　 良 子

S ３ ８ ０ ９ ０ ９

９ ９ ９ ９ ９ ９

０ ７ ０ ５ １ ５

０ ７ ０ ６ ０ ３ １

５ ０ ０ ６ ２ ３

０ ７ ０ ６ ０ １

４ １ ０ ５ ０ ５

１ ０ × × ×

０ ７ ０ ６ ０ １ １

サ フ ゛ ロ ウ
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１ ３ ３ １ ２ × × ×

2

R

2

新 宿 店

１ ６ ３

１ ３ １ ０ ４ １

西 新 宿 ２ － ８ － １ 　 × × ビ ル ２ ０ １ 号 室

０ ３ － ５ ３ ２ ０ － △ △ △ △

５

R ０ ７ ０ ６ ０ １

新宿店

東京都新宿区西新宿1 －1 －1 　 ○○ビル5 0 1 号室

R

１ ３

シ ン シ ゛ ュ ク 　 ヒ ロ シ

新 宿 　 広

S ５ ０ ０ ５ １ ０

R

１ ３

ト ウ キョ ウ 　 シロ ウ

東京　 四郎

S ４ ５ １ ０ ０ ５

０ ７

７ ７ ７ ７ ７ ７

０ ６ ０ １

０ ７

６ ６ ６ ６ ６ ６

０ ６ ０ １ １

東 京 新 宿

８ ０ ０ １

０ ７ ０ ６ ０ １

2

新 宿 店
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事務所ご と に作成する 。

略歴書にも 就退任日付を

記入する 。

事務所ご と に作成する 。

（ 例） 本店で専任の取引士の交代

　 　 　 退任者は引き 続いて新宿店で就任

1

R

１ ３

ト ウ キ ョ ウ 　 シ ロ ウ

東京　 四郎

R ０ ７

１ ３

シンジュ ク 　 ヒ ロ シ

新宿　 広

１ ３

２

３ １ ２ × × ×

６ ６ ６ ６ ６ ６

０ ６ ０ １

S 4 5 1 0 ５

０ ７

７ ７ ７ ７ ７ ７

１ ３

シンジュ ク 　 ヒ ロ シ

新宿　 広

S 5 0 ５ 1 0

６ ６ ６ ６ ６ ６

０ ６ ０ １ 1

R ０ ７ ０ ６ ０ １ 1

本　 店

新 宿 店

１ ３ ３ １ ２ × × ×

◎専任の宅地建築取引士に関する事項

◎専任の宅地建築取引士に関する事項
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　 　 　 ○ ○ ×

東京都
株式会社　 西新宿不動産

163 8001

東京都新宿区西新宿二丁目8 番1 号

新宿ビ ル3 0 3 号室

代表取締役　 東京 三郎

03 5 3 2 1

03 5 3 8 8

△ △ △ △

× × × ×

１ ３ ３ １ ２ × × ×

東京 三郎
ト ウ  キョ ウ 　 サブ ロ ウ

R 7. 6. 1東京 太郎
ト ウ  キョ ウ 　  タ   ロ ウ



〈 用紙販売所の御案内〉

「 弘済会アシスト 」
御注文は通信販売を御利用く ださ い。

イ ンタ ーネッ ト ： h ttp s : //w w w .to k y o to -k o s a ik a i .o r . j p

Ｆ Ａ Ｘ 　 　 　 　 ： 0 3 − 3 5 5 1 − 0 6 7 8

※　 送料・ 梱包手数料を申し 受けます。

一般財団法人　 東京都弘済会「 弘済会アシスト 」

〒 104− 0043　 東京都中央区湊１ − １ ２ − １ １ 　 八重洲第七長岡ビル４ 階

☎ 03− 6826− 1011　 　 FA X 03− 3551− 0678

営業時間　 平日 9： 00 〜 16： 00

◎弘済会の書式値段一覧（ 税込）

申請書

（ 新規・ 更新）
セッ ト ※ ￥1, ０４５

変更届出書 セッ ト ※ ￥8３５

廃業等届出書 １ 枚 ￥1００

※バラ 売り 不可

　 なお、 料金が改定と なる場合があり ます。

　 詳し く は弘済会へお問合せく ださ い。

◎弘済会で販売し ていないも の

業者票

（ 様式第９ 号）

62ページにある と おり の項目・ サイ

ズで作成し てく ださ い。

報酬額表
国土交通省のW ebサイ ト から ダウン

ロ ード でき ます。

従業者証明書

（ 様式第８ 号）

62ページにある と おり の項目・ サイ

ズで作成し てく ださ い。

従業者名簿

（ 様式第８ 号の２ ）

62ページにある と おり の項目で作成

し てく ださ い。

営業保証金取戻し

関係の書式

住宅政策本部のW eb サイ ト から ダウン ロ ード

するか、 不動産業課③番窓口でお渡し し ます。
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「 不動産に関するチャ ッ ト ボッ ト 」 の御紹介
不動産に関する 御質問にチャ ッ ト ボッ ト がお答えし ま す。

以下、 住宅政策本部のW ebサイ ト から 御利用いただけま す。

https://w w w .juutakuseisaku.m etr o.tokyo.lg .jp/bunyabetsu/

jutaku_ f udosan/tor ihik i_ shisaku.htm l

（ 住宅政策本部のWebサイ ト イ メ ージ）

ク リ ッ ク

➡

https://www.tokyoto-kosaikai.or.jp
https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/bunyabetsu/


〈 取引士の「 勤務先」 等の変更届出について〉

　 廃業届を 提出し た 業者の取引士になっ ていた 方は、 変更登録申請を 取引士資格登録を し ている 都道府県知事

に届け出てく ださ い（ ７ ページ参照）。

7 　 廃業等届出書の作成

■　「 廃業等届出書」 の作成、 記入要領等

　 下記の「 廃業の理由」 に該当する こ と と なっ た場合、 届出人はその日から （ 個人業者が死亡し た場合は、

相続人がその事実を 知っ た日から ） 30日以内に、 免許を 受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出る こ

と が必要です（ 業法第11条）。

【 法人業者】

　 会社の商号、 代表取締役又は事務所の所在地の変更が発生し ている 場合は、 経緯の分かる 履歴事項全部証明

書を 添付する こ と 。

廃 業 の 理 由 届　 　 出　 　 人 添付書類（ 各原本１ 部）
（ 発行日から ３ か月以内のも の）

本人確認書類
（ 免許証原本が返納でき ない場合）

合併によ る 消滅 代表する 役員であっ た者
消滅し た会社の閉鎖事項全部証

明書（ 消滅日が載ったも の）
［ 届出本人が来庁］

本人確認書類の写し の添

付

［ 本人以外が来庁］

届出人の本人確認書類の

写し の添付と 委任状及び

来庁者の本人確認書類の

提示

破 産 破産管財人
破産管財人の証明書

　 破産開始手続日時の載っ たも の。

　 裁判所が発行する 。

解 散 清算人
履歴事項全部証明書

（ 解散日が載っ たも の）

廃　 　 止 ※ 代表者
なし （ ただし 、 外国法人の場合

には履歴事項全部証明書）

（ （

※　 廃止と は、 法人は存続する が、 宅建業はやめる 場合です。
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「
廃
業
の
理
由
」
発
生

書
類
作
成

◇必要書類

受

　
　

付

※

不
動
産
業
課
⑤
番
窓
口

※

郵
送
に
よ
る
受
付
に

　
つ
い
て
は
58
ペ
ー
ジ
参
照

営
業
保
証
金
取
戻
し

・「 廃業等届出書」 ２ 部（ 原本１ 部、 原本の写１ 部）
・ 免許証の原本
・ その他（ 廃業事由が確認でき る 書類） 下記参照
※　 免許証原本が返納でき ない場合は紛失届と と も に本人確認書類が必要です（ 下記参照）。
※　 本人確認書類の例　 写真付き の身分証明書等（ 運転免許証やパスポート ）
　 本人確認書類についてはＱ ＆A （ 63ページ） を御確認く ださ い。

※

不
動
産
業
課
③
番
窓
口

52
ペ
ー
ジ
参
照

【 個人業者】

廃 業 の 理 由 届　 　 出　 　 人
添付書類（ 各原本１ 部）

（ 発行日から ３ か月以内のも の）

本人確認書類
（ 免許証原本が返納でき ない場合）

死 亡 相続人
戸籍謄本（ 死亡及び相続（ 配偶者・

親子関係） が載ったも の）

［ 届出本人が来庁］
本人確認書類の写し の添
付

［ 本人以外が来庁］
届出人の本人確認書類の
写し の添付と 委任状及び
来庁者の本人確認書類の
提示

廃 止
宅地建物取引業者で

あった者

廃

　 業

　 届
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宅
地
建
物
取
引
業
者
免
許
証
の
内
容
を
記
入

　 　 　 ○ ○ ×

東京都

株式会社　 西新宿不動産

令和○年○月 × 日

東京　 三郎

東京都新宿区西新宿二丁目８ 番１ 号

東京都新宿区西新宿二丁目８ 番１ 号

株 式 会 社　 西新宿不動産
代表取締役  東京 三郎

１ ３ ３ １ ２ × × ×

四



８ 　 営業保証金の取戻し 手続

■　 営業保証金の取戻し

　 下記の「 取戻し の理由」 に該当する こ と にな っ た場合、 宅建業者及び宅建業者であっ た方（ その承継人も

含む。） は、 その供託し てある 営業保証金を 取り 戻すこ と ができ ます（ 業法第30条）。

　 宅地建物取引業保証協会の社員（ 社員であっ た者を 含む。） が、 弁済業務保証金分担金を 取り 戻すためには、

宅建業の廃止等を 東京都に届け出た後、 その旨を 当該保証協会に連絡し て手続を 進めてく ださ い。

■　 手続の詳細については

　 不動産業課③番窓口に御相談く ださ い。

　 保証協会に加入さ れている 方は、 保証協会（ 13ページ参照） に御連絡く ださ い。

■　 東京都知事免許の方が東京法務局に直接供託し ている場合の手続
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「
取
戻
し
の
理
由
」
発
生

官
報
公
告
の
掲
載
を
依
頼

10日程度

取

　
戻

　
し

公
告
済
届
の
届
出

官
報
に
公
告

債
権
の
申
出
の
な
い
証
明
の
交
付
申
請

債
権
の
申
出
の
な
い
証
明
の
交
付

公告の翌日から 起算し て６ か月

※

取
戻
し
手
続
に
つ
い
て
の
御
相
談
は
不
動
産
業
課
③
番
窓
口
へ

　

「
理
由
」
に
よ
り
必
要
な
手
続
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
官
報
取
扱
公
告
会
社
へ
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
（
有
料
）
。

　
な
お
、
掲
載
依
頼
は
免
許
失
効
後
に
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

（
23
区
外
の
場
合
は
、
支
局
に
て
）

※

東
京
法
務
局
供
託
課
に
て
手
続
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※

公
告
後
遅
滞
な
く
不
動
産
業
課
③
番
窓
口
へ
持
参
し
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

（
必
要
書
類
は
54
ペ
ー
ジ
参
照
）

（
必
要
書
類
は
54
ペ
ー
ジ
参
照
）

（
53
ペ
ー
ジ
参
照
）

※

不
動
産
業
課
③
番
窓
口
へ
持
参
し
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

（
注
）
公
告
期
間
中
に
債
権
の
申
出
が
あ
っ
た

場
合
は
「
債
権
の
申
出
の
な
い
証
明
」は

発
行
で
き
ま
せ
ん
。

営
業
保
証
金
の
取
戻
し

【 取戻し の理由】

取 戻 し の 理 由 取戻し の手続を 行う 者

免

許

失

効

廃業 等の 届 出

宅地建物取引 業者で あ っ

た者又はその承継人
期 間 満 了

免 許 取 消

従 た る 事 務 所

廃 止
当該宅地建物取引業者

※
官
報
は
令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
電
子
化
さ
れ
ま
し
た
。

　
　
日
で
デ
ー
タ
が
消
え
る
の
で
、
公
告
後
は
す
ぐ
に
掲
載
内
容
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
、

　
印
刷
し
た
も
の
を
速
や
か
に
不
動
産
業
課
③
番
窓
口
へ
持
参
し
、
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

90



■　 宅地建物取引業営業保証金取り も どし 官報公告原稿用紙記入例

宅地建物取引業者営業保証金取り も ど し 公告

　 宅地建物取引業法第30条及び宅地建物取引業者営業保証金規則第７ 条の規定によ り 次のと おり 公告

し ま す。

　 下記の者に係る 営業保証金につき 宅地建物取引業法第27条第１ 項の権利を 有する 者は、 本公告掲載

の翌日から ６ 箇月以内にその債権の額、 債権発生の原因たる 事実並びに住所氏名又は名称を 記載し た

申出書２ 通を 下記提出先に提出し てく ださ い。 前記の申出書の提出がないと き は、 下記の者に係る 営

業保証金は同人に返還さ れま す。

　 　 　 　 　 年　 月　 日

記

［ 掲載順序］

①商号又は名称　 　 ②免許証番号　 　 ③（ 代表者の）氏名　 　 ④事務所の所在地　 　 ⑤営業保証金の額

⑥申出書提出先　 　 ⑦掲載者住所、 商号又は名称及び氏名

※　 ①から ⑥まで は、 免許失効日現在で届出を さ れている 内容で 掲載する こ と と なり ます。 免許失効後に変

更が生じ たり 、 変更届の提出を 怠っ たまま失効し たよ う な 場合も 、 官報公告には、 免許失効時に届け出さ

れている 内容で掲載するこ と と なり ます。

　 　 免許失効時に届け出さ れて いる も のと 異っ た公告を さ れますと 、 その公告は無効と な り ますので御注意

く ださ い。

※　 事務所の所在地は、 丁目・ 番地など 省略せずに商業登記さ れている と おり に正し く 公告し てく ださ い。

※　「 官報公告原稿用紙」 の入手方法については、 依頼さ れる各公告会社へお問合せく ださ い。

記入に当たっ ての注意事項

※　 官報取扱公告会社

　 ・ 東京都官報販売所　 千代田区神田錦町１ − ２ 　 官報神田錦町ビ ル　 電話　 03− 3292− 1605　 等
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①株式会社西新宿不動産　 ②東京都知事⑶１ ２ ０ ０ ０ 　 ③代表取締役　 東京三郎　 ④東京都新宿区西
新宿二丁目８ 番１ 号　 ⑤１ ０ ０ ０ 万円　 ⑥東京都知事　 ⑦東京都新宿区西新宿二丁目８ 番１ 号　 株式
会社東京不動産　 代表取締役　 東京三郎

①株式会社西新宿不動産　 ②東京都知事⑶１ ２ ０ ０ ０ 　 ③代表取締役　 東京三郎　 ④東京都新宿区西
新宿二丁目８ 番１ 号　 廃止し た 従た る 事務所　 東京都千代田区丸の 内３ 丁目８ 番１ 号　 ⑤５ ０ ０ 万円
⑥東京都知事　 ⑦東京都新宿区西新宿二丁目８ 番１ 号　 株式会社都庁不動産　 代表取締役　 東京三郎

※免許が失効し た 場合の記入例

※従た る 事務所を 廃止し た 場合の記入例



■　 営業保証金を 供託し ている場合の届出書類について

　 ※　 不動産業課③番窓口に持参し 手続し てく ださ い。 ◆「 営業保証 金取戻 し 公告済

届 出書 」 及び「 債 権の 申 出

の な い 証明 申請書 」 の 様式

は、 東京 都住宅政 策本部 の

W ebサ イ ト 「 申 請様 式 」 か

ら ダウ ン ロ ード でき ま す（ 販

売はし ていま せん。）。

◆営業保証金取戻し 公告済届出書

★官報に公告後、 官報を 受け取っ たら 、 遅滞なく 届け出てく ださ い。

①　 営業保証金取戻し 公告済届出書（ 第７ 号様式）　 正本１ 部・ 副本１ 部

②　 官報　 原本１ 部・ 写（ 当該業者が掲載さ れている１ ページで可） １ 部

◆必要書類

①　 債権の申出のない証明申請書（ 第８ 号様式。 ただし 、 支店廃止の場合は第９ 号様式） １ 部

②　 届出済みの「 営業保証金取戻し 公告済届出書」 の控え　 １ 部

③　 本人確認書類

［ 申請者本人が来庁］

　 本人確認書類の写し の添付

［ 申請者本人以外が来庁］

　 申請者の本人確認書類の写し の添付と 委任状及び来庁者の本人確認書類の提示

　 ※本人確認書類についてはQ ＆A （ 63ページ） を御確認く ださ い。

◆必要書類

※　 受付後、「 営業保証金取戻し 公告済届出書」 の副本及び官報の原本はお返し し ます。 こ の書類は、「 債権の申

出のない証明申請書」 を 申請する際に、 御持参いただく こ と と なり ますので、 大事に保管し ておいてく ださ い。

※　 取戻し 権者確認のため、 必要に応じ て上記以外の書類を いただく こ と があり ます。 詳細については、 事前に

御相談く ださ い。

※　 免許失効日現在で届出をさ れている商号、 所在地、 代表者と 、「 債権の申出のない証明書」 の申請者の商号、

所在地、 代表者が異なる場合は、 その変更の経緯の分かる履歴事項全部証明書等の、 取戻し 権者である証明書

類（ 発行日から ３ か月以内の原本） が必要と なり ます。

◆債権の申出のない証明申請書

★官報公告の翌日から 起算し て、 ６ か月後から 申請でき ます。

（ 例： 官報公告日令和７ 年６ 月１ 日の場合、 債権の申出のない証明申請は、 令和７ 年12月２ 日以降と なり ま す。）

◦ 　 受付窓口で、「 債権の申出のない証明申請書」 に記載し てある 内容を 、「 債権の申出のない証明書」 に記入

し ていただく こ と と なり ます。 申請者及び免許業者の所在地（ 住所）・ 商号等のゴム印（ 丁目・ 番地など 履歴

事項全部証明書と 同一のも の） を お持ちの場合は御持参く ださ い。
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★官報に公告後、官報のデータをダウンロード・印刷し、　　　
　遅滞なく届け出てください。

② 官報の電子データをダウンロードして印刷したもの１部・写（当該業者が掲載されている１ページで可）　１部

　　官報は令和７年４月１日から電子化されました。データは官報発行から原則90日で見られなくなります。
　官報掲載後、速やかにデータをダウンロード・印刷し、東京都に届け出てください。
　官報発行サイトＵＲＬ：https://www.kanpo.go.jp（令和７年４月１日開設）

※ 　受付後、「営業保証金取戻し公告済届出書」の副本はお返しします。この書類は、「債権の申出のない証明申
   請書」を申請する際に、御持参いただくこととなりますので、大事に保管しておいてください。

https://www.kanpo.go.jp


９ 　 郵送による 更新免許申請手続

東京都知事免許に係る 更新免許申請手続については、 郵送でも 受付を行いま す。

■　 注意事項

■　 郵送申請の方法

《 送付先》

〒1 6 3 − 8 0 0 1 　 新宿区西新宿２ − ８ − １  東京都庁第二本庁舎３ 階

　 　 　 　 　 　 　 　 　 東京都住宅政策本部 民間住宅部不動産業課 免許担当

※　 更新免許申請書及びその添付書類には様々な個人情報が含ま れている こ と から 、必ず簡易書留又はレ タ ー

パッ ク プラ ス によ り 送付し てく ださ い。 こ れら 以外の方法での郵送や郵送事故等によ り 申請書類等が不動

産業課に到達し ない場合については、 申請者等の責任と さ せていただき ま す。

《 郵送申請に必要な書類》

（ １ ）　 更新免許申請書提出書類一式（ 正本１ 部・ 副本１ 部）

　 　 　 ※　 副本がお手元に戻る 前に申請内容について、 確認の連絡を する こ と があり ま すので、 正本・ 副本の

ほか、 手元に一部控えを御用意く ださ い。

（ ２ ）　 郵送チェ ッ ク リ スト （ 57ページに記載）

（ ３ ）　 返信用封筒（ 下記（ ア）、（ イ ） の２ 通）

　 　 　（ ア） 副本返信用

　 　 　 ・ 返信先の住所を記載し てく ださ い。

　 　 　 ・ 返信に必要な料金分（ 郵便基本料金＋簡易書留料金分） の切手を 貼付し てく ださ い（ レ タ ーパッ ク プ

ラ ス でも 可）。

　 　 　（ イ ） 免許証送付用

　 　 　 ・ 封筒のサイ ズは角形２ 号

　 　 　 ・ 申請者の住所（ 主たる 事務所の所在地） を記載し てく ださ い。

　 　 　 ・ 返信に必要な料金分（ 郵便基本料金＋簡易書留料金分） の切手を 貼付し てく ださ い（ レ タ ーパッ ク プ

ラ ス でも 可）。

　 　 　 ※　 返信に必要な料金分の切手が貼付さ れていない場合は、 不足分の切手を 郵送いただく か、 副本又は

免許証を 受け取り に来ていただき ま す。

■　「 宅地建物取引業更新免許申請」 で、 提出期限（ 期間満了の30日前） を 過ぎたも のは郵送受付対象外と

なり ます。

★　 書類の受付日は発送日や到達日ではなく 、 不動産業課が現金書留で手数料を 受領し た日と なり ま す。 郵

送や書類確認、 手数料受領ま で時間を 要し ま すので、 有効期間の満了日等を 考慮し 期間的に余裕を も っ て

手続を 行っ てく ださ い。 有効期間満了日までに受付でき ない場合、 免許が失効し てし まう ので御注意く だ

さ い。

■　 手数料は、 申請書が到着後、 書類に不備（ 形式不備） がないか確認後、 別途現金書留で送付し ていただ

く 必要があり ま す。 更新免許申請書と 一緒に現金を送ら ないでく ださ い。

■　 郵送によ る 申請は対面で行う 窓口持参の申請に比べる と 、 補正事項のやり と り 、 返送の手続に時間を 要

する こ と が考えら れま す。 ま た、 更新期限が迫っ ている 場合や補正事項が多い場合、 補正内容によ っ ては

やむを得ず来庁し ていただく こ と があり ま す。
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■　 受付後の処理

　 ■　 同封さ れた返信用封筒によ り 、 申請書副本（ 受付印を押印し たも の） と 領収書を郵送し ま す。

　 ■　 不備又は不足がある 場合、 審査において補正事項がある 場合は申請者又は代理人に連絡し ま す。 補正事

項の内容は電話でお伝えする ので、 平日の昼間に連絡可能な電話番号を 、 郵送チェ ッ ク リ ス ト に御記載く

ださ い。

　 ■　 郵送受付は持参受付に比べる と 補正のやり と り 、 返送の手続に時間を 要する こ と が考え ら れま すので、

免許の期間満了日ま でに新し い免許証がお手元に届かない場合があり ま すので、あら かじ め御了承く ださ い。

■　「 宅地建物取引業更新免許申請書」 受付の流れ（ 簡易書留による郵送の場合）

更新免許申請書の作成

　 　 　 　   郵送（ 簡易書留）　 ※1

申請書類の確認

書類が不足し ていた場合は、 追加で提出し ていただきます。

補正内容に応じ て、書類の追加提出等の対応をし ていただきます。

手数料郵送（ 現金書留）

　 　 　 手数料受領・ 申請受付　 ※2

手数料納付の連絡

副本・ 領収証の返送

審査

※2　 申請書の受付日は不動産業課が現金書

留で手数料を 受領し た日です。

　 免許有効期間を 過ぎる こ と がないよ う 御

注意く ださ い。

※1　 提出期限（ 期間満了の30日前） を 過ぎ

たも のは郵送受付対象外と なり ま す。

免許

免許証交付
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宅地建物取引業更新免許申請書　 郵送チェ ッ ク リ スト

●免許番号　 13（ 　 ）　 　 　 　 　 　 ●商号又は名称

●平日の昼間に連絡可能な電話番号①　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ②

●担当者名　 　 　 　 　 　 　 　 申請者と の関係性（ 本人・ 代表者・ 従業員・ 代理人等）

★こ のリ スト も 必ず申請書類に同封し てく ださ い。

確認事項

□　 事務所、 代表者、 役員、 政令使用人、 専任の取引士等に関し て必要な 変更の届出等の手続が漏れな く 行わ

れている 。

□　 簡易書留料金を含めた返信用封筒の切手に不足はない（ レ タ ーパッ ク プラ ス でも 可）。

□　 取引士の資格登録に関し て、 必要な変更登録申請の手続が漏れなく 行われている 。

□　 必要箇所に日付の漏れがない。

□　 鉛筆書き や文字が消える も ので作成し ていない。

□　 各証明書は申請受付日現在で３ か月以内に発行さ れたも のである 。

□　 下表の書類の順番ど おり にそろえ、 左側に２ つ穴をあけ、 ひも でと じ ている。

※下記の確認欄にチェ ッ ク ✓を 付けて、 漏れがないか確認し てく ださ い。

提出書類

順序 申請書類の名称 注意事項

１ □　 免許申請書（ 第一面〜第五面）（ 様式第１ 号） □　 手引16ページから 20ページま で

□　 第五面〔 証紙貼付け欄〕 は白紙のま ま 添付

２ □　 相談役及び顧問、５ ％以上の株主・ 出資者等の名

簿『 添付書類（ ６ ）（ 第一・ 二面）』【 法人申請のみ】

□　 手引20ページ

３ □　 身分証明書 □　 手引20ページ

４ □　 登記さ れていないこ と の証明書 □　 手引20ページ

５ □　 代表者の住民票【 個人申請のみ】 □　 手引20ページ

□　 マイ ナン バー・ 本籍地・ 続柄は記載不要

６ □　 代表者等の連絡先に関する 調書『 添付書類（ ９ ）』 □　 手引21ページ

７ □　 略歴書『 添付書類（ ３ ）・（ ８ ）』 □　 手引22ページから 23ページま で

８ □　 専任の宅地建物取引士設置証明書『 添付書類（ ４ ）』 □　 手引23ページ

９ □　 宅地建物取引業に従事する 者の名簿『 添付書類（ 10）』 □　 手引24ページから 25ページま で

10 □　 専任の宅地建物取引士の顔写真貼付け用紙 □　 手引26ページ

□　 縦４ ㎝×横３ ㎝の顔写真添付（ ６ か月以内撮影）

11 □　 履歴事項全部証明書【 法人申請のみ】 □　 手引26ページ

12 □　 宅地建物取引業経歴書『 添付書類（ １ ）』 □　 手引27ページから 29ページま で

13 □　 決算書の写し 【 法人申請のみ】 □　 手引30ページ

14 □　 資産の状況を示す書面『 添付書類（ ５ ）』

　 　【 個人申請のみ】

□　 手引31ページ

15 □　 納税証明書（ 税務署発行） □　 手引32ページ

□　 様式その１ 　 法人⇒法人税　 個人⇒所得税

16 □　 誓約書『 添付書類（ ２ ）』 □　 手引32ページ

17 □　 事務所を使用する 権原に関する 書面『 添付書類（ ７ ）』 □　 手引32ページ及び33ページ

18 □　 事務所付近の地図《 案内図》 □　 手引34ページ

19 □　 事務所の写真 □　 手引34ページから 37ページま で

□　 ３ か月以内撮影のも の

□　 フ ロ ア平面図・ 事務所間取り 図（ 撮影位置明示）

20 □　 返信用封筒（ 副本用）

□　 返信用封筒（ 免許証用）

□　 副本用及び免許証用それぞれ別個に必要

□　 簡易書留又はレ タ ーパッ ク プラ ス

※下記の確認欄にチェ ッ ク ✓を 付けて、 漏れがないか確認し てく ださ い。
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■　 郵送受付の対象と なる届出等

　 □　 変更届出書（ 従たる 事務所の設置の届出については対象外）

　 □　 廃業等届出書

　 □　 免許証書換え交付申請書

■　 注意事項

　 ■　「 変更届出書」 等で、 提出期限（ 変更があった日から 30日以内） を 過ぎたも のは郵送受付の対象外と な

り ま す。

　 ■　 届出事項のう ち、 従たる 事務所の設置については、 郵送受付の対象外と し ま す。

　 　 従たる 事務所設置の手続については、 宅地建物取引業免許申請Q＆A のQ ４ （ 63ページ） を参照し てく だ

さ い。

　 ■　 書類の受付日は発送日ではなく 、 不動産業課の受領日と なり ま す。

　 ■　 郵送によ る 届出は対面で行う 窓口への持参の届出に比べる と 、 補正事項のやり と り 、 返送の手続に時

間を 要する こ と が考えら れま す。 ま た、 補正事項が多い場合や補正内容によ っ てはやむを 得ず来庁し て

いただく こ と があり ま す。

■　 郵送届出等の方法

《 送付先》

〒1 6 3 − 8 0 0 1 　 新宿区西新宿２ − ８ − １  東京都庁第二本庁舎３ 階

　 　 　 　 　 　 　 　 　 東京都住宅政策本部 民間住宅部不動産業課 免許担当

　 ※変更届出書等及びその添付書類には様々な個人情報が含ま れている こ と から 、必ず簡易書留又はレ タ ーパッ

ク プラ ス によ り 送付し てく ださ い。 こ れら 以外の方法での郵送や郵送事故等によ り 申請書類等が不動産業

課に到達し ない場合については、 届出者等の責任と さ せていただき ま す。

《 郵送届出等に必要な書類》

（ １ ）　 変更届出書等提出書類一式（ 正本１ 部・ 副本１ 部）

　 　 　 ※　 副本がお手元に戻る 前に届け出内容について、 確認の連絡を する こ と があ り ま すので、 正本・ 副本

のほか、 手元に一部控えを御用意く ださ い。

（ ２ ）　 変更届出書等郵送チェ ッ ク リ スト （ 60ページに記載）

（ ３ ）　 返信用封筒

　 　 　 　 ・ 変更届副本が入る 大き さ の封筒（ 角形２ 号） を 御用意く ださ い。

　 　 　 　 ・ 返信先の住所を 記載し てく ださ い。

　 　 　 　 ・ 免許証の書換えがある 場合は、 届出者（ 申請者） の住所（ 主たる 事務所の所在地） を 記載し たも の

と 副本を返信する も のと ２ 部御用意く ださ い。

　 　 　 　 ・ 返信に必要な料金分（ 郵便基本料金＋簡易書留料金分） の切手を 貼付し てく ださ い（ レ タ ーパッ ク

プラ ス でも 可）。

　 　 　 　 ※　 返信に必要な 料金分の切手が貼付さ れていない場合は、 不足分の切手を 郵送いただく か、 副本を

受け取り に来ていただき ま す。

1 0 　 郵送によ る変更届出等手続

東京都知事免許に係る 変更届出等手続については、 郵送でも 受付を 行いま す。
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■　 受付後の処理

　 ■　 不備又は不足がある 場合、 審査において補正事項がある 場合は届出者又は代理人に連絡し ま す。

　 　 　 補正事項の内容は電話でお伝えする ので、 平日の昼間に連絡可能な電話番号を 郵送チェ ッ ク リ ス ト に御

記載く ださ い。

　 ■　 免許証の書換えがない場合

　 　 　 →同封さ れた返信用封筒によ り 、 届出副本（ 受付印を押印し たも の） を郵送し ま す。

　 ■　 免許証の書換えがある 場合

　 　 　 →同封さ れた返信用封筒によ り 、 届出副本（ 受付印を押印し たも の） 及び免許証を 郵送し ま す。

◆　 更新免許証・ 書換え免許証のみの郵送交付について 

　 　 窓口で受付し た「 更新免許申請」 及び「 変更届出書」 についても 、 希望さ れる 場合、 更新免許証及び書

換え免許証の郵送交付が可能です（ ※新規免許は郵送交付の対象外です。）。

《 郵送交付申請に必要な書類》

　 以下の書類等を、 58ページ記載の送付先に、 必ず簡易書留又はレ タ ーパッ ク プラ ス によ り 送付し てく ださ い。

（ １ ） 通知はがき

（ ２ ） 郵送交付希望申出書（【 様式】 は、 住宅政策本部のWebサイ ト から ダウ ンロ ード し てく ださ い。）

（ ３ ） 返信用の封筒

　 　  ①角形２ 号の封筒を 御用意く ださ い。

　 　  ②返信先は、 申請者の住所（ 主たる 事務所の所在地） を 記載し てく ださ い。

　 　 　 　（ 代理受領する 行政書士を送付先にする 場合には、 郵送交付希望申出書【 様式】 下段の委任状に記入

し てく ださ い。）

　 　  ③返信に必要な料金分（ 郵便基本料金+ 簡易書留料金分） の切手を 貼付し てく ださ い（ レ タ ーパッ ク プ

ラ ス でも 可）。
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■　「 変更届出書」 受付の流れ（ 簡易書留による郵送の場合）

変更届出書等の作成

郵送（ 簡易書留）

受付

届出書類の確認

不備書類の郵送

不備書類がある場合は

補正等の連絡

〇免許証の書換えがない場合は

　 副本の郵送

〇免許証の書換えがある場合は

　 副本及び免許証の郵送



変更届出書等　 郵送チェ ッ ク リ スト

●免許番号　 　 　 １ ３ （ 　 ）　 　 　 　 　 　 ●商号又は名称

●平日の昼間に連絡可能な電話番号①　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ②

●担当者名　 　 　 　 　 　 　 　 申請者と の関係性（ 本人・ 代表者・ 従業者・ 代理人等）

★こ のリ ス ト も 必ず届出書類等に同封し てく ださ い。

提出書類

届出事項 届出書類の名称 注意事項

□　 ①商号又は名称 □　 変更届出書（ 一面）

□　 履歴事項全部証明書（ 法人のみ）

□　 ※閉鎖事項全部証明書

□　 書換え交付申請書

□　 免許証原本

□　 正本１ 通・ 副本１ 通

□　 変更事項の新旧年月日が確認でき る 。

　 　 ※確認でき な い場合は、閉鎖事項全

部証明書も 必要です。

□　 ②主たる 事務所 □　 変更届出書（ 一面・ 三面）

□　 履歴事項全部証明書（ 法人のみ）

□　 事務所を使用する 権原に関する 書面

□　 事務所付近の案内図

□　 事務所の写真

□　 免許証書換え交付申請書

□　 免許証原本

□　 正本１ 通・ 副本１ 通

□　 フ ロ ア平面図・ 事務所間取り 図

　 　（ 撮影位置明示）

□　 必要な写真が全てそろっ ている 。

　 　（ 34ページから 37ページま でを参照）

□　 ③代表者・ 役員

　 　 の就任

□　 変更届出書（ 一面・ 二面）

□　 身分証明書

□　 登記さ れていないこ と の証明書

□　 代表者等の連絡先に関する 調書

□　 略歴書

□　 履歴事項全部証明書（ 法人のみ）

□　 ※閉鎖事項全部証明書

□　 誓約書

□　 免許証書換え交付申請書

□　 免許証原本

□　 正本１ 通・ 副本１ 通

□　 変更事項の新旧年月日が確認でき る 。

　 　 ※確認でき ない場合は、 閉鎖事項全

部証明書も 必要です。

□　 ④代表者・ 役員

　 　 の退任

□　 変更届出書（ 一面・ 二面）

□　 ※代表者等の連絡先に関する 調書

□　 ※略歴書

□　 履歴事項全部証明書（ 法人のみ）

□　 ※閉鎖事項全部証明書

□　 正本１ 通・ 副本１ 通

□　 ※代表者を退任し 、 他の役員に留任

又は就任する 場合は必要です。

□　 ⑤政令使用人の就任 □　 変更届出書（ 一面・ 三面）

□　 身分証明書

□　 登記さ れていないこ と の証明書

□　 代表者等の連絡先に関する 調書

□　 略歴書

□　 誓約書

□　 正本１ 通・ 副本１ 通

確認事項

□　 各証明書は３ か月以内に発行さ れたも のである 。

□　 必要個所に日付の漏れがない。

□　 簡易書留料金を含めた返信用封筒の切手に不足はない（ レ タ ーパッ ク プラ ス でも 可）。

※下記の確認欄にチェ ッ ク ✓を 付けて、 漏れがないか確認し てく ださ い。

※下記の確認欄にチェ ッ ク ✓を付けて、 漏れがないか確認し てく ださ い。
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□　 ⑥政令使用人の退任 □　 変更届出書（ 一面・ 三面） □　 正本１ 通・ 副本１ 通

□　 ⑦専任の取引士

　 　 の就任

□　 変更届出書（ 一面・ 四面）

□　 略歴書

□　 専任の宅地建物取引士設置証明書

□　 専任の宅地建物取引士の顔写真貼付用紙

□　 正本１ 通・ 副本１ 通

□　 事前に取引士本人の資格登録簿の

　 　 内容の変更登録申請が必要です。

　 　 他県登録の取引士の場合、 変更登録

申請書の写し を 添付し てく ださ い。

□　 ⑧専任の取引士

　 　 の退任

□　 変更届出書（ 一面・ 四面）

□　 専任の宅地建物取引士設置証明書

□　 正本１ 通・ 副本１ 通

□　 専任が０ 名になる 届出は不可

□　 ⑨従たる 事務所廃止 □　 変更届出書（ 一面・ 三面・ 四面）

□　 履歴事項全部証明書

□　 正本１ 通・ 副本１ 通

□　 ⑩従たる 事務所移転 □　 変更届出書（ 一面・ 三面）

□　 履歴事項全部証明書

□　 事務所を使用する 権原に関する 書面

□　 事務所付近の案内図

□　 事務所の写真

□　 正本１ 通・ 副本１ 通

□　 フ ロ ア平面図・ 事務所間取り 図

　 　（ 撮影位置明示）

□　 必要な写真が全てそろっ ている 。

□　 ⑪従たる 事務所

　 　 名称変更

□　 変更届出書（ 一面・ 三面）

□　 履歴事項全部証明書

□　 正本１ 通・ 副本１ 通

□　 ⑫代表者氏名変更 □　 変更届出書（ 一面）

□　 履歴事項全部証明書

□　 免許証書換え交付申請書

□　 免許証原本

□　 正本１ 通・ 副本１ 通

□　 氏名変更年月日の記載がある も の

□　 ⑬役員氏名変更 □　 変更届出書（ 一面・ 二面）

□　 履歴事項全部証明書

□　 正本１ 通・ 副本１ 通

□　 ⑭政令使用人

　 　 氏名変更

□　 変更届出書（ 一面・ 三面）

□　 戸籍謄（ 抄） 本

□　 正本１ 通・ 副本１ 通

□　 ⑮専任の取引士

　 　 氏名変更

□　 変更届出書（ 一面・ 四面）

□　 戸籍謄（ 抄） 本

□　 正本１ 通・ 副本１ 通

□　 宅地建物取引士資格登録簿変更登録

申請書の控え（ 写し でも 可）

□　 ⑯廃業等届出 □　 廃業等届出書

□　 免許証原本

□　 下記ア〜カの届出理由に応じ た必要書類

□　 正本１ 通・ 副本１ 通

ア 【 法人： 合併によ る 消滅】 □　 閉鎖事項全部証明書

□　 元代表役員の本人確認書類の写し

□　 消滅日が記載さ れたも の

イ 【 法人： 破産】 □　 破産管財人の証明書 □　 裁判所が発行し た原本

ウ 【 法人： 解散】 □　 履歴事項全部証明書

□　 清算人の本人確認書類の写し

□　 解散日が記載さ れたも の

エ【 法人： 廃止】 □　 代表者の本人確認書類の写し □　 履歴事項全部証明書（ 商号・ 代表者・

事務所の所在に変更がある 場合）

オ【 個人： 死亡】 □　 戸籍謄本

□　 相続人の本人確認書類の写し

□　 死亡及び相続関係が確認でき る も の

カ 【 個人： 廃止】 □　 宅地建物取引業者であっ た者の

　 　 本人確認書類の写し

届出事項 届出書類の名称 注意事項
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◎免許を受けた後「 標識の掲示等」 の義務

■　 宅建業者は、 免許取得後、 法令及び規則を 守ら なければなり ません。 その中で次のよ う な「 標識の掲示等」

の義務が課せら れています。　 ※保証協会へ加入さ れている 場合は、 所属し ている 団体へお問合せく ださ い。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ※国土交通大臣免許の方は関東地方整備局へお問合せく ださ い。

■　「 証明書の携帯等」 の義務

■　 証明書の携帯
　 　 宅建業者は、 従業者に、 その従業者である こ と を証

する 証明書を 携帯さ せなければ、 その者を その業務に

従事さ せてはなら ない（ 業法第48条第１ 項）。

■　 証明書の提示
　 　 従業者は、 取引の関係者の請求があっ たと き は、 従

業者証明書を 提示し なければなら ない（ 業法第48条第

２ 項）。

■　 従業者名簿への記載
　 　 宅建業者は、 事務所ごと に、 従業者名簿を 備え、 従

業者の氏名、 主たる 職務内容、 取引士である か否かの

別等の一定の事項を 記載し 、 取引の関係者の請求が

あっ たと き は、 閲覧に供し なければなら ない（ 業法第

48条第３ 項及び第４ 項）。 ま た、 宅建業者は、 従業者

名簿を最終の記載日から 10年間保存し なければなら な

い（ 業法施行規則第17条の２ 第４ 項）。

■　「 帳簿の備付け」 の義務

■　 帳簿の備付け
　 　 宅建業者は、 事務所ごと に、 業務に関する 帳簿を備

え付けなければなら ない（ 業法第49条）。

■　 帳簿への記載
　 　 宅建業者は、 取引のあっ た都度、 帳簿に取引年月日、

取引物件の所在・ 面積・ 代金・ 報酬の額、 取引に関与

し た他の宅建業者の氏名等の一定事項を 記載し なけれ

ばなら ない（ 業法第49条、業法施行規則第18条第１ 項）。

■　 帳簿の閉鎖及び保存
　 　 宅建業者は、 各事業年度末日に帳簿を 閉鎖し 、 閉鎖

後５ 年間（ 自ら 売主と なる 新築住宅に係る も のは10年

間） 保存し なければなら ない（ 業法施行規則第18条第

３ 項）。

■　「 標識の掲示等」 の義務

　 宅建業者は、 公衆の見やすい場所に、 宅建業者である

旨の標識（ 業者票）、 及び報酬額表を 掲示し な ければな

ら ない（ 業法第50条第１ 項、 業法施行規則第19条第１ 項、

業法第46条第４ 項）。

※　 業者票は令和７ 年４ 月１ 日施行で改正さ れま し た。

※　 報酬額表は令和６ 年７ 月１ 日施行で改正さ れま し た。

※　 報酬額表（「 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売

買等に関し て受ける こ と ができ る 報酬の額」） は、 国

土交通省のWebサイ ト から ダウ ンロ ード でき ま す。

　 h t tp s ://w w w .m l i t .g o .j p /t ot ik en san g y o/con s t/

content/001750229.pdf
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【 従業者証明書】

様式第八号

【 従業者名簿】

従 業 者 名 簿

様式第八号の二（ 第十七条の二関係）
部署名ではなく 仕事の内容

（ 営業・ 経理・ 事務等）

氏　 名
宅地建物取
引士である
か否かの別

こ の事務所の
従業者でなく
なった年月日

こ の事務所の
従業者と なっ
た年月日

主 た る
職務内容

従　 業　 者
証明書番号

備　 考

　 １ 　「 従業者証明書番号」 の欄には、 法第48条第１ 項の証明書の番号を 記入する こ と 。

　 ２ 　「 宅地建物取引士である か否かの別」 の欄には、 宅地建物取引士である 者には○印を つける こ と 。

　 ３ 　 一時的に業務に従事する 者についても 記載する こ と 。

　 ４ 　 記載すべき 事由が発生し た場合には、 ２ 週間以内に記載する こ と 。 な お、 記載事項について 変

　 　 更、 訂正等を する と き は、 変更、 訂正等を する 前の文字等は、 な お読むこ と ができ る よ う にし て

　 　 おく こ と 。

35㎝以上

30
㎝

以
上

【 標　 　 　 　 識】

標　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 識

様式第九号（ 第十九条関係）

代表者が常勤でない場合、 政令使用人の氏名

宅 地 建 物 取 引 業 者 票

免 許 証 番 号

免 許 有 効 期 間

商 号 又 は 名 称

代 表 者 氏 名

主たる 事務所の
所　 　 在　 　 地

国土交通大臣
知事

（ 　 　 ） 第　 　 　 　 　号

　 　 　 　 　 年　 　 　 　 月　 　 　 　 日から

　 　 　 　 　 年　 　 　 　 月　 　 　 　 日ま で

電話番号　 　（ 　 　 　 ）

こ の事務所に置か
れている 専任の宅
地建物取引士の数

こ の 事 務 所 の
代 表 者 氏 名

（ 宅地建物取引業に従事する 者の数　   　 人）

備　 考
　 本標識中、「 この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の数」欄の「 宅地建物取引業に
従事する者の数」は、「 この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の数」について変更が
あった場合のみ、変更すること。

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/


◎　 宅地建物取引業免許申請Ｑ ＆Ａ

Q2 　 知事免許の申請書の作成部数は正副２ 部ですが、 ２ 部と も 同じ よう に自筆等で作成し なければな

ら ないのでし ょ う か。

A 　 知事免許の場合、 １ 部は正本、 も う １ 部は申請者の控えです。 控えは、 正本（ 写真を 含む。） を

コ ピ ーし たも のでも 可です。 窓口には２ 部と も 持参し てく ださ い。

Q1 　 本人確認書類が必要な手続と 必要な本人確認書類について具体的に教えてく ださ い。

A 　 申請書類等への申請者（ 届出者） の押印廃止に伴い、 従前、 実印の押印と 印鑑証明書の添付を 求

めていた、 廃業等届出書（ 免許証が返納でき ない場合） 及び債権の申出のない証明申請書について

は、 印鑑証明書に変わる 本人確認方法と し て、 本人確認書類の添付が必要と なり ま し た。 ま た、 上

記手続を申請者（ 届出者） 本人以外が来庁し て行う 場合も 、 来庁者の本人確認書類の提示が必要で

す。

　 必要な本人確認書類は、 原則と し て顔写真付き の身分証明書（ 運転免許証、 パス ポート 、 マイ ナ

ン バーカード 【 表面】、 宅地建物取引士証等の写し ） です。

　 そのほか、 顔写真付き の証明書をお持ちでない場合は、 事前に御相談く ださ い。

Q3 　 現在他県で知事免許の宅建業（ 事務所数１ ） を営んでいますが、 こ のたび本店を 東京都に移転し

て引き 続き 宅建業を 営みたいと 思う のですが、 免許換えの手続の仕方、 また従前の知事の免許番号

はそのまま承継でき るのか教えてく ださ い。

A 　 免許換えの手続については、 本店の移転登記が完了し た後、 免許申請書を東京都住宅政策本部不

動産業課③番窓口へ提出し てく ださ い。 こ れと は別に、 本店移転についての届出を 移転前の道府県

へ提出する 場合も あり ま すので、 移転前の道府県にあら かじ めお問合せく ださ い。

　 なお、 本店移転以外に変更事項がある 場合は、 変更届出書を移転前の道府県へあら かじ め提出し

てく ださ い。 その後、 免許申請書を東京都へ提出する こ と と なり ま す（ 14ページ参照）。

　 免許証の番号については承継でき ま せん。 し たがって、 東京都の新たな免許証番号と なり ま す。

　 ま た、 本店移転後、 免許換えの手続を行っていないこ と が判明する と 免許が取り 消さ れま す。

Q4 　 従たる事務所設置の手続について教えてく ださ い。

A 　 東京都知事免許については、 以下のよ う な流れになっ ていま す。

①　 仮受付…変更届出書（ 原本・ 写し ） を 窓口へ持参（ 事務所の形態等について審査し ま す。）

②　 営業保証金の供託

　 　 保証協会会員の場合…保証協会へ追加事務所分の弁済業務保証金分担金を 納付

　 　 自己供託の場合………追加事務所分の営業保証金を 供託

③　 変更届の提出・ 本受付

　 　 保証協会会員の場合…弁済業務保証金分担金納付書の原本・ 写し 、 変更届出書（ 原本・ 写し ）

を 窓口へ持参

　 　 自己供託の場合………営業保証金供託済届と 供託書の写し 、 変更届出書（ 原本・ 写し ） を窓口

へ持参

④　 営業開始

― 63 ―



Q6 　 従業者証明書番号と はどのよう に決める のですか。

A 　 従業者証明書番号と は、 宅建業に従事する 際に携帯し なければなら ない従業者証明書に記入する

も のですが、 新規免許申請の際には、 申請年月を基準と し て付番し てく ださ い。

　 こ れは宅建業の経験年数と 一致さ せる ためです。 その後入社し た方については、 入社年月を基準

と し て付番し てく ださ い（ 24ページ・ 62ページ参照）。

Q5 　 申請書類中、 添付書類（ 10）宅地建物取引業に従事する 者を 具体的に教えてく ださ い。

A 　 申請者が宅建業のみ専業と し ている 場合は、 非常勤の役員を除いて全員が従事する 者になり ま す

（ 庶務、 人事、 経理など も 当然含む。）。

　 なお、 監査役は従事者になる こ と も 、 専任の取引士に就任する こ と も でき ま せん（ 会社法第335

条第２ 項）。

　 他の業種（ 例えば建設業など ） を 兼業し ている 場合で、 他の業種が副次的なも のである と き は、

宅建業専業と みなし て取り 扱いま す。 ま た、 宅建業が副次的なも のである 場合、 従事する 者の範囲

は、 代表者、 担当役員及び宅建業に従事し ている 者が該当し ま す。 し たがっ て、 こ の場合に限り 、

他の業種の担当役員並びに両業種を統括する 庶務、 人事及び経理の人たちは業務に従事する 者に含

ま れま せん。

Q7 　 従業者名簿等の帳簿類については、 紙で保存する のではなく 、 パソ コ ン で管理するこ と はでき な

いのでし ょ う か。

A 　 パソ コ ン で管理する こ と はでき ま す。

　 業法第48条第３ 項及び同法第49条の規定によ り 宅建業者がその事務所ご と に備える 従業者名簿及

び業務に関する 帳簿の備付けについて、 法令及び省令に定めら れた事項がパソ コ ン 等に備えら れた

フ ァ イ ル、 磁気ディ ス ク 等に記録さ れ、 必要に応じ プリ ンタ ー等の機器によ り 明確に紙面に印字す

る こ と ができ る 場合には、 当該記録を も っ て帳簿等への記載に代える こ と ができ ま す。 ま た、 その

場合の従業者名簿について、 取引の関係者の閲覧等の請求があっ た場合は、 フ ァ イ ル又は磁気ディ

ス ク に記録さ れている 事項を 紙面、 パソ コ ン等の画面に表示する 方法で行う こ と になり ま す。

Q8 　 現在都知事免許を 取得し 営業し ている宅建業者ですが、 こ のたび営業保証金と し て供託し ている

有価証券が満期と なっ たので有価証券を差し 替えたいのですが手続を教えてく ださ い。

A 　 差替えは現金又は新し い有価証券（ 振替国債も 可） を 用意し 、 それを 供託し た後、 前の供託物を

取り 戻す手続が必要と なり ま す。 詳し く は東京法務局にお問合せく ださ い。

　 差替え後は、 差替え後の供託書の原本を 提示し その写し １ 部、「 営業保証金供託済届出書」２ 部を

東京都住宅政策本部不動産業課③番窓口に提出し てく ださ い（ 38ページ参照）。
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Q9 　 現在営業保証金を 国債証券で供託し ていますが、 国債証券の消滅時効について教えてく ださ い。

A 　 国債証券の消滅時効は、 償還日の翌日から 10年で完成し ま す（ 国債ニ関ス ル法律第９ 条第１ 項及

び会計法第31条第１ 項）。 消滅時効が完成し ま すと 、 営業保証金が不足し ている 状態と なり ま すの

で十分に御注意く ださ い。

　 なお、 その他の有価証券については、 時効を 援用する かど う か、 発行元又は購入先に確認し てく

ださ い。

　 ま た、 現金で供託し ている 場合は、 宅建業の免許が有効であれば、 時効の問題は生じ ま せん。 た

だし 、 従たる 事務所を廃止し た場合の供託金は、 廃止し てから 10年を経過する と 、 取戻請求権の消

滅時効が完成し 、 国に帰属し ま す。

　 営業保証金は、 宅建業者の皆様が自己の責任において管理する も のです。

　 し たがっ て、 国債証券で供託する と き は、 供託書と と も に国債証券の写し を 大事に保管し ておく

こ と が必要です。 国債証券の写し を紛失し た場合は、 購入先で償還日又は消滅時効の完成時期を 確

認する こ と が必要と なり ま す。

　 現金については、 供託書を 大事に保管する と と も に、 免許が失効し た場合、 従たる 事務所を廃止

し た場合には消滅時効にかから ないよ う に早い時期に取戻し の手続を行っ てく ださ い。

＜参　 考＞

■　 国債の券面省略（ 国債のペーパーレス化） に伴う 振替国債について

・ 　 国債のペーパーレ ス 化に伴い、 振替国債で宅建業の営業保証金と する こ と が可能と なり ま し た。 供託は、 日

本銀行又は同代理店委託先金融機関に設ける 供託所の口座での振替口座によ り 行う こ と と なり ま す（ ただし 、

個人名義の振替国債を 法人の供託金と する こ と はでき ま せん。）。

　 　 なお、 供託後の届出は従来ど おり です。

≪注意≫

　 平成15年１ 月以降に発行さ れた国債で供託し ている 場合は、 当該国債の償還期の到来によ り 、 供託物が金銭に

差し 替わり ま す（ 供託番号も 変更さ れま す。）。

　 こ のよ う な場合は、「 営業保証金供託済届出書」 の提出が必要と なり ま すので御注意く ださ い。

　 なお、 金銭に差し 替わった際に、 新たな供託書が発行さ れないため、 供託番号が変更さ れたこ と が確認でき る

証明書（ 東京法務局発行） の提出が必要と なり ま す。

◎　 振替国債による 供託手続については、 直接下記までお問合せく ださ い。

　 ・ 東京法務局供託課　 　 ☎0 3 − 5 2 1 3 − 1 2 3 4（ 代表）
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国土交通大臣免許の申請等

〔 ３ 〕

令和６ 年５ 月25日から 国土交通大臣免許申請等について、 オン ラ イ ン 申請の受付が開始さ れま し た。 こ れに

伴い、 こ れま で東京都で受け付けていた国土交通大臣免許申請等の経由事務が廃止さ れま し た。

今後の国土交通大臣免許申請等の窓口は下記に変更になり ま し たので御注意く ださ い。

詳細については下記リ ン ク 先よ り 御確認く ださ い。

・ 国土交通省w ebサイ ト 　 宅地建物取引業の免許申請等のオン ラ イ ン 化について

https://w w w .m lit.g o.jp/toch i_ fudousan _ kensetsug yo/const/toch i_ fudousan _

kensetsugyo_ const_ tk3_ 000001_ 00062.htm l

・ 国土交通省w ebサイ ト 　 免許の申請方法

　 https://w w w .m lit.go.jp/totikensangyo/const/1_ 6_ bt_ 000242.htm l

・ 関東地方整備局w ebサイ ト 　 免許の申請書式等

　 https://w w w .ktr.m lit.go.jp/kensan/index00000013.htm l

東京都に申請書を提出し ていた国土交通大臣免許業者のみなさ まへ

国土交通大臣免許申請等の経由事務廃止にと も なう 、 申請窓口変更のお知ら せ

国

土

交

通

大

臣

免

許

〒330－9724　

　 埼玉県さ いたま 市中央区新都心２ －１

　 さ いたま 新都心合同庁舎２ 号館

　 　 国土交通省関東地方整備局建政部

　 　 建設産業第二課　 宅建業担当係宛

　 　 ☎ 048‒601‒3151（ 代表）

※提出は「 オンラ イ ン から 申請」 又は現行ど おり 「 紙での申請」 でお願いし ま す。《 提出先》
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08　 茨　 城　 県

082015 水 戸 市

082023 日 立 市

082031 土 浦 市

082040 古 河 市

082058 石 岡 市

082074 結 城 市

082082 龍ヶ 崎市

082104 下 妻 市

082112 常 総 市

082121 常陸太田市

082147 高 萩 市

082155 北茨城市

082163 笠 間 市

082171 取 手 市

082198 牛 久 市

082201 つく ば市

082210 ひた ちな か市

082228 鹿 嶋 市

082236 潮 来 市

082244 守 谷 市

082252 常陸大宮市

082261 那 珂 市

082279 筑 西 市

082287 坂 東 市

082295 稲 敷 市

082309 かすみがう ら 市

082317 桜 川 市

082325 神 栖 市

082333 行 方 市

082341 鉾 田 市

082350 つく ばみら い市

082368 小美玉市

083020 茨 城 町

083097 大 洗 町

083101 城 里 町

083411 東 海 村

083640 大 子 町

084425 美 浦 村

市区町村コ ード 表（ 東京都、 近県） （ 令和６ 年１ 月現在）

※下記以外の市区町村コ ード は各地方自治体にお問合せく ださ い（ 69ページを参照）。

084433 阿 見 町

084476 河 内 町

085219 八千代町

085421 五 霞 町

085464 境　 町

085642 利 根 町

09　 栃　 木　 県

092011 宇都宮市

092029 足 利 市

092037 栃 木 市

092045 佐 野 市

092053 鹿 沼 市

092061 日 光 市

092088 小 山 市

092096 真 岡 市

092100 大田原市

092118 矢 板 市

092134 那須塩原市

092142 さ く ら 市

092151 那須烏山市

092169 下 野 市

093017 上三川町

093424 益 子 町

093432 茂 木 町

093441 市 貝 町

093459 芳 賀 町

093611 壬 生 町

093645 野 木 町

093840 塩 谷 町

093866 高根沢町

094072 那 須 町

094111 那珂川町

10　 群　 馬　 県

102016 前 橋 市

102024 高 崎 市

102032 桐 生 市

102041 伊勢崎市

102059 太 田 市

102067 沼 田 市

102075 館 林 市

102083 渋 川 市

102091 藤 岡 市

102105 富 岡 市

102113 安 中 市

102121 みど り 市

103446 榛 東 村

103454 吉 岡 町

103667 上 野 村

103675 神 流 町

103829 下仁田町

103837 南 牧 村

103845 甘 楽 町

104213 中之条町

104248 長野原町

104256 嬬 恋 村

104264 草 津 町

104281 高 山 村

104299 東吾妻町

104434 片 品 村

104442 川 場 村

104485 昭 和 村

104493 みなかみ町

104647 玉 村 町

105210 板 倉 町

105228 明 和 町

105236 千代田町

105244 大 泉 町

105252 邑 楽 町

11　 埼　 玉　 県

111015 西　 区

111023 北　 区

111031 大 宮 区

111040 見 沼 区

111058 中 央 区

111066 桜　 区

111074 浦 和 区

111082 南　 区

111091 緑　 区

111104 岩 槻 区

（ 以上さ いたま 市）

112011 川 越 市

112020 熊 谷 市

112038 川 口 市

112062 行 田 市

112071 秩 父 市

112089 所 沢 市

112097 飯 能 市

112101 加 須 市

112119 本 庄 市

112127 東松山市

112143 春日部市

112151 狭 山 市

112160 羽 生 市

112178 鴻 巣 市

112186 深 谷 市

112194 上 尾 市

112216 草 加 市

112224 越 谷 市

112232 蕨　 市

112241 戸 田 市

112259 入 間 市

112275 朝 霞 市

112283 志 木 市

112291 和 光 市

112305 新 座 市

112313 桶 川 市

112321 久 喜 市

112330 北 本 市

112348 八 潮 市

112356 富士見市

112372 三 郷 市

112381 蓮 田 市

112399 坂 戸 市

112402 幸 手 市

112411 鶴ヶ 島市

112429 日 高 市

112437 吉 川 市

112453 ふじ み野市

112461 白 岡 市

113018 伊 奈 町

113247 三 芳 町

113263 毛呂山町

113271 越 生 町

113417 滑 川 町

113425 嵐 山 町

113433 小 川 町

113468 川 島 町

113476 吉 見 町

113484 鳩 山 町

113492 と き がわ町

113611 横 瀬 町

113620 皆 野 町

113638 長 瀞 町

113654 小鹿野町

113697 東秩父村

113816 美 里 町

113832 神 川 町

113859 上 里 町

114081 寄 居 町

114421 宮 代 町

114642 杉 戸 町

114651 松 伏 町

12　 千　 葉　 県

121011 中 央 区

121029 花見川区

121037 稲 毛 区

121045 若 葉 区

121053 緑　 区

121061 美 浜 区

（ 以上千葉市）

122025 銚 子 市

122033 市 川 市

122041 船 橋 市

122050 館 山 市

122068 木更津市

122076 松 戸 市

― 67 ―



122084 野 田 市

122106 茂 原 市

122114 成 田 市

122122 佐 倉 市

122131 東 金 市

122157 旭　 市

122165 習志野市

122173 柏　 市

122181 勝 浦 市

122190 市 原 市

122203 流 山 市

122211 八千代市

122220 我孫子市

122238 鴨 川 市

122246 鎌ヶ 谷市

122254 君 津 市

122262 富 津 市

122271 浦 安 市

122289 四街道市

122297 袖ヶ 浦市

122301 八 街 市

122319 印 西 市

122327 白 井 市

122335 富 里 市

122343 南房総市

122351 匝 瑳 市

122360 香 取 市

122378 山 武 市

122386 いすみ市

122394 大網白里市

123226 酒々井町

123293 栄　 町

123421 神 崎 町

123471 多 古 町

123498 東 庄 町

124036 九十九里町

124095 芝 山 町

124109 横芝光町

124214 一 宮 町

124222 睦 沢 町

124231 長 生 村

124249 白 子 町

124265 長 柄 町

124273 長 南 町

124419 大多喜町

124435 御 宿 町

124630 鋸 南 町

13　 東　 京　 都

131016 千代田区

131024 中 央 区

131032 港　 区

131041 新 宿 区

131059 文 京 区

131067 台 東 区

131075 墨 田 区

131083 江 東 区

131091 品 川 区

131105 目 黒 区

131113 大 田 区

131121 世田谷区

131130 渋 谷 区

131148 中 野 区

131156 杉 並 区

131164 豊 島 区

131172 北　 区

131181 荒 川 区

131199 板 橋 区

131202 練 馬 区

131211 足 立 区

131229 葛 飾 区

131237 江戸川区

132012 八王子市

132021 立 川 市

132039 武蔵野市

132047 三 鷹 市

132055 青 梅 市

132063 府 中 市

132071 昭 島 市

132080 調 布 市

132098 町 田 市

132101 小金井市

132110 小 平 市

132128 日 野 市

132136 東村山市

132144 国分寺市

132152 国 立 市

132187 福 生 市

132195 狛 江 市

132209 東大和市

132217 清 瀬 市

132225 東久留米市

132233 武蔵村山市

132241 多 摩 市

132250 稲 城 市

132276 羽 村 市

132284 あき る 野市

132292 西東京市

133035 瑞 穂 町

133051 日の出町

133078 檜 原 村

133086 奥多摩町

133612 大 島 町

133621 利 島 村

133639 新 島 村

133647 神津島村

133817 三 宅 村

133825 御蔵島村

134015 八 丈 町

134023 青ヶ 島村

134210 小笠原村

14　 神 奈 川 県

141011 鶴 見 区

141020 神奈川区

141038 西　 区

141046 中　 区

141054 南　 区

141062 保土ヶ 谷区

141071 磯 子 区

141089 金 沢 区

141097 港 北 区

141101 戸 塚 区

141119 港 南 区

141127 旭　 区

141135 緑　 区

141143 瀬 谷 区

141151 栄　 区

141160 泉　 区

141178 青 葉 区

141186 都 筑 区

（ 以上横浜市）

141313 川 崎 区

141321 幸　 区

141330 中 原 区

141348 高 津 区

141356 多 摩 区

141364 宮 前 区

141372 麻 生 区

（ 以上川崎市）

141518 緑　 区

141526 中 央 区

141534 南　 区

（ 以上相模原市）

142018 横須賀市

142034 平 塚 市

142042 鎌 倉 市

142051 藤 沢 市

142069 小田原市

142077 茅ヶ 崎市

142085 逗 子 市

142107 三 浦 市

142115 秦 野 市

142123 厚 木 市

142131 大 和 市

142140 伊勢原市

142158 海老名市

142166 座 間 市

142174 南足柄市

142182 綾 瀬 市

143014 葉 山 町

143219 寒 川 町

143413 大 磯 町

143421 二 宮 町

143618 中 井 町

143626 大 井 町

143634 松 田 町

143642 山 北 町

143669 開 成 町

143821 箱 根 町

143839 真 鶴 町

143847 湯河原町

144011 愛 川 町

144029 清 川 村
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各都道府県「 免許担当課」 一覧表

都道府県 担　 当　 部　 局　 名 〒 所　 　 在　 　 地 電話番号
都道府県
コ ード

北 海 道 建設部住宅局建築指導課 060-8588 札幌市中央区北三条西６ 丁目 011-204-5575 0 1
青 森 県 県土整備部建築住宅課 030-8570 青森市長島１ − １ − １ 017-734-9692 0 2
岩 手 県 県土整備部建築住宅課 020-8570 盛岡市内丸10− １ 019-629-5932 0 3
宮 城 県 土木部建築宅地課 980-8570 仙台市青葉区本町３ − ８ − １ 022-211-3242 0 4
秋 田 県 建設部建築住宅課 010-8570 秋田市山王４ − １ − １ 018-860-2565 0 5
山 形 県 県土整備部建築住宅課 990-8570 山形市松波２ − ８ − １ 023-630-2641 0 6
福 島 県 土木部建築指導課 960-8670 福島市杉妻町２ − 16 024-521-7523 0 7
茨 城 県 土木部都市局建築指導課 310-8555 水戸市笠原町978− ６ 029-301-4722 0 8
栃 木 県 県土整備部住宅課 320-8501 宇都宮市塙田１ − １ − 20 028-623-2488 0 9
群 馬 県 県土整備部住宅政策課宅建業係 371-8570 前橋市大手町１ − １ − １ 027-226-3525 1 0
埼 玉 県 都市整備部建築安全課 330-9301 さ いたま 市浦和区高砂３ − 15− １ 048-830-5492 1 1
千 葉 県 県土整備部建設・ 不動産業課不動産業班 260-8667 千葉市中央区市場町１ − １ 043-223-3238 1 2
東 京 都 住宅政策本部民間住宅部不動産業課 163-8001 新宿区西新宿２ − ８ − １ 03-5321-1111 1 3
神奈川県 県土整備局事業管理部建設業課 231-0021 横浜市中区日本大通33番地 045-285-3218 1 4
新 潟 県 土木部都市局建築住宅課 950-8570 新潟市中央区新光町４ − １ 025-280-5439 1 5
富 山 県 土木部建築住宅課 930-8501 富山市新総曲輪１ − ７ 076-444-3355 1 6
石 川 県 土木部建築住宅課 920-8580 金沢市鞍月１ − １ 076-225-1778 1 7
福 井 県 土木部建築住宅課 910-8580 福井市大手３ − 17− １ 0776-20-0505 1 8
山 梨 県 県土整備部建築住宅課 400-8501 甲府市丸の内１ − ６ − １ 055-223-1730 1 9
長 野 県 建設部建築住宅課 380-8570 長野市大字南長野字幅下692− ２ 026-235-7331 2 0
岐 阜 県 都市建築部建築指導課 500-8570 岐阜市薮田南２ − １ − １ 058-272-8680 2 1
静 岡 県 く ら し ・ 環境部建築住宅局住まいづく り 課 420-8601 静岡市葵区追手町９ − ６ 054-221-3072 2 2
愛 知 県 都市・ 交通局都市基盤部都市総務課 460-8501 名古屋市中区三の丸３ − １ − ２ 052-954-6582 2 3
三 重 県 県土整備部建築開発課 514-8570 津市広明町13 059-224-2708 2 4
滋 賀 県 土木交通部住宅課 520-8577 大津市京町４ − １ − １ 077-528-4231 2 5
京 都 府 建設交通部建築指導課 602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ 内町 075-414-5343 2 6
大 阪 府 都市整備部住宅建築局建築指導室建築振興課 559-8555 大阪市住之江区南港北１ − 14− 16 06-6210-9733 2 7
兵 庫 県 ま ちづく り 部建築指導課土地対策班 650-8567 神戸市中央区下山手通５ − 10− １ 078-362-3612 2 8
奈 良 県 県土マネジメ ント 部ま ちづく り 推進局建築安全課 630-8501 奈良市登大路町30 0742-27-7563 2 9
和歌山県 県土整備部都市住宅局建築住宅課 640-8585 和歌山市小松原通１ − １ 073-441-3180 3 0
鳥 取 県 生活環境部く ら し の安心局住宅政策課 680-8570 鳥取市東町１ − 220 0857-26-7411 3 1
島 根 県 土木部建築住宅課 690-8501 松江市殿町１ 0852-22-6587 3 2
岡 山 県 土木部都市局建築指導課 700-8570 岡山市北区内山下２ − ４ − ６ 086-226-7450 3 3
広 島 県 土木建築局建築課 730-8511 広島市中区基町10− 52 082-513-4185 3 4
山 口 県 土木建築部住宅課 753-8501 山口市滝町１ − １ 083-933-3883 3 5
徳 島 県 県土整備部住宅課建築指導室 770-8570 徳島市万代町１ − １ 088-621-2604 3 6
香 川 県 土木部住宅課 760-8570 高松市番町４ − １ − 10 087-832-3582 3 7
愛 媛 県 土木部道路都市局建築住宅課 790-0004 松山市大街道３ − １ − １ 089-912-2758 3 8
高 知 県 土木部住宅課 780-8570 高知市丸ノ 内１ − ２ − 20 088-823-9861 3 9
福 岡 県 建築都市部建築指導課 812-8577 福岡市博多区東公園７ − ７ 092-643-3718 4 0
佐 賀 県 県土整備部建築住宅課 840-8570 佐賀市城内１ − １ − 59 0952-25-7164 4 1
長 崎 県 土木部建築課 850-8570 長崎市尾上町３ − １ 095-824-1111 4 2
熊 本 県 土木部建築住宅局建築課 862-8570 熊本市中央区水前寺６ − 18− １ 096-333-2536 4 3
大 分 県 土木建築部建築住宅課 870-8501 大分市大手町３ − １ − １ 097-506-4682 4 4
宮 崎 県 県土整備部建築住宅課 880-8501 宮崎市橘通東２ − 10− １ 0985-24-2944 4 5
鹿児島県 土木部建築課 890-8577 鹿児島市鴨池新町10− １ 099-286-3707 4 6
沖 縄 県 土木建築部建築指導課 900-8570 那覇市泉崎１ − ２ − ２ 098-866-2413 4 7

※

◇国土交通省関東地方整備局

建政部建設産業第二課
330-9724

埼玉県さ いたま 市中央区新都心２ − １

さ いたま 新都心合同庁舎２ 号館
048-601-3151 0 0

※北海道 51 北海道知事（ 石狩） 55 北海道知事（ 空知） 59 北海道知事（網走） 63 北海道知事（釧路）

52 北海道知事（ 渡島） 56 北海道知事（ 上川） 60 北海道知事（胆振） 64 北海道知事（根室）

53 北海道知事（ 檜山） 57 北海道知事（ 留萌） 61 北海道知事（日高）

54 北海道知事（ 後志） 58 北海道知事（ 宗谷） 62 北海道知事（十勝）
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担当窓口（ 問合せ先）

業　 務　 内　 容 担当窓口（ 問合せ先） 電　 話　 番　 号

◇新規免許申請

◇免許換え（ 都知事転入、都外転出時等の変更届等）

◇営業保証金の供託・ 取戻し

住宅政策本部

民間住宅部

不動産業課　 免許担当

第二本庁舎３ 階③番窓口

直通： 03（ 5320）5064

内線： 30393， 30395

◇更新免許申請（ 都知事）

◇各種変更等届出（ 都知事）

◇廃業等届出（ 都知事）

◇免許換え（ 都知事転出）

不動産業課　 免許担当

第二本庁舎３ 階⑤番窓口

直通： 03（ 5320）5065

内線： 30394， 30395

◇宅地建物取引士

　（  登録・ 取引士証及び取引士資格登録簿の

変更に関する こ と 。）

不動産業課　 免許担当

第二本庁舎３ 階②番窓口

直通： 03（ 5320）5063

内線： 30391， 30392

　　　　　　30396， 30397

◇不動産業者の名簿の閲覧
不動産業課　 調整担当

第二本庁舎３ 階⑦番窓口

直通： 03（ 5320）5072

内線： 30371， 30372

◇業法第50条第２ 項の届出
不動産業課　 調整担当

第二本庁舎３ 階⑥番窓口

直通： 03（ 5320）5072

内線： 30371， 30372

◇宅地建物取引等についての相談

　（  重要事項説明等、 賃貸住宅紛争防止条例

に基づく 説明、 不動産取引に関する 相談）

不動産業課　 指導相談担当

第二本庁舎３ 階

直通： 03（ 5320）5071

内線： 30381， 30383

　　　　　　30384

◇賃貸ホッ ト ラ イ ン

　（ 原状回復、 入居中の修繕等の賃貸相談等）

不動産業課　 指導相談担当

第二本庁舎３ 階

直通： 03（ 5320）4958

内線： 30373， 30374

　　　　　　30399

◎　  「 宅地建物取引業免許申請の手引」 等は住宅政策本部のW e b サイ ト 「 各種申請様式」 から も 御覧い

ただけます。

◎　〈 宅地建物取引業者免許情報提供サービ ス〉

　 　 h ttp s ://w w w . ta k k e n .m e tro . to k y o . l g . j p /

　 　 問合せ先　 不動産業課調整担当　 ☎ 0 3 − 5 3 2 0 − 5 0 7 2

◎　〈 国土交通省W e b サイ ト （ 宅地建物取引業免許申請等様式）〉

　 　 h ttp s ://w w w .m l i t. g o . j p /to ti k e n s a n g y o /c o n s t/1 _ 6 _ b t_ 0 0 0 1 7 6 . h tm l

※本手引に記載のW e b サイ ト アド レスは変更になる 場合があり ます。
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令和　 ６ 　 年度

登録第　 32　 号

宅地建物取引業免許申請の手引

発　 行　 令和７ 年３ 月

　 　 　 　 東京都住宅政策本部 民間住宅部不動産業課

　 　 　 　 〒163− 8001　 新宿区西新宿２ − ８ − １

電　 話　 ０ ３ （ ５ ３ ２ １ ） １ １ １ １ （ 代）



受
付
時
間

月～金曜日
（ 祝日を除く 。）

午  前  9： 0 0  ～ 午  後  5： 0 0
お昼も 受付いたし ます。

午後の窓口は、 大変混雑いたし ます。 比較的空いている

午前中の申請をお勧めいたし ます。

書類がそろ っ ているかも う 一度

見直し し てく ださ い。

提出書類が不足し ている場合は受け付けでき ません。

◆も う 一度よく 書類を点検し 、 各書類一覧に掲載さ

　 れている順に書類をそろえ、 左側に二つ穴を開け、

　 ひも でと じ て提出し てく ださ い。


